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行動分析的アプローチによる言語

獲得の援助

障害児の言語指導の新しい方向性を求めて
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行動分析的アプローチによる言語

獲得の援助

一障害児の言語指導の新しい方向を求めて－

はじめに

動作模倣や音声模倣、話し言葉や言葉の理解の発達がほとんどみられないで、常同的に
物を扱いっづけるようなタイプの障害児にも適用可能な言語指導プログラムとして、行動

分析的アプローチは多くの成果を上げてきた（Lovaas、1977；小楓1980；梅阻1981）。こ

れらの伝統的アプローチでは自己刺激行動やパニックなどの不適応行動の除去とアイコン

タクトの形成や着席行動などの学習準備行動の形成が行われ、その後動作模倣や音声模倣

が形成され、音声刺激による事物の選択や音声模倣を使った事物の命名の訓練が行われて
きた。

伝統的指導法は1980年代にはいると行き詰まり状態にあった。反応の形成に膨大な時

間がかかり、自発性が低下し、学習した反応が訓練場面外で般化しなかったり、維持され

ないなどの問題が指摘されるようになり、機会利用型指導法やタイムーデイレイ法などの

新しい技法が用いられるようになった。また、我が国ではフリーオペラント法やHIROCo

法と呼ばれる技法が登場してきた（谷，1986）。

このような障害児の言語指導の流れは、過剰な刺激統制、一次性強化子の多用と指導者

が先行して子どもに働きかける形態の訓練から、日常的な環境下での多様な強化子を用い

た、子どもが自発的に指導者に働きかける形態への移行を示している。ケーゲル（1996）

はこのような形態の指導を自然言語パラダイム（NLP）での指導と呼んでいる。

しかしながら、NLP条件での指導でも動作模倣や音声模倣、命名などのスキルがある程

度獲得されていることが必要であり（出口・山本，1985；藤原，1988）、実際機会利用型指導
法が適用された研究報告の対象児は、音声模倣や命名スキルを訓練開始以前にすでに獲得

していた（Hart，B．，andRisley，T．R．1974，1975；Farmer・Dougan，Ⅴ．1994）。
この障害児の言語指導の変遷は、訓練手続き上の問題点の分析から展開されてきた。言

語獲得の問題を標的行動とそれを達成する手続きの問題として考えてみると、行動分析の

言語指導はもっぱら手続き上の問題に改良を加えてきたと思われる。日常の自然な環境の

中で、多様な強化子を使って、子ども主体の訓練へと手続き的な変更は見られても、依然

として標的行動はアイコンタクトの形成や動作模倣、音声模倣という伝統的指導法の中で
目標とされた行動が設定されていた。

唯一、佐久間（1978）が社会的強化子の形成を最も重要な標的行動であると主張し、そ

の具体的な指導法と指導事例を報告し、我が国の行動分析を用いた障害児の言語指導は、

社会的強化子の形成と人への接近、要求行動の増大という新たな標的行動を設定してきた。

我が国でのフリーオペラント法やHIROCo法による症例報告では、伝統的指導法に比べ

て短期間で機能的で自発的な言語獲得がなされている（礼1988；溝上・杉山1989；東・杉

山1991周田・東・杉軋1991）。確かに、フリーオペラント法やHIROCo法によって著
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しい言語発達の促進が見られる症例がある（第4章参照）。その一方で、必ずしも順調な

言語発達を示さない症例もあった（第5，6章参照）。そういった個々の症例について、標
的行動と指導手続きの面から言語獲得についての緻密な行動分析を行う必要がある。ある

症例について、何を、どのような方法で指導することで停滞している言語発達を促進でき

るのかを考えていくことが重要な点である。

伝統的指導法の問題が手続き上の問題にとどまらず、標的行動の設定にも問題があると

するならば、我々は言語獲得に必要な下位スキル、つまり言語獲得のスモールステップに

ついての分析を言語獲得理論や言語行動の行動分析の理論に立ち返って再考しなければな
らない。

そこで、第1部では言語獲得理論と行動分析理論からの言語行動の分析、及びこれまで

に実践されてきた行動分析の立場からの障害児の言語指導を臨床的観点から考察する。

第2部では、自験例を通して、言語獲得の下位スキルとなると考えられる標的行動と指

導手続きについて考察し、低年齢幼児を対称とした言語獲得促進プログラムを提案し、3

例の事例を報告する。第3部では、第1、2部の考察を踏まえて、言語獲得に至るスモー
ルステップとしての下位スキルと指導手続きについて行動分析の立場から総合的に考察を

加える。

第1部言語獲得の理論的■行動論的分析
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第1章言語行動の分析

第1節言語獲得の理論
「どうして言葉が話せないのか」「どうしたら言葉が話せるようになるのか」という素

朴な問いは必然的に言語獲得の理論へと我々を向かわせる。ピンカー（1991）によれば、

言語獲得の中心的問題はモジュール性と種の固有性の問題にある。すなわち、（1）言語は他

の認知系とは別に発達するモジュールであるのかそれとも他の認知系と深く関連するモジ

ュールであるのか、（2）人間という種に固有のモジュールであるのか、である。さらにこれ

ら2つの点に関連して、言語が学習されるものなのか、あるいは生得的なものなのかに関

する議論があり、ここでは、まず言語獲得理論の変遷を言語のモジュール性、生得性の問

題を中心に整理し、近年の行動分析からの言語獲得理論についてまとめてみる。

第1項行動論的アプローチと言語獲得

イングラム（1989）は、言語獲得理論の研究を3つの時代に分けている。日記研究

（1876－1926）の時代は、両親の育児日記（parentaldiary）や赤ん坊の伝記（baby

biographies）と呼ばれている研究方法が中心で、言語獲得の理論構築よりも言語獲得の事
実を記載していくことに主眼が置かれていた。この時代の言語獲得研究は後の言語獲得理

論構築の優れたデータベースを提供したことにある。1926年から1957年の間は多数のサ

ンプルを用いた研究が頻繁に行われ行動理論の台頭とともに、言語は模倣や連合という単

純な学習原理によって、他の行動と同じように学習されていくものと考えられた。行動理

論の研究者達は言語獲得をほとんど生得的な行動と関連付けずに説明しようと試み、模倣

や強化、条件付けによって言語学習が進むと考えた（Skinner，1957；Mowrer，1960；Osgood，

et．a1．，1957）。

スキナー（1957）は、言語行動を「他の言語共同体の成員によって強化されるオペラン

ト行動」であると定義し、マンドとタクトに大別している。マンドとは摂取制限下あるい

は嫌悪条件下において自発され、摂取制限や嫌悪条件の低減によって強化される言語行動

であり、マンドは特定の強化子を指定する反応である（Winokur，1976，p．39）。またタク

トは、環境の弁別刺激によって自発し、弁別刺激と言語反応とが言語社会の常識のような

ものに照らして一定の合致あるいは一致が見られる場合聞き手によって、社会的強化（誉

め言葉や承認）が得られるような働きをする言語行動である。スキナーのこのような言語

行動への分析から、言語がオペラント条件付けによって条件付けできることが多数報告さ

れてきた（Greenspoon，1955；TafEbl，1955）。しかし、言語行動が強化によってコントロ
ールできるということが言語獲得はオペラント条件付けによって達成されるということを
証明するものではない。

行動理論からの言語獲得理論では、言語は他の行動と深く関連し、他の行動と同じよう

な学習の法則によって形成されるモジュールであると考えられた。そして、言語はヒトと
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いう種に独特の能力ではなく他の動物にも言語の原型となるような何らかの行動があると
考え、1960年代からはチンパンジーに言葉を教えようという試みが相次いだ。

第2項チョムスキーの生成文法理論と言語獲得

スタインバーグ（1982）は1957年を言語獲得理論上の注目すべき年であるとしているが

b・17）、これはスキナーのⅥ痛点ノ助aI血（1957）とチョムスキーの砂地離山弛W地層

（1957）が発表され、言語獲得が学習によるものであるとする考えから生得的なものであ

るとする考えへ大きく移行した年代である。イングラムは1957年から現在までの言語獲

得研究を縦断的研究の時代と呼び、チョムスキーの生成文法理論が言語学、心理学をはじ

め多くの領域の研究に影響を与えた時代である。チョムスキー（1959）はスキナーの言語行

動に関する説明を次のような点で批判している。

①　下等動物の実験結果をそのまま人間の行動に当てはめようとしている

②　人間の多くの行動は生得的な性質（innatedisposition）に基づく内部的欲求によるも
のである。

③　模倣も生まれつき備わったもので、人間は生まれながら一定の段階にしたがって文法

を構築していくようにしくまれている。

チョムスキー（1965）は言語獲得の学習による経験説を批判し、言語獲得は人に元々備わ

った生得的能力によるものであると主張した。おおよそ、言語獲得の経験論に対する批判

と生得論に対する肯定的証拠として次のようなことがあげられている（Cbomsky，1967）。

第1に「幼児は目を見張るほどたやすく完壁に言語を獲得することができる。普通の子

どもであれば、母国語の話者の言語能力に達するのに、ほんの短い期間、その言語に按す

るだけで足りる」由．529）ので、経験主義に基づく学習では不可能であり、生得的言語能力
の助けがあるからである。第2に、幼児が言語獲得の時期に耳にする言語的インプットは、

質的に粗雑であり量的にも少ないのに、包括的で完壁な言語を獲得する。第3に、家庭環

境や社会環境がさまざまであるにもかかわらず、均質で一様な文法を獲得する。第4に、

言語習得は知的機能と無関係に進む。第5に、どの言語を習得する子どもも言語習得をほ

ぼ同じ時期に開始し同じような経過で、同じ時期に完成する。

このような点から学習（経験）によって言語が獲得されるという経験説は言語獲得をう

まく説明できないので、「言語形成がなされるためにはある程度の経験は必要にせよ、言

語形式、すなわち、文法の枠組みは大部分生得的なものである」（Chomsky，1965，P．51）と

し、言語は人に生得的に備わった、他の動物には見られない能力であるとした。また、生

物学者のレネバーグ（1967）は脳に器質的損傷を受けた言語障害児の回復の程度から言語

能力の発達は生物学的な段階にしたがって進行し、脳の可塑性との関係から言語発達の臨

界期を唱え、チョムスキーの立場を支持した。マクニール（1970）もチョムスキーの説を全

面的に受け入れ、幼児は生まれながらに「言語習得装置」（LanguageAcquisitionDevice‾
LAD）を備えていて、ある特定の言語資料にさらされるとその言語に見合った文法を獲得

すると主張した。

第3項発達理論と言語獲得

チョムスキーの構造主義の立場からの言語獲得の説明は、行動理論の言語獲得の説明を

批判することから始まったが、1970年代の半ばにはピアジェの発達理論にその源流を持つ

発達櫓論からの批判を受けるようになる。チョムスキーが言語獲得の経験論に対する批判

と生得論に対する証拠として挙げたいくつかの主張に対して、さまざまな問題点が指摘さ
れるようになった。
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（1）

（2）

（3）

早くて容易な学習：チョムスキーの、子どもは大人よりも短時間で言語

を学習するという主張に対して、パトナム（1967）子どもは十分に時間をか
けて言語学習を行っており大人の言語学習よりも著しく短期間で言語を学

習するとは言えないと反論しスタインバーグ（1993）も、「もし成人に
普遍文法の恩恵がないのであれば、普遍文法は加齢とともに衰退するか枯

渇するかのいずれかである。ところが、そのようなことはあり得ない」

由．159）と述べている。

不十分な言語入力データ：大人は子どもに話し掛けるときに不正確な文

法で話しかけるのに子どもは正しい文法を獲得すると言うが、ラボフ

（1970）は大人の発話の約75％は文法的に正しいものであり、真に非文法的

で形の不揃いな文の割合は2％以下であると報告している。この見解はそ

の後の調査でも裏付けられている（BrownandBellugi，1964；Waterson，
1971）。

知能とは無関係である：言語以外の面で知的な動物が単純な言語構造し

か学習できないのは種に固有な普遍文法が、動物には備わっていないから

であり、知能の差が大きくても結果としてできる言語能力にはほんの少し

の影響しかないという主張血．3）に対して、スタインバーグ（1993）は自
動車の運転やトランプゲームの学習と同じように、言語学習にも知能は関

係しているが、それらを学習するにはある程度の知能で十分であり、動物

はそのある程度の知能を欠くので言語学習がうまく行かないのだと反論し
ている。

このような議論から、村田（1981）は「ひと口にいって、言語発達の生得論の衰退は覆

うべきもない」と述べ、ピアース（1987）も言語習得装置の諸特性については現在ほとんど
知られていないので、「それがどんなものでどういうふうに機能するかを知るまでは、そ

ういった装置の承認には慎重にならなければならない」由．348）とし、進化の見地から考え
るとヒトだけが言語習得装置を持ち他の動物には共通部分がまったくないということは考

えられないし、たとえヒトに特有の言語習得装置があったとしても他の動物が言語を学習

できないということにはならないと述べている。

チョムスキーの生成文法理論は言語の構造を詳細に説明することができるが、こと言語

獲得に関しては十分な説明ができているとは言い難い。近年、ピアジェの発達理論に源流

を持つベイツやブルーナーらの研究者は、言語獲得を子どもが言葉を話し始める以前の前

言語的な伝達行動に求めている。すなわち、子どもは言葉を話し始めるかなり前から身振

りや視線を使って母子間で伝達活動を行っていて、それが次第に音声による伝達へと拡張

されていくのだという主張である。

ベイツら（1975）は、オースチン（1962）の発話行為理論に沿って伝達行為の発達に3つ
の段階を設定している。

聞き手効果段階（perlocutionaryStage）明確な意図がなかったり、自ら
の行為の効果に気づかずに聞き手に系統的な効果を与えている段階

意図伝達段階（illocutionarystage）子どもは非言語的なシグナルを要求
を伝えたり、大人の注意を物や事態に向けるために使う段階

命題伝達段階（locutionarystage）子どもははっきりとした意図を持ち、
かつて非言語的な形で表現していたのと同じ伝達的なっながりで音声を使

う段階。

伝達行為は命令（imperative）と呼ばれる、要求する対象を手に入れるための行為者
（agent）あるいは道具（tool）として聞き手を意図的に使う行為と平叙（declarative）と
呼ばれる、大人の注意を引く手段として対象を利用する行為があるが、前言語段階にもこ
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れと同質の遂行行為が見られ、それらをベイツ（1975）は原命令（proto・imperative）原平

叙（proto・declarative）と呼んでいる。ベイツ（1975）はこれらの前言語段階の遂行行為が

次の段階へ移行するには認知的な前提条件（ピアジェの発達段階のStage5）が必要である
としている。

一方ブルーナー（1976）は、前言語的な伝達活動が言語へ移行するときに母子相互作用と

いう社会的文脈を強調する。この母子相互作用は、最も初期には子どもとは保護者の間の

アイコンタクトで始まり、母親の見ているものを追祝したり、欲しい事物を見てさらに母

親を見るというような連帯注意（jointattention）と呼ばれる行為へと拡張され、指差し
さらに連帯行為（jointaction）へと発展していく。イナイイナイバーや各種のやり取りゲ

ームをとおして行為者となったり行為の受け手となったりしながら、文法規則を学習し言

語獲得へつながると考えている。このような考えは、言語は認知や社会性と深く関連する

モジュールであり、経験によって獲得されるという立場である。

第2節チンパンジーの言語研究
言語がヒトという種に独自のモジュールであるのか、それとも進化学的に連続した能力

であるのかという疑問やヒトという動物の独自性やヒトの起源を求めようという関心か

ら、類人猿に言語を教えようという試みは1960年代から活発に行われてきた（Gardnerand

Gardner1969，1975；FountS1972；Premack1970；Terrace1979）。それ以前にもチンパ

ンジーにことばを教えようとする試みは行われていたが（Kellogg1931；HayesandHayes
1954）、ヒトと同じように音声による言語学習を試みていたため失敗に終わっていた。

ガードナーら（1969）は、チンパンジーにはヒトと同じような発声をする解剖学的な素

地が備わっていないとして、手話（ASL）を使ってワシューというチンパンジーに言語学

習を行った。5年間の訓練により最終的には132種類のサインを適切に使えるようになっ

たと報告した。フアウツ（1972）も同じ手続きで（ただし英語の話し言葉も同時提示して）

6頭のチンパンジーにASLを教え、ガードナーらと同様の結果を報告している。

しかし、テラス（1979）はニムというチンパンジーにガードナーらの手続きと同じ手続き

でサインを教え、そのサインを詳細に分析した結果、ニムのサインの多くが訓練者の出す

サインの模倣にすぎないと報告し、類人猿が言語を学習できるというこれまでの見解に否

定的な見方を示した。一方、プレマック（1976）は、サラというチンパンジーにプラスチ

ック片を使って文法を教えることを試みた。英語の単語に対応する名詞や動詞、形容詞、
条件節（「if～血en」）などのプラスチック片を正しい順序で磁石版の上へ置くことが

訓練され、サラは疑問詞、メタ言語、クラス概念、単文や複文、複数形、数量詞、条件節、

接続詞（and）などを使用することを学習した。また、ランボウら（1979）は、レキシグ
ラムと呼ばれる幾何学図形を使ってラナというチンパンジーに環境を操作することを教え

た。このLANAプロジェクト（LAmProject）は、コンピューターに制御されたレキシ
グラムを使った言語訓練が、類人猿の言語研究に適しているかどうかを検討するパイロッ

ト研究的なものであったが（p．78）、ラナは事物の名前や事物が名前を持っていることや
色の名称を学習した。さらにラナはもともと教えられた文脈とは異なる文脈で教えられた

言葉を自発的に使用し、新しい単語（例えばtape deck）を教えられたとき、これまでの
文型を使ってPLEASEMACHINEMAKEMUSICという文を作れるようになったと報告
されている。

これらのチンパンジーを中心にした類人猿の言語研究で用いられたnon－SpeeCh

language systemは、話し言葉の獲得が困難な障害児の代替的な（alternative）コミュニ
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ケーションモードとして、あるいは話し言葉の獲得を促進するような試み（facilitative）

として障害児の言語指導に応用されてきた。

ラナプロジェクト（LANAproject）によって、コンピューター制御のレキシグラムをつ
かった言語訓練手続きが妥当な手続きであると実証されたのを受けて、サベージ・ランボウ

と　ランボウ（1979）によって1975年から動物モデルプロジェクト（AnimalModel

Project）と命名された研究がスタートした。この研究プロジェクトが他め類人猿の言語研

究と異なる大きな特徴は、言語獲得に困難を示す障害児の言語発達に重要な要因は何かを

明らかにし、障害児の言語指導に適用可能な方法を開発することが目的にされている点で

ある。そこで、このサベージ・ランボウ（1986）の研究をこの節では整理してみる。

サベージ・ランボウらの動物モデルプロジェクトは主に、シャーマンとオースチンとい

う2頭のチンパンジーを使って行われた。サベージ・ランボウらは最初この2頭のチンパ

ンジーに条件性弁別手続きでシンボルと事物とのマッチングを形成しようと試みた。この

手続きでは、訓練者はある事物（例えば、M＆M）を示し、チンパンジーがそれに対応す

るシンボルを選択すると、一定の食物報酬と社会的賞賛で強化された。しかし毎日数時間

の訓練を4ケ月間行ってもこの連合は形成されなかった。そこで、記号とその意味の学習、

すなわちある特定の記号がある特定の事物を指し示すという学習を、要求場面を使って教

えることを試みた。つまり、2頭のチンパンジーの好みの品物とそれを指し示すシンボル

を用意し、いっでもそのシンボルを選択するとそれに対応する食物が与えられるという手

続きが導入され、この手続きが導入されると2頭のチンパンジーは急速に4種類の食物を
表すシンボルと食物の関係を学習していった。

この2つの手続きには大きな違いがあり、最初に行われた訓練は命名の訓練であり、後

者は要求の文脈下での訓練である。前者の手続きでは強化子が一定であるのに対して、後

者は結果が差別化（DifbrentOutcome）されており、サベージ・ランボウ（1986）は、この

結果の差別化（PetersonandTrapold，1980）が有効であったと考えた。
サベージ・ランボウらは、言語獲得の基礎的なスキルとして要求、命名、理解という　3

つのシンボル換作行動をあげている。そしてこれらのシンボル操作行動を要求行動に基づ
いて形成している。

キーボードからシンボルを選択することで好きな食物を手に入れることができるように

なったチンパンジーたちは、しかしながら、機械にセットされている食物を命名して要求

するという文脈では適切なシンボルを選択することはできなかった。バナナが機械にセッ

トされているときにはバナナを選択し、ピーンケーキがセットされているときにはピーン

ケーキを要求するという文脈では、何千回ものエラーレス訓練にもかかわらず記号一物関

係を学習することはできなかった（p．104）。つまり、どの食べ物が機械にセットされて

いるかという先行条件にチンパンジーたちは写ったく気づかなかった。
そこでサベージ・ランボウらは、給餌装置を2つに分け、どちらか一方の給餌装置に食

物を入れることにした。右の給餌装置からはバナナが左の給餌装置からはピーンケーキが

出るようにし、誤った選択のときには空の給餌装置が動作するようにした（p．107）。そ
の結果、チンパンジーたちは給餌装置に何が入っているかという先行条件に注目するよう

になり、先行条件に対応したシンボルを選択することができるようになった。

要求文脈で事物とシンボルとの記号関係を学習しても、チンパンジー達は、聞き手とし

ての行動（シンボルの理解）、例えば「give～」という質問に応答することはできなかっ
た。また、要求対象としてまったく関心のないものについてはそのシンボルをほとんど学

習しなかった（p．123）。

この問題に対してサベージ・ランボウらは、聞き手行動を訓練するためのステップとし

て「What this？」という質問に対して正しく応答する命名反応の形成を試みた。チンパ

ンジー達にある品物を提示しそれに対応するシンボルを正しく選択した場合には、別の晶
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物で強化することを行った。しかし最初の10～15試行は成績が極めて良好であっても、

その品物がもらえないことが分かると急速に低下していってしまった（p．126－127）。
サベージ・ランボウらは、命名用に提示したものと同一の品物を少量と別の大きめの品

物を一緒に与えて、命名用の品物を徐々に減らしていくフェイデイング手続きを使うこと

で3種類の食物の命名を習得させた。そしてこれらの食物の命名が可能になると、特別な

「命名」のための訓練なしで他の食物の命名も可能となった。

命名が可能になっても、「give～」という質問に正しく事物を手渡しする理解行動はほ
とんどできなかった。サベージ・ランボウらは、シンボルの理解を訓練する手続きとして手

渡し行動から、訓練者が容器の中にチンパンジーの好みの食物を入れ、「This M＆M」の

ようにキーボードで伝えた。するとすぐに「GkeM＆M」と伝えることができるようにな

った。また、容器の中の食物をM＆Mと訓練者が伝えるだけで、シャーマン達は容器を開
ける前から喜びの表情を見せた。

サベージ・ランボウらは、シンボルとシンボルの見本あわせができなかったので、この

ような行動は見本あわせ方略で課題を解決したのではないと述べ、課題が持つ伝達構造の

差が重要であり、「品物の要求課題では、課題外に彼らにとって有用な情報がたくさんあ

り、それが課題に伝達的意味を与えている」（p．141）と述べている。
このような試みを通して、サベージ・ランボウらは、シャーマンとオースチンという　2

頭のチンパンジーにシンボルを使った3つの基礎的スキル（要求、命名、理解）を教える

ことが出来た。さらにこれらの3つの基礎的スキルを使って伝達的行動を教えることを試
みている。

伝達的行動を教えるために用いられた手続きは次のようなものである。まず、送信個体

は、11種の飲食物の中から品物が容器に入れられるのを観察し、1分後受信個体のいる別

室に移動しキーボードで訓練者に要求する。受信個体はそれを見て訓練者に要求し、正し

い要求に対しては両個体が強化される。この手続きで両個体は正しく情報を伝達できるよ

うになり、加えて送信個体の反応を受信個体が単に模倣している可能性は補足テストで否
定された。

チンパンジーには共同的行為や食物の分配行動が欠けているため、伝達的なシンボルの
使用が困難であると考え、サベージ・ランボウらは、訓練者が介在しない条件でチンパンジ

ー同士がシンボルを使った伝達行動を形成するには、日常的に食物分配を行わせることが

必要であると考えた。そして、日常的に2頭のチンパンジーが食物を分配すること（やり

－もらい関係）ができるようになったあとで、「give～」という質問に正しく事物をチン
パンジー同士で手渡しする聞き手行動が達成された。

これらの研究成果から、サベージ・ランボウらは言語獲得における行動的分析に限界が

あると主張する。それは、物一記号関係の学習が何千回にも及ぶ連合学習によっても達成

されなかったのに、同じ物一記号関係の学習が要求文脈では早期に成立するため、「品物

の要求課題では、課題外に彼らにとって有用な情報がたくさんあり、それが課題に伝達的

意味を与えている」と述べている（p．141）。また、シャーマンとオースチンがシンボル
の同一性マッチングができないのに、訓練者が食物の入った容器を持っているとき、その

食物をシンボルで伝えるとそのシンボルを用いて容器の中の食物を要求することができた

のは、「シャーマン達の中身を知りたいという自然な欲求と、中身はそれを隠した訓練者

本人が知っているはずだという予測」と「訓練者にもシャーマン達にもシンボルを使用す

る必然性があった」という点を上げている（p．141）。
サベージ・ランボウらは、物一記号、記号一物関係の学習が単一の反応群ではないと主

張する（p．90）。すなわち記号を用いた要求や命名が獲得されても、理解スキルの訓練が
必要であった。これらのことから、サベージ・ランボウらは健常児の言語発達を研究したベ

イツ（1976）の考えに賛同している。ベイツ（1976）は前言語的伝達能力として、自己顕

示、物の提示、供与と指差しを挙げたが、チンパンジーでは物の提示や供与と指差しがほ



とんど見られない（p．13）。チンパンジーでは単に話し言葉が単に出現しないのではなく、
人間の子どもが言葉の獲得前に獲得する他者との共同的行為のいくつかが欠如している。

そこで、サベージ・ランボウらはチンパンジー同士の記号的伝達行動を達成するためには、

①話し手には＜物一記号＞、聞き手には＜記号一物＞の連合形成②話し手と聞き手の規則的

な記号変換に必要な共同スキル③役割交代のスキルを挙げている。そして、この3つの

スキルをチンパンジーに形成することで、ベイツ（1979）の指摘する初語の出現の前提条

件（模倣、道具の使用、伝達的意図）が達成されて、人間で言えば1才から2才の年令域

で達成される記号能力がシャーマン達に自然に現れたと考察している（p．451）。

第3節スキナーの言語行動（Vbrbd

Behavior）の分析
スキナー（1957）は言語行動を言語共同体の成員によって強化されるオペラント行動であ

りと定義し、他の行動と同じようにオペラント行動の原理によって説明可能であると考え

ている。オペラント行動とは、個体が自発する反応でその反応に後続する刺激によって反

応頻度が増減するような行動である。オペラント行動に後続したとき、出現頻度を増大さ

せる刺激は強化子と呼ばれる。刺激が呈示されたときにオペラント行動を増大させるもの

を正の強化子、刺激が除去されたときにオペラント行動を増大させるものを負の強化子と

呼ぶ。あるオペラント行動に刺激を呈示したときその行動が減少する場合、その刺激は嫌
悪刺激あるいは罰刺激と呼ばれ、嫌悪刺激あるいは罰刺激をオペラント行動の直後に呈示

する操作を罰と呼んでいる。また、オペラント行動を減少させる操作には消去と呼ばれる

操作があるが、この操作ではオペラント行動を維持している強化子が撤去される。表1－1

はこれらのオペラント行動の操作をまとめたものである。

1 オペラント反応の操作

オペラント反応の結果 オペラン ト反応の変化

正の強化 強化子の呈示 反応の増大

負の強化 嫌悪刺激の除去 反応の増大

消去 強化子の除去 反応の減少

罰 嫌悪刺激の呈示 反応の減少

オペラント行動の出現頻度は先行刺激の影響も受ける。オペラント行動が特定の先行刺

激の下で強化されるとその先行刺激下でのオペラント行動の自発頻度が増大するようにな

る。この時先行刺激は弁別刺激と呼ばれる。

オペラント行動は弁別刺激一反応一強化子の3つの随伴性から分析され、環境に及ぼす

効果で定義される。つまり、あるオペラント行動とは環境に同じ変化を及ぼすような反応

のクラスである。この点を言語行動に当てはめてみると、「暑いね」という発語が、例え

ば挨拶のように「今日も暑いですね」という聞き手の反応によって強化される場合とクー

ラーをつけるという行動によって強化される場合では、同じ反応型を持つ「暑い」という
発語であっても、環境に及ぼす効果が異なるのでこれらは別々のオペラント行動として扱

われる。逆に異なる反応型を持つ発語であっても、環境に同一の影響を及ぼすような場合、

例えば、「お腹が空いた」と言っても「ご飯」と言っても食事が出てくるような場合は、

これらは同一のオペラント行動として扱われる。
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また、言語行動は社会的行動のひとつであり、他者によって強化を受ける行動であるの

で話し手の発語は聞き手にとっては刺激として作用し、聞き手の反応は話し手にとって強

化子として機能するような相互補強的な関連性として分析される（Winokur，S．，1976）。

スキナーはこのようなオペラント行動の原理に基づいて言語行動をマンドとタクトに大

別しているが、この章ではマンドとタクト、イントラバーバル、エコーイック、言語理解

について整理する。

第1項マンド

マンドとは摂取制限条件下や嫌悪事態などの動因による刺激性制御を受けて自発され、

それらの動因の低減や嫌悪事態の除去によって強化されるように機能する言語行動（要求

言語）であり、マンドは聞き手に対して強化子を指定する言語行動である。

空腹時に自発される「ごはん」という発語が食事によって強化される場合や足を誰かに

踏まれていて（嫌悪刺激）「いたい」と言う発語の結果、足をどけてもらえる場合の発語が

典型的なマンドである（図ト1）。空腹という動因とさらに聞き手の存在を弁別刺激とし

て「ごほん」というマンドを自発し、そのマンドは聞き手にとっては弁別刺激となりご飯

を出すという行動を生じさせる。聞き手のご飯を出すという行動は話し手のマンドを強化

し、さらにそれが弁別刺激となって「ありがとう」という言語反応を生じさせ、この言語

反応は聞き手の行動を強化する強化子となる。

また、呼びかけや質問、助言や警告などもマンドと考えられる（伏見1997）

第2項タクト

タクト（叙述的言語行動）は般性強化子により強化を受ける言語行動である。般性強化

子とは「そうだね」や「正解」、「じょうず」などの条件性強化子で、さまざまな一次性

強化刺激（食べ物や飲み物や身体接触など）から条件付けられで恒常的な強化力を持つよ
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うになった強化子である。タクトは特定の事物が弁別刺激となって自発され、聞き手はそ

の事物とタクトが言語共同体の習慣から一致しているとみなされる場合、般性強化子を呈
示して強化する。

こどもが犬を見て（弁別刺激）、「いぬ」というタクトを自発すると、聞き手はそのタ

クトを「そうだね」という般性強化子によって強化する（図1－2）。

タクトは視覚刺激だけでなく、泣き声や臭い、味など様々な弁別刺激に対して生じる。
タクトには命名や叙述、返答、報告、告示などが含まれる。

第3項エコーイックとイントラバーバル

エコーイックは言語刺激を弁別刺激とした言語反応であり、弁別刺激と言語反応が形式
的に一致する。例えば、「わんわん」という言語刺激に対して「わんわん」と答える場合、

この言語反応はエコーイックで、音声模倣オペラントである。エコーイックは通常般性強
化を受ける。

イントラバーバルもタクトと同じように般性強化子による強化を受ける言語反応であ

る。タクトが主として事物の視覚的な弁別刺激に対する言語反応であるのに対して、イン

トラバーバルは他者あるいは話し手自身の言語刺激を弁別刺激とする言語反応で、エコー

イックでないものを言う。例えば、「むかしむかし」という言語刺激は他者の発語したも

のであれ、話し手自身の発語であっても「あるところに」という言語反応を生じ易くなる。

パーティントンとベイリー（1993）は、4才から4才半の8人の正常知能を持つ子ども

達でタクトとイントラバーバルの関係を調べ、タクト訓練によってイントラバーバルな言

語反応が増大することは実験群の4名のうち1名でしか観察されなかったと報告し、絵カ
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ードによって形成された刺激統制を言語的な刺激統制へ移行させる訓練によって、イント

ラバーバル反応を増大させることができる事を報告している。このことからタクトとイン

トラバーバルは別々のオペラント反応であると考えられ（Braam and Poling，1993；

Luciano，1986）、学習したタクトをイントラバーバルへと変容させるためには刺激統制の

転移訓練が必要である（Braa叫S．JリandPoling，Aリ1983）と考えられる。
図ト3はイントラバーバルの話し手と聞き手の関係を図示したものである。

第4項言葉の理解

話し言葉の理解は言語行動の話し手と聞き手の関係から考えると聞き手行動にあたる。

これまで図示してきたようなマンド、タクトの話し手と聞き手の関係で聞き手としての行

動が求められる。多くの場合、「～ちょうだい」や「～どれ」などの言語刺激に対して対

応する事物や行動を手渡したり、指し示したりする行動である。

言葉の理解の訓練は、訓練者が言語刺激を呈示しそれに対応する事物を手渡したり、指

し示したりする行動が、正の強化子によって強化されることで行われる。この手続きは条

件性弁別手続きと呼ばれる。

条件性弁別とはその刺激への反応が強化される刺激が、環境条件に依存している場合で、

刺激と刺激との対応付け（いわゆる見本あわせ）がその一つである。見本あわせ

（matching・tO・SamPle）にはサンプル刺激と同一の比較刺激に対する反応が強化される単
純見本あわせ、サンプル刺激と類似した比較刺激に対する反応が強化される象徴的見本あ
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わせ、任意に決められた、サンプル刺激に対応する比較刺激に対する反応が強化される悉
意的見本あわせがある（佐藤，1983）

言葉の理解訓練は言語刺激をサンプル刺激、事物を比較刺激とした悪意的見本あわせで

あると考えられる（図1・4）。

言葉の理解が事物を手渡したり、指し示したりする行動として観察されるだけでなく、

他者の言語刺激に対して一定の行動を遂行することで示される場合もある。例えば「立っ

て」という話し手の言語刺激に対して立っという行動をとる場合である。この場合刺激に

対して個別の分化的反応を遂行しているので弁別性分化と呼ばれる（佐藤，1983）。

第4節刺激弁別・刺激等価性・象徴機能
近年、行動分析の研究において、言語やそれに関連する象徴的行動を扱おうという研究

が増えてきた（Catania，1992；HayesandHayes，1992；Sidman，1990，1992）。それらの研
究の中で取り扱われているのは、刺激等価性と呼ばれる現象である。

象徴的行動は刺激と刺激の任意な関係から成り立っているが、この刺激間関係は行動分

析の立場からは条件性弁別（conditiOnaldiscrimination）の手続きによって成立すると考

えられる。刺激等価性とは、条件性弁別の手続きによって刺激Alが提示されたとき刺激

Blの選択が強化され（Al→Blと記述）、さらに刺激Blと刺激Clが訓練によって対

応づけられたとき、反射律（Al→Al）、対称律（Bl→Al）、推移律（Al→Cl）、

等価律（Cl→Al）が直接の訓練なしで成立する現象である（図1－5）。これらの直接

の訓練なしで成立する刺激間関係を派生的（derived）関係と呼び、反射律、対称律、推移

律、等価律が成立した場合の刺激一刺激関係を刺激等価性と呼んでいる（Sidman，Wynne，

Maguire，andBarneS，1989）。
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刺激等価性が成立していると、直接の訓練なしで多くの派生的関係が出現するので、よ

り少ない訓練で多くの刺激間関係が成立する。また概念は、共通の反応を引き起こす刺激

クラスと捉えられ（HernStein，1979）、刺激等価性が成立していると刺激は効率的に刺激

クラスとしてまとまることが考えられる。そのため、刺激等価性は言語や認知の基礎的ユ
ニットとして考えられている。

シドマン（1986，p．226）は刺激等価性を言語学的な必要条件であると論じているし、等価
関係の存在は「意味」や「シンボル」、「レフアラント」と呼ばれているものを説明でき

るとしている（Sidman，1992，P．20）。また、カタニア（1992）やダクディルとロウエ（1990）
も刺激等価性パラダイムは象徴的行動の実験的基礎を提供するものであると提案してい

る。さらにヴァルファートとへイズ（1988，p，126）は刺激等価性が「非言語的な条件性
弁別を意味的な過程へ変えていく」と主張している。

これらの提案は刺激等価性が非言語的な行動を言語的な行動へ変化させるキー変数であ

り、ある関係が意味論的であるかのテストとなり、象徴的行動それ自身の特性を定義する

ものであると主張している。したがって刺激等価性は言語を説明するという試みに重大な
影響を持つ（HorneandLowe、1996）と考えられる。

刺激等価性によって、これまでの行動分析の立場からの分析が十分説明できなかった直

接の訓練なしに生じる言語学習や幼児の急速な言語獲得の現象、象徴的行動などが行動分

析理論の立場から説明できる可能性が示唆される。

しかし、刺激等価性がどのようにして成立するかについては明らかになっていないし、
シドマン（1990）は刺激等価性は分析不可能な原初的機能で、生理学的に付与されたもの

として受け入れなければならないとしている。一方、ホーンとロウ（1996）はネーミング
によって刺激等価性が成立すると考えている。

オペラント条件付けの枠組みから言語獲得の問題を考えると、反応分化と刺激弁別が言
語獲得の基礎的な過程として考えられる。反応分化には、新しい行動を行動レパートリー

の中に加えることやすでに行動レパートリーの中にある行動を組み合わせて反応を連鎖化

して複雑な行動にすること、弁別刺激に対応して反応を適切に選択することなどが含まれ
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る。刺激弁別は、条件性弁別や刺激クラスの共通要素に対する反応、すなわち概念形成な
どが含まれる（佐藤，1983）。

音声言語の獲得に関しては、音声反応の細かな反応分化が要求されるが、新しい行動の

形成には偶然に自発した行動が強化されることによって増大することだけでなく、模倣を

通して形成される場合もある。例えば、偶然自発した「パ」という音声が周囲からの注目

や声かけによって強化されると増大することが考えられるし、母親の「パ」という音声を

模倣することで、類似した音が強化されて新しい行動として形成されることもある。この
ようにして形成されたいろいろな音声反応がいろいろな弁別刺激に対応してで出現するよ

うになることが必要とされる。このような、弁別刺激に対応して選択される反応が変化す

ることを弁別性分化と呼ぶ。

弁別性分化には刺激と反応が一致するもの（単純模倣）や刺激と反応が類似しているも

の（象徴的模倣）、刺激と反応とが窓意的な関係にあるものがある。タクトは刺激と反応

とが窓意的な関係にある弁別性分化反応である。

言語行動の初期発達について、ビジュー（1983）は次のようにまとめている。乳児の自

発的な発声にとって、母親の言葉かけや微笑みかけ、身体接触は強化子としての機能を果

たすことが知られている（SchwartZ，A．，Rosenberg，D．andBrackbill，Yリ1970）。そして、
母親は乳児の楠語の真似をして「アババー」などと話し掛け、それに類似した乳児の発声
を強化し、音声模倣関係を形成し、成人の話し言葉に類似した音声レパートリーを形成し

ていく（Risley，1977）。次に、特定の事物（例えば犬）を見せて「ワンワン」と話し掛

け、乳児の音声模倣反応を分化強化していくことで、事物に対する音声反応を強化するこ

とで事物の命名（タクト）を形成している。事物の命名が時には食べ物で強化されること

でマンドが形成される。

ホーンとロウ（1996）は行動分析の立場からネーミングの成立過程をより詳細に報告し、
刺激等価性の成立に及ぼすネーミングの効果についての理論的な論文を発表した。彼らは

ネーミングを話し手行動と聞き手行動の相互的な（reciprocal）行動と定義している

（p．207）。彼らの言語行動に関する分析は、言語行動が成立し、刺激等価性が成立するま

でのプロセスを分析している点でこれまでの行動分析の立場からの言語獲得の説明から一
歩進んでいる。

彼らはネーミングという言葉を単に事物の命名を指す言葉以上のものとして、「話し手

行動と聞き手行動の相互的な関係」と定義している。「りんごはどれ」という質問に対し

て、適切な聞き手行動（それを指差しするとか手渡しする、食べるまねをするなど）が学

習されたとき、リンゴの実物や絵を見て「りんご」と発語することは直接の訓練を受けな

くても自発され、逆に「りんご」と発語することを学習した場合は、聞き手行動は自発的

に出現する。このような相互的な（reciprocal）関係の成立している行動をネーミングと
定義している。

彼らはこのようなネーミング行動が、最初聞き手行動から発達すると考えている。聞き

手行動は次のような過程で形成される。（a）保護者あるいはその他の人が、対象物があって、

子どもが居るところでその名前を言う（言語刺激）、仲）続いて、保護者は社会的強化子を
使って子どもにその対象物にどう適切に行動するかを教える、¢）保護者の言語刺激は対象

物に対する適切な行動の遂行に先行する弁別刺激となる。図1・6は聞き手行動の例を図示

したものであるが、保護者は最初に靴を指差し、「くつはどこ」などと言う。このリクエ

ストは子どもにとっては聴覚刺激となり、靴を探したり靴を指差ししたり、靴をはこうと

するなどの習慣的行動の弁別刺激となる。そしてこれらの適切な行動に対して保護者は般
性強化子による強化を提示する。

聞き手行動の発達と平行してエコーイックの獲得がネーミング行動の獲得に重要な要素

となる。エコーイックは話し手の言語行動とトポグラフイーの同じ言語行動をする言語行
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動で、母親が「クック」と言ったときそれを聞いた子どもは同じように「クック」と言う

言語行動である（Skinner，1957）。
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「えらいね」ということ

ばを聞く

図1・6 聞き手行動の図示

O n th e ori ginsofN am ing an d O th er Sym bolicB ehavi or，

乙わm aJ棚 d風通8血 A 刀月毎 亘1996，
H orn e an d Low e　より改変

次に聞き手行動にこのエコーイックが伴うことによって、事物の対する音声による命名

が可能になる（図1＿7）。子どもは靴が提示されている条件下で母親が言う「クック」と

いう音声刺激をエコーイックしながら指差しなどの習慣的行動を反復することによって、
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靴の視覚的刺激は子どもの音声反応「クック」を自発させる弁別刺激として機能するよう

になる（スキナーのタクト）。

「えらいね」ということ

ばを聞く

図 1－7 聞き手行動 とエコーイックの関係

O n th e origi n s of N am ing an d O th ef Sym bolic B ehavi or，

亡わU刀はノ棚 d 点虎al血 血は擁 1996，

H orne an d Low e　より改変

このように聞き手行動とェコーイックの学習によって事物のネーミングが可能となる。
またネーミングの学習過程は視覚刺激に対してだけでなく、様々なモダリティの刺激に対

しても生じ、その結果犬の鳴き声や臭いや舐められた体験などを弁別刺激として「いぬ」

というタクトが出現するようになる。
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複数の刺激が共通の反応を出現させる弁別刺激として機能しているときこれらの刺激は

機能的に等価な刺激クラスを形成している（Sidman，1986）。「いぬ」という言語反応が

その視覚的刺激や臭いや泣き声、犬に舐められたときの感触などの複数の弁別刺激によっ

て出現する場合、視覚的刺激や臭いや泣き声や感触は機能的に等価な刺激クラスを形成し

ている。そして機能的に等価な刺激クラスの形成は、派生的に刺激クラス内の刺激メンバ

ー同士のマッチングが成立する事がある。すなわち、犬の鳴き声を聞いて犬の写真を選択

することなどができることがある。そしてこのような複数の刺激に対して共通の名前

（commonname）をつけることで、直接訓練を受けていない刺激一刺激関係が成立し、刺

激等価性の形成に寄与することが考えられる（DugdaleandLowe，1990）。

また、イントラバーバルネーミングとホーンとロウ（1996）が呼んでいる方法も刺激等価
性の成立に関与することが考えら得る。図1－8はロクとべステイ（1987）の等価性パラダ

イムであるが、この例では「downred」「downcross」あるいは「upgreenJ「llPtriangle」
というタクトがイントラバーバルへ変化することで「down」という言語反応がカバートあ

るいはオバートに出現し、それを弁別刺激として「red」というイントラバーバルが出現

し、刺激一刺激関係の形成が促される。
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ホーンとロウの主張は、聞き手行動から話し手行動が形成されネーミングが成立するこ

とで、象徴的行動や言語獲得の基礎となると考えられる刺激等価性の成立が促進されると

いうものである。言語獲得の基礎的過程として考えられる反応分化と刺激弁別について、

ホーンとロウのネーミングの成立過程の分析から考えてみると、聞き手行動の獲得の際に

事物への習慣的な行動（例えば靴を履くとか帽子をかぶるなど）が般性強化子によって強

化されたり、保護者の動作を模倣することで形成される。このような反応分化が保護者の

動作刺激とともに呈示される言語刺激によって統制されるようになることで弁別性分化反

応が形成される。それで、保護者の「くつはどれ？」という言語刺激に対して、靴を指差

したり履く真似をするなどの聞き手行動が形成されていく。また同時に、保護者の言語刺

激に対する模倣行動（エコーイック）がシェイビングされることで、音声による分化反応

が形成される。聞き手行動にエコーイックが随伴することで、保護者の示す言語刺激以外

の刺激（視覚、聴覚、文脈など）がこれまで保護者言語刺激に対するエコーイックとして

生じていた子どもの言語反応を、言語刺激なしで生じさせるようになり、タクトとしての

随伴性を確保することになる。

刺激一刺激間関係である刺激等価性は、条件性弁別による刺激弁別、もしくはホーンと

ロウが主張するように共通の名前をつけること（COmmOnname）あるいはイントラバーバル

ネーミングなどの刺激一反応関係を通して形成されると考えられる。

これらのことから、言語獲得の基礎的過程と考えられる反応分化と刺激弁別は、反応分

化としての事物に対する習慣的な行動の獲得、弁別性分化反応としての音声刺激による習

慣的行動の統制、反応分化としてのエコーイック、弁別性分化反応としての事物による音

声言語反応の統制、条件性弁別あるいは共通のネーミングによる刺激等価性の成立による

刺激弁別と考えられる（表ト2）。

表1－2言語獲得の基礎過程と形成される行動

基礎過程 形成される行動

反応分化 事物に対する習慣的行動

弁別性分化 音声刺激による事物に対する習慣的行動の統制

反応分化 エコーイック

弁別性分化 事物による音声言語反応の統制 （タクト）

刺激弁別 条件性弁別、共通のネーミングによる刺激等価性

一方マンドは、ネーミングが般性強化子ではなく、食べ物や飲み物などの1次性強化子

で強化されることで、先行刺激として存在した空腹や嫌悪事態などの動因が言語行動を制

御するようになると考えられる。マンドは、より複雑な刺激制御も受ける。例えば、鍵を
使うことを学習した子どもが、鍵のかかったおもちゃ箱の中のおもちゃを取ろうとして「か

ぎ」とマンドすることを考えてみると、鍵という事物の適切な操作、習慣的行動というも

のがあらかじめ必要であり、おもちゃ箱に鍵がかかっていると言う状況を弁別することが

必要である。この「鍵を開けるときに」のような条件は確立化刺激（establishingstimulus）

と呼ばれる（Micb．ael，1988）。

第5節まとめ
これまで概観してきたように言語獲得の理論的変遷は行動理論の経験説からチョムスキ

ーの生成文法理論の生得説、そして発達理論からの経験説へと移り変わってきた。「どう

して言葉が話せないのか」、「どうしたら言葉が話せるようになるのか」という問いに対
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する明確な解答は、言語獲得理論の中からは得られないが、子どもが言葉を話し始める以

前から言語獲得が始まっているという最近の理論的研究やチンパンジーの言語研究から示
唆される物一記号関係と象徴的行動の成立は障害児の臨床指導において非常に示唆的なも

のである。なぜなら、言語獲得に必要な条件（pre－requistics）を明示してくれるからであ
り、それらの条件を子どもたちが経験によって学んでいくとするならば、言語獲得をうま

く援助して行くことが可能かもしれない。「どうしたら言葉を話せるようになるのか」と

いう疑問に答えるために、我々が必要とするのは、どんな行動をどんな順序で教えれば良

いのかという点にあり、ベイツやブルーナーの研究における言語が視線やジェスチャーな

どの前言語的な伝達行為から出発するという示唆やサベージ・ランボウのチンパンジーを対

象とした記号や象徴機能の形成に関する臨床的な視点は、言語行動のスモールステップを

考える上で重要な視点となる。
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第1項前言語的行動とネーミング

行動論的立場からは反応分化と刺激弁別が言語獲得の基礎過程として考えられる。反応
分化と刺激弁別が言語獲得の中でどのように関与し、どのような行動がどのような順序で

形成されていくのか、この問題が言語獲得の問題であると考えられる。ホーンとロウ（1996）

は、ネーミングの成立過程を理論的に分析し、ネーミングが聞き手行動から始まり話し手

行動へと形成されると分析した。ネーミングの形成には、事物に対する習慣的行動の獲得、

言語刺激による習慣的行動の統制、エコーイックの獲得が必要であり、聞き手行動にエコ

ーイックが随伴することで事物を弁別刺激とした言語反応、すなわちタクトが出現する。

ベイツやブルーナーが指摘した前言語的行動（共同注視や共同行為、原命令や原叙述）
は、エコーイックが獲得されるまでの間、子どもと保護者との聞き手行動、話し手行動を

形成、維持していると考えられる。エコーイックが獲得されるまでの話し手行動は、指差

しや事物への習慣的行動を用いて行われる。子どもは聞き手となる保護者がいて、事物が

22



見えているとき、それらの刺激を弁別刺激として指差しや他の習慣的行動を自発し、保護

者の「えらいね」などの般性強化子で強化を受ける。

また、イナイナイバーやオツムテンテンなどのやり取り遊びは、聞き手行動と話し手行

動の相互的な関係を作り、その中にはマンドやイントラバーバルの基礎となる行動が含ま

れていると考えられる。図卜9はイナイナイバー遊びとそれがマンド様の要求行動やイ

ントラバーバル様の行動へと変化していく様子を図示している。保護者は最初「イナイナ

イバー」という言語刺激と動作を子どもに示し、その動作が模倣されたとき般性強化子を

呈示して強化するだろう。この聞き手行動は、時には保護者の姿を見かけた子どもが、そ

れを弁別刺激として顔を手で覆うと言う動作を使って、遊びを要求するマンド様の行動と

して出現することがあるだろう。時には、保護者は「イナイナイ・‥」と言語刺激を呈示し、

子どもが次の動作（顔を覆っていた手を広げる）をするのを待って、「バー」という言語

刺激によってこの反応を強化するかもしれない。これらの聞き手行動から変化していく行

動は、エコーイックが獲得されると言語反応へと移行して、子どもが「イナイナイバー」

とマンドして遊びを要求したり、保護者の「イナイナイ…」という言語刺激に対して「バ

ー」と「イントラバーバルする言語反応へと置き換わっていくと考えられる。

言語行動獲得の基礎過程としての反応分化と刺激弁別は、エコーイックが獲得されるま

での間、事物に対する習慣的な行動や指差しなどの非言語的な行動様式の形成とそれらの

行動を事物を弁別刺激として生じさせることや、事物や遊びの要求行動、言語刺激に対す

る反応（イントラバーバル様の行動）の形成に寄与している。そして、音声言語への反応

分化、すなわちェコーイックが獲得されることで、非言語的な行動様式は音声言語へ置き

換わり、タクト、マンド、イントラバーバルとして機能し始める。

言語獲得の最初の段階として、コップで飲んだり、ガラガラを振ったり、櫛で髪の毛を

杭かしたりといった事物を適切に操作する行動様式の獲得が必要であり、次にそれらの行

動が事物を弁別刺激として出現するように刺激制御されることが必要であると考えられ
る。事物を適切に操作する行動様式は時には自発的に生じた行動が漸近的に強化されるこ

とで形成されたり、時には保護者の動作模倣を通して形成されることが考えられる。した

がって、般性強化子の形成と動作模倣スキルの確立は事物を適切に操作する行動様式の形

成を容易にすると考えられる。

彼らの分析によれば、言語行動の獲得は、事物に対する適切な習慣的換作、聞き手行動、

エコーイック、タクトの順序で形成されていくと考えられる。聞き手行動と話し手行動と

してのタクトの相互的な（reci即∝al）関係、すなわちネーミングが行動分析の立場から
は任意な刺激一刺激関係と考えられる象徴的行動の基礎的過程となる刺激等価性の成立に
寄与していると考えている。

第2項記号関係、象徴機能と刺激等価性

チンパンジーの言語研究、とりわけサベージ・ランボウらの研究から示唆される言語獲

得の前提となる行動は、ベイツやブルーナーが指摘した行動と類似しており、しかもより

臨床的な視点から導き出されている。ベイツは初語の出現の前提条件として模倣、道具使

用、伝達的意図をあげたがこれらの前提条件が達成されるために必要な行動的スキルとし

て、サベージ・ランボウは①＜物一記号＞、＜記号一物＞の連合形成②話し手と聞き手の

共同スキル③役割交代のスキルを挙げている。

これらは、事物と記号との刺激一刺激関係の成立、話し手と聞き手が共通に習得してい
る事物の習慣的操作や社会的なスキル（やり取り）、話し手行動と聞き手行動の相互的な

関係であり、ホーンとロウがネーミングの成立過程に関与するとした行動であると考えら

れる。ここでは物一記号関係としての刺激一刺激関係の成立について考える。
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ホーンとロウ（1996）によれば、この記号と事物との刺激一刺激関係（聞き手行動）の

成立は、話し手の視線に注目し、「くつ」という言語刺激の呈示下で保護者の行為を模倣

したり、習慣的な事物の換作を行うことが強化されることで形成される。しかし、このよ

うな条件性弁別手続きによる記号と物との刺激一刺激関係の成立は、サベージ・ランボウ

（1986）の研究で対象とされたチンパンジー達では困難であった。そこで、要求文脈を用

いた手続き、つまり話し手行動の形成を行うことで刺激一刺激関係を形成している。

このことから、記号と物との刺激一刺激関係は聞き手行動からだけでなく、話し手行動
からも可能であると考えられる。聞き手行動に必要とされる刺激一刺激関係は記号一物関

係で、話し手行動には物一記号関係が必要である。ホーンとロウ（1996）は、聞き手行動

と話し手行動が相互的な（reci即OCal）関係となることをネーミングと呼び、聞き手行動

で獲得された記号一物関係が直接の訓練なしで話し手行動（物一記号関係）へ移行すると

考えた。サベージ・ランボウ（1986）の研究では聞き手行動と話し手行動はいったんは別々

の行動として形成された後に、初めて相互的な関係となっている。

サベージ・ランボウは物一記号、記号一物関係の学習が単一の反応群ではないと主張し

（p．90）、事物の記号を使っての命名や要求が記号による事物の理解を保証するものではな

い点を指摘している。つまり、記号を使って事物を要求できるからといって、記号を理解

し、記号に対応する事物を選択したり、手渡ししたりする事ができるというわけではない

し、逆に記号による事物の選択ができることが、記号を使っての事物の要求や命名ができ

ることを保証するものではない。これは刺激間の対称性が成立していないことを示してい

るが、サベージ・ランボウのチンパンジー達は効果的な訓練によって、対称性が訓練され、

いったんいくつかの事物で対称性が確立されると新しい事物へ容易に般化している。

ホーンとロウ（1996）がネーミングと呼ぶような聞き手行動と話し手行動の相互的な関

係の成立は、概念や象徴的行動と呼ばれる行動の成立に寄与する。概念は刺激と刺激の共
通属性（色やクラス）や刺激の関係性（大小や長短）を弁別刺激とする反応であり、象徴

的行動には、悉意的な刺激一刺激関係の形成とそれによる派生的な刺激一刺激関係の出現

（刺激等価性の成立）が関与している。それゆえ機能的等価性と刺激等価性は、概念や象徴

的行動の基礎的過程と考えられる。機能的等価性は複数の刺激に対して共通の反応が形成

されることで形成されるが、刺激等価性の成立条件は明らかになっていない。しかし、ホ

ーンとロウ（1996）は刺激等価性の成立条件の一つとしてネーミングが重要な役割を果た
していると指摘している。

チンパンジーでは刺激等価性の成立は非常に困難であり、刺激等価性が成立しないこと

は言語獲得や象徴的行動の学習を不可能にするとは言えないまでも、困難にすることは十
分考えられる。

このようにチンパンジーの言語研究とホーンとロウ（1996）のネーミングの分析は言語

獲得の前提条件としての前言語的行動の重要性をより具体的に明示し、ネーミングの獲得

が概念や象徴的行動の基礎過程としての機能的等価性や刺激等価性の成立に重要な役割を

果たすことを示した。したがって、言語獲得に困難を示す障害児に聞き手行動と話し手行
動との相互的関係としてのネーミングの形成はもっとも重要な指導目標となる。そして、

ネーミングの獲得は、動作模倣や動作や指差しによる前言語的行動、エコーイックなどの

行動が反応分化と刺激弁別の積み重ねによって達成されていくと考えられる。

しかしながら、言語獲得の基礎を作る前言語的行動をどのようにして形成するかは、ほ

とんど示されていない。視線を合わせない、模倣をしない障害児にどのようにしてそれら

の行動を形成するかという実行上の問題は検討されていない。第2章ではこれらの言語指

導上の問題を検討するため、これまでの障害児の言語指導を概観する。
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第2章　障害児の言語指導

第1節伝統的指導法
言語獲得の問題を考えるとき、我々にはもう一つの重要なデータの源泉がある。1960

年代から始まった言葉のない障害児に言葉を教えようとする試みは、それ自体が一つの言

語獲得の臨床実験となっている。もちろんこれらの臨床的試みは、一人一人の個体差が大

きいために、直接言語獲得の要因を考えるとき確度の高いデータとはならないかも知れな

いが、発達心理学やチンパンジーの言語研究のデータと突き合わせてみるとき、新たな重
要な知見を与えてくれる。

1960年代から行動療法、行動分析の技法を用いて言葉を持たない子どもたちに話し言

葉を教えてみようと言う試みが行われてきた（Hewett，1965；Lovaas，1966）。とりわけ自閉

症1についてはその中核的な障害として言語や認知の障害が考えられているので（Rutter

andBartak，1971）、自閉症児の言語指導は1960年代から盛んに行われてきた。多くの研

究者がさまざまな言語指導プログラムを提出したがもっとも系統的に行われた研究はロバ

ースらの研究である。ロバースらは過に約40時間という集中した訓練を行うことで多く
の自閉症児の言語獲得を促進させた。

1964年にウオルフら（1964）が初めて自閉症児の臨床報告をする前に、ファースター
（1961）が自閉症を行動論の枠組みの中でとらえようとしている。彼によれば、自閉症の基

本障害は習得性（2次性）強化子の形成障害であり、そのために種々の行動異常や言語の

障害が出現してくるという。ロバースは自閉症児の行動発達を促進するためには2つの方
法があるとし、1つはファースターが指摘したように1つ1つの行動を構成するよりも社

会性強化子の獲得を中心課題とする方法であり、もう1つは、すでに効力のある1次性強

化子を用いて行動を1つ1つ作り上げていく方法であると述べている（1973，p．134）。そ

して、ロバースは前者の方法は現実的なものではないとして後者の方法で訓練を進めてい
る。

ロバースを代表とした伝統的指導法の一般的な訓練過程とそこで用いられる技法は、ま
ず、かんしゃく行動やパニック行動、自己刺激行動などを消去や罰、過剰訂正法などの技

法によって抑制する。その後、注視行動、着席、簡単な指示に従う行動などの学習準備行

動を形成する。次に、言語訓練が導入される。言語訓練では、まず発声があればそれを食

餌性強化子で強化、増大させ、次に訓練者の発声と同じ発声のときだけ強化する（音声模

倣訓練）。その発声は単音から複数の音の組み合わせに発展させ、baby；boyなどの語へと

進めていく。いずれの場合も食餌性強化子で強化される。音声模倣がうまくできるように

1自閉症は1943年にKannerが情緒的交流に生得的障害を持つ子どもとして報告

し、今日ICD－10では広汎性発達障害と分類されている。
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なると、いくつかのものを机上に置き「これ何」と質問してそれに答えさせる（表出言語

訓練）。また、受容言語の訓練として、例えば「パン」という訓練者の言語刺激に対して正
しくパンを選択する訓練が行われる。

ブリッカーとブリッカー（1970）も言語訓練プログラムの前提となる行動として着席し

て課題に注目することを挙げており、強化操作によってそれらの行動を作り上げておくこ

とが必要であると主張している。その後、動作模倣、受容言語訓練、表出言語訓練と進め
ている。

我が国では、梅津（1981）が言語訓練プログラムを報告しているが、着席、呼びかけに

答える、注視などの学習態勢作りをした後、パズルやブロック構成などの動作性課題を積

極的に導入し、ロバースらと同様の手続きで言語訓練を進めている。

これらの伝統的指導法では、すでに効力のある強力な強化子（多くの場合食餌性強化子）

を用いて、言語行動をひとつずつ作り上げていこうとする方向性が取られている。注視行

動や模倣行動は、その後の事物の命名や言葉の理解の訓練のための学習準備行動としてと
らえられていたのであって、ベイツやブルーナ一、そしてサベージ・ランボク、ホーンとロ

ウらが指摘しているような言語獲得の前提的行動として考えられて訓練されていたのでは

ない。また、実際の言語指導では事物の命名や理解（選択）の訓練が中心であり、要求の

文脈で言葉を使用することは後回しにされてきた。
これまで概観してきたように近年の言語獲得理論の多くが、言語が出現する以前の前言

語的な行動に言語の起漁を求めている。子どもは言葉を話し始める以前から要求や叙述と
いった文脈の中で視線や動作、ジェスチャーを使ってコミュニケーションを行い、次第に

音声へと移行してくるという主張からすると、命名や理解を先に作り上げておいてその後

適切な文脈で使用させようとする伝統的な指導法とは大きな違いがある。
確かに伝統的な指導法は多くの成果を上げてきたが、同時にいくつかの問題を持つこと

も明らかになってきた。

その問題は現象的には①訓練された行動の般化、維持が困難であり、②自発性が低下す

る、③訓練された行動が拡大、発展しないこととしてまとめられる（大野ら，1985）。つ

まり、訓練場面で習得した行動が訓練場面外では生起しない。生起しても維持されない（般

化、維持の困敵性）。また、訓練者が先行して何らかの刺激を提示しなければ行動が自発さ

れない（自発性の低下）。健康な子どもであれば、1つの行動を習得すればそれに関係した

行動を次々と習得していったり、習得した行動に変化をつけていくが、そのような傾向を

あまり示さないこと（行動の拡大、発展の困浄性）が挙げられる。

第2節障害児の言語指導の新しい方向性

これらの問題に関して、ロバースたちはその原因が自閉症児側の特性によるものと考え
ていた。その特性とは、刺激の過剰選択性と呼ばれる特性で、複数の刺激手がかりが同時

に提示されると自閉症児はそのどちらか一方にしか反応できないという特徴である。そし

てこの刺激の過剰選択によって自閉症児の状態像の説明が可能であるとロバースは考えて

いた（1971）。しかしその後の追試研究により、刺激の過剰選択は自閉症児に特有の現象で

はないことが明らかになり、ロバースの技法とその問題点との関係を理論的に再考しよう

という研究が盛んになった。

訓練場面で習得した行動が家庭では用いられないという問題には、別々の問題が関与し

てくることが実験的に示されている。ケーゲルとリンカバー（1977）の実験では、訓練場
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面外で訓練された反応がまったく自発されない場合（般化の困静性）と、自発されるがや

がて消失されてしまう例（維持の困難性）があることを示している。

般化とは弁別が成立する以前の受動的な現象であるので、訓練場面外で反応が自発され

ないのは、訓練場面とそうでない場面が弁別されてしまっていると考えられる。例えば「ボ

ール」という語を形成するとき、訓練者と子どもが机に向かい合って座り、訓練者が「これ

何」という先行刺激や机に座るという場面状況が弁別刺激となって子どもの反応を統制する

ようになる。その結果、訓練場面外や訓練者の先行刺激のない日常生活場面では反応が生

じにくくなる（般化の困難性）と考えられる。

さらに、訓練場面では「ボール」といってチョコレートが提示されても、日常生活場面

ではまずそういった結果は伴われないため、行動は次第に消去されている（維持の困難性）。

治療効果が他の場面へ転移することは当然の結果というよりは例外であって、般化の促進

のためには何らかの特別な介入を行わなければならないという認識が一般化していく

（Birnbrauer，1968；Nordquist，VN．，and％hler，R．G．1973；％hler，1969）。
その結果、日常の生活場面ではあり得ないような不適切な刺激統制や強化子の使用をで

きるだけ避けて、日常の生活場面と類似した環境での訓練や場面に適切な強化子を使おう
とする試みが1970年代の後半から用いられるようになった。

代表的な技法は機会利用型指導法やタイムーデイレイ法である。機会利用型指導法

（ⅠncidentalTeaching）は自発的反応を引き出すために用いられており、子どもの好きな
ものや遊び道具を自然な状態で置いておいて、そこで子どもが自発的に訓練者に物や遊び

を求めてきたときに、訓練を行う方法である（HartandRisley，1975）。また、タイムーデ

イレイ法（time－delay）は、機会利用型指導法と同じような状況で強化子の提示を遅延さ
せることで自発的反応を形成する。カーロツプら（1985）は、適切に物の名称を言うこ

とはできるが、「これは何」などの訓練者の先行刺激がなければ自発的に話さない子ども

を対象に、タイムーディレイ法を用いて自発的な発語形成を試みている。子どもが訓練者

に要求行動を示したとき、その反応が標的行動（この場合言語行動）でなければ‘‘期待に
満ちた顔っき”で要求物を渡すのを遅延させる（数秒から十数秒）。それでも標的行動が

見られなければモデルを提示し模倣させる。この手続きによって、子どもは自発的に言葉
を用いるようになっている。

機会利用型指導法、タイムーディレイ法、あるいはロジャースーワレンRogers・Warren

らのマンドーモデル法（1980）はいずれも従来の机上学習から離れて自由に行動できる場

面へと訓練場面を移行している。また、用いられる強化子も反応と強化子が機能的な関係

を持っものが使用されるようになってきた。

ケーゲル（1995）はこれらの自然言語パラダイム（叩．P）条件でのアプローチを環境指
導法（milieuteaching）と呼び、ロバースらの伝統的な技法と対比させている。
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表3－1伝統的指導法とNLPプログラムの比較（KoegelK，L，1995，P・24より）

アナログ条件 N LP 条件

刺激アイテム 指導者が選択 子どもが選択

達成基準に到達するまで反 数試行ごとに変更

復 子どもの通常の環境にあるよう

通常の環境において機能的

かどうかに無関係に発声L や

すいもの

な年令相応のアイテム

プロンプ ト a．マニュアルガイダンス a．指導者がアイテムを繰り返す

相互作用 a．指導者が刺激アイテムを a．指導者と子どもはその刺激ア

とりあげる ；刺激アイテムは イテムで一緒に遊ぶ （相互関係に

相互関係としては機能的では

ない

おいて機能的）

反応 a．正反応あるいは継次的に a．言語的に反応するようにあい

正反応に近接 した反応が強化 まいなシェイ ビング （Looser

される Sbaping）
結果 a．社会性の強化子と同時に a．自然な強化子 （例えば、その

食餌性強化子 おもちゃで一緒に遊ぶ）

第3節フリーオペラント

1970年代の後半、我が国では佐久間ら（1978）が独自の考え方によって自閉症児の訓

練を行い始めた。佐久間らは6歳2ヶ月の女子に対して、だっこして走ることやくすぐり

を強化子として用いて、無発語であった子どもの発語形成を行っており、平野・高木（1979）

もだっこや頭をなでるなどの身体接触を強化子として形成できることを実験的に示し、身
体接触を用いての発語形成に成功している。

だっこやくすぐりなどの身体接触は多くの自閉症児にとって回避・逃避行動を生じさせ

る刺激であるが（小林，1980）、佐久間（1978）は、脱感作的な方法を使って身体接触に

対する過敏性を軽減し、強化子として機能させている。その後、子どもの自発的な発声に

これらの身体接触を随伴呈示することや、子どもの自発発声を忠実に親や訓練者が模倣す

ることを行っている。この子どもの発声の模倣は、強化子として機能することがいくつか

の研究で示されている（大野，1984；谷・中野・上原，1984）。さらに、子どもの自発発

声の模倣は、発声頻度を増大させるだけでなく親や訓練者への自発的な音声模倣が見られ
ることもある。

この研究を契機として我が国ではフリーオペラント技法、あるいはHIROCo法と呼ば

れる技法が言語指導技法として登場してきた（大野ら，1985）。

フリーオペラント技法やHIROCo法が従来の伝統的技法と大きく考え方を異にしてい
る点は次の3点にある。

①人の機能の重視

②多様な強化子の使用と般性強化子の形成
③前言語的行動の重視

言語行動は広くコミュニケーション行動のひとつとして人と人との行動を規定するよう

に機能するので、人を回避したり、逃避したりする行動はそれ自体でコミュニケーション
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行動を阻害する大きな要因である。そこで、人への接近行動、要求行動を増大することが

言語行動の獲得の基本的な条件と考えられるようになった。そのため、子どもにとって嫌

悪刺激として機能するような働きかけ（例えば、着席の強要やアイコンタクトの強制など）

をできるだけ避けて（小林・杉山，1984）、親や訓練者が正の強化子の呈示者となるよう

な手続きが行われた（小林・杉山，1983；大野，1986）。
人に対する過敏傾向の低減の結果、フリーオペラント法やHIROCo法では、従来は強

化子として使用するには困難であった、だっこやくすぐり等の身体接触、タカイタカイや

おんぶして走るなどの遊び（平野・高木，1977，1979；佐久間・久野，1978；小林・杉山，

1983，谷，岩佐，中野，上原，1985）、こだわり行動（谷・高木，1982；藤金，1992）

などの非常に多様な強化子が用いられた。佐久間は「考えてみれば、かれらが母親の微笑

などの刺激ではまったく強化子としての効果がなく、食べものならば効果があるというこ
とこそが問題なのではないだろうか…。社会性強化子の成立こそがもっとも力を注がねば

ならない点なのではないだろうか」（佐久間，1978．p．21・22）と述べ、強化子を選定する
という従来の考え方から、新しく強化子を形成するという考え方へ方向転換を主張してい

る。ロバースが「すでに効力のある強化子を用いて行動を1つ1つ構成していく」方法を

とったのは、「社会性強化子の形成がやっかいで現実的なものとはならなかった」ためで

あるが、社会性強化子の形成の可能性がフリーオペラント法やHIROCo法を用いた臨床報

告では示されている。

伝統的指導法との大きな違いは、フリーオペラント法やHIROCo法が機能的な伝達行

動として前言語的な行動を強調している点にもある。だっこやタカイタカイなどの遊びを

子どもが要求してきたとき、視線や動作などの前言語的な行動に随伴する形でそれらの遊

びを展開する。そしてこの随伴関係はそのままにして反応型をだんだんと言語反応へと形

成していく。この点は伝統的な指導法の問題点から出発した機会利用型指導法やタイムー
ディレイ法が既に音声模倣や事物の命名が可能となっている子どもを対象にしている点と

大きく異なっている。機会利用型指導法やタイムーデイレイ法は、伝統的な指導法を用い

て音声模倣や事物の命名スキルを形成して、それらのスキルを用いて適切な文脈の中で命

名反応を使用させる手続きであるので、音声模倣や事物の命名が困難な子どもには適用が

困難であると考えられていた（Hall，Baer，andSpradlin，1981；出口・山本，1985）。また、
藤原（1988）は要求言語行動の形成に当たって、伝達行動として人に接近する、対象物を

見つめるなどの人に働きかける行動をまず確立することを主張し、その後機会利用型指導

法やタイムーディレイ法を導入するべきであると主張している。

佐久間（1994）は、子どもの自発発声を反復することで発声反応が活発化すると、子ど
もは声を出して周囲の人が同じ声を出してくれるのを待つようになり、今度は逆に親の声

を模倣するようになると述べ、音声模倣が日常の生活の中で活発化することで一定の動作

（例えば寝るという動作）と「ねんね」という親の発語が呈示され、それに対する動作模倣

と音声模倣が繰り返されることで、意味が獲得されるようになるとしている。この見解は、

ホーンとロウ（1996）が示したネーミングの発達と非常に類似している。

この佐久間の考えは、自閉症児や精神発達遅滞児の言語発達が人とのかかわりの困難性

と発声反応の低下（抑制）によって阻害されており、この問題を取り除くことで言語獲得

がうまく進行する可能性を示唆していると思われる。

第4節まとめ
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障害児の言語指導はいわゆる伝統的指導法によって多くの成果が得られてきた。自閉症

児や重度の知的障害を持っ子ども達を対象にして、音声模倣スキルの形成技法や言語刺激

による事物の選択行動の形成方法、模倣スキルの形成技法が1960年代に始まった行動理論

に基づく指導によって積み上げられてきた。しかし、同時に多くの問題も明らかになって

きた。一つ一つの行動の形成に膨大な時間と経費がかかることや訓練によって学習された

行動が自発的に訓練場面外で使用されなかったり、拡大発展しないという問題が生じた。

その結果、他者とのかかわりの中で機能的に言語を使用させることを目指した言語指導に

中心が置かれるようになり、機会利用型指導法に代表されるような指導法が用いられるよ

うになってきた。機会利用型指導法はある程度の理解言語や音声模倣スキルを既に獲得し

ている子どもを対象にしてきたので、言語理解や音声模倣スキルが未習得な子どもへも機

能的なコミュニケーション行動を形成しようと試みる環境指導法（Koegel．LK，1996）が

近年用いられるようになり、行動理論に基づく言語指導の中にも前言語的な行動の形成が

試みられるようになってきた。特に我が国でのフリーオペラント法やHIROCo法では、言

語行動を人との関係の中に位置づけ、多様な強化子の発見や形成を試み、前言語的な伝達

行動を言語行動へと変容させようとする方向性が見られる。

伝統的な指導法は確かに、動作模倣や音声模倣、言語刺激に対する事物の選択（記号一

物関係）、事物の命名（物一記号関係）を教えることができた。しかしその技法の適用のた

めに生じた問題は障害児の言語指導を、言語獲得における人の機能を重視し、多様な強化

子の発見と形成によって、前言語的な伝達行動から言語行動へと変容させる試みへと発展
させたといえる。

一方で、伝統的な指導法はこれまでこの論文で概観してきたような言語獲得の前提とな

るスキルとしての前言語的な行動の形成という視点を欠いている。そのため一つ一つの行

動の形成に膨大な時間がかかったり、般化や維持の困難さ、自発性の欠如のため機能的な
コミュニケーションが困難であるという問題点を露見してきたのではないだろうか。サベ

ージ・ランボウの研究でも、条件性弁別手続きで2000試行以上の訓練を行ったにもかか

わらずチンパンジー達はM＆Mチョコレートと記号とのマッチングができなかった。しか

し、要求文脈を使った訓練に変更することで、記号を使った事物の要求が容易に形成され、

その後物一記号、記号一物関係を正しく学習するようになっている。

伝統的指導法は言語獲得の前提となるいくつかの下位スキルを形成することなく、機械

的に物一記号、記号一物関係の形成を試みたため、その形成に膨大な時間がかかり、機能

的な言語の獲得に困難が生じたのかもしれない。

言語獲得に困難さを示す子どもの場合、言語獲得の前提となる何らかの下位スキルの発

達が阻害されていたり、そのスキルが未形成なままであると考えられ、その下位スキルを

明確にし、それを形成するような働き掛けをすることで言語獲得は速やかに進行するので
はないかと考えられる。
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第3章　第1部理論編の考察

言語獲得においては、どんな行動がどんな順序で形成されることが必要なのか。この問
題について第1章で言語獲得理論から、第2章ではこれまで実践されてきた障害児の言語
指導から検討してきた。この章ではこれらの検討を整理して、言語獲得の援助について理
論的、実践的な観点から考察を加える。

第1節般性強化子の形成
第2章で述べたように、般性強化子の形成についての考え方は、ロバースと我が国で発

展してきたフリーオペラント法やHIROCo法では大きく異なっていた。般性強化子は様々

な行動を強化する条件性の強化子で、誉め言葉や微笑み、お金などで一次性強化子から条

件づけられて形成された強化子である。ファースターは習得性（2次性）強化子の形成障
害が言語や適切な行動の形成を妨害していると指摘している（1961）。般性強化子は多く

の社会的行動の強化子として用いられているので、般性強化子の形成障害は社会的行動の

形成の障害へとつながっていく。

ロバース（1973）は習得性強化子の形成よりもすでに効力のある強化子（食餌性強化子）

を用いて一つ一つの行動を形成していくことが現実的であると考え、食餌性強化子を用い

た行動形成を進めていった。しかし、佐久間（1978）は社会的強化子の形成をもっとも重

要であるとして、だっこやくすぐりなどが強化子として機能するように働きかけることを
行い、これを成功させた。だっこやくすぐりなどを強化子として機能するように働きかけ

るにあたって、人への過敏性（小楓1980）や対人回避傾向を緩和しようとする働き掛け

が行われた（小林・杉山，1983；大野，1986）。
第1章で検討したようにマンドやタクトなどの言語行動が視線や動作などの前言語的行

動から形成されると考えられた。これらの前言語的行動の形成には般性強化子が重要な役

割を果たしている。

もちろん、これらの本来般性強化子で形成、維持される行動を食餌性強化子を使って形

成することも可能である。実際、伝統的指導法では、アイコンタクトの形成や事物の命名
は食餌性強化子で形成された。

しかし、訓練場面外では、食餌性強化子が呈示されないため、これらの行動は維持され

なかったり、訓練場面と日常場面とが容易に弁別され般化の困難性と言う伝統的指導法の
問題点を作り出した。。

同様のことがサベージ・ランボウの研究でもみられている。要求文脈で形成された物一

記号関係を命名文脈で使用させることが困難であった。要求文脈では、リンゴを弁別刺激
としてリンゴに対応するキーを押すと、リンゴによって強化される。しかし、命名では事

物を弁別刺激としたキー押し反応は、リンゴ以外の他の強化子で強化された。すると、訓

練当初の高い正反応率は急激に低下してしまっている。サベージ・ランボクは、命名の際、

命名した食べ物とそれ以外の食べ物を混合させ、だんだんと命名した食べ物を少なくして
いくことで、命名反応を維持させることに成功した。これは、条件性強化子の形成の観点
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から考えると、条件性強化子の条件付けであると考えられる。拍手や誉め言葉が強化子と

して機能していない子どもに、食べ物を強化子として使用して命名反応を形成するとき、

拍手や誉め言葉を最初に呈示してその後で、食べ物を呈示することが繰り返されることで、

拍手や誉め言葉が強化子としての効力を獲得することが考えられる。

もちろん、佐久間（1978）が報告しているような方法でだっこやくすぐりなどの人が呈

示する行動による刺激が強化子として機能するようになると、視線を自発的に合わせたり

模倣をしたりと言う社会的な行動が特別な訓練なしで形成されることが考えられ、このこ

とがフリーオペラント法やHIROCo法の優れた点である。

第2節動作模倣スキルの形成
聞き手行動に先立って、事物を習慣的に使用する行動が形成される。靴を履くことや歯

ブラシを使うこと、ガラガラなどのおもちゃを使うこと、スプーンやコップを使うことな

ど、様々な習慣的行動が日常生活の中で習得される。これらの子どもにとって新しい行動

の形成は物に対する適切な行動が漸近的にシェイビングされることや保護者の行動を模倣

すること、また、子ども自身が自発的に物に働きかけて楽しみを兄いだすという方法で形

成されることも考えられる。

このようにいろいろな方法で物に対する弁別性分化反応が形成されていくが、動作模倣

スキルが形成されていると効率よく反応形成が可能となる。そのため、伝統的指導法では

着席や注目などの学習準備行動の形成の後、積極的に動作模倣スキルの形成が行われてき

た。動作模倣スキルは通常、般性強化子で強化されて形成されるが、伝統的指導法では食

餌性強化子で形成されてきた。そのため、模倣反応に対して般性強化子が呈示されるよう

な場面では、訓練場面との弁別が生じて、模倣反応が出現しなくなる可能性がある。

第3節エコーイックの形成
エコーイックは音声刺激を弁別刺激とした音声反応であって、音声刺激と音声反応が同

一の言語行動である。いわゆる音声模倣がこれにあたる。音声言語の獲得にあたって、も
っとも複雑な反応分化のひとつがェコーイックである。

伝統的指導法では、動作模倣スキルを形成し動作模倣をだんだんと口元へ近づけていく
ことで訓練者の口元へ注目させ、プロンプトしやすい音を呈示して、子どもの類似反応を

選択的に強化していくことが行われてきた（小林・杉山，1984）。あるいは子どもの自発的な

発声反応を全て強化することから始め、次に訓練者の呈示する音声刺激と類似した反応だ

けを分化強化していくことが行われた（Lovaas，1977）。これらの訓練はたいていの場合、
食餌性強化子を用いて行われた。

フリーオペラント法やHIROCo法ではエコーイックの形成は、子どもの発声に対して保

護者や訓練者が同じように発声することから行われた。この手続きは保護者や訓練者の音

声反応が子どもの発声を強化する強化子として機能することを示している。また、発声反

応にくすぐりやグッコ、タカイタカイなどの強化子を随伴することで自発的な発声反応を

増大させることも行われた。くすぐりやダッコなどの社会的強化子を用いて子どもの発声

反応を分化強化して音声の分化反応を形成し、エコーイックを形成する事ができる（佐久
間，1977，1986）。
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このような社会性強化子を用いた操作は人を発声反応の弁別刺激として機能させるよう

になる可能性があり、コミュニケーション行動としての機能化を実現する可能性を含んで
いる（藤原，1988）。

第4節聞き手行動の形成
ホーンとロウ（1996）は、聞き手行動の形成がネーミングの成立の基礎にあると考えてい

る。聞き手行動は事物を弁別刺激とした習慣的行動から始まり、この弁別刺激の刺激統制

が保護者の呈示する言語刺激に移行するようになると考えている。

第1項　　　習慣的行動の形成

伝統的指導法では動作模倣スキルは音声模倣スキル（エコーイックの形成）の形成の前

段階のスキルとして形成されてきたので、動作模倣スキルを使っての事物に対する習慣的

な行動の形成は積極的には行われてこなかった（東1979；梅阻1981；小林・杉山1984）。

むしろ事物に対する行動はマッチングや聴覚弁別などの刺激選択課題で手渡しや指差しな

どの選択反応として、あるいはパズルやブロックを作るなどの行動として形成された。

第1章で概観してきたように、言語獲得が前言語的な行動を源泉としてはじまるという

指摘は、行動分析の立場からもホーンとロウ（1996）の分析に見られるように論理的に妥当
なものであると考えられる。しかし、第2章で触れてきたように障害児の言語指導では、

前言語的な行動のひとつとしての事物に対する習慣的な行動の形成は積極的には取り組ま

れてこなかった。アイコンタクトや呼びかけに振り向く、椅子に座るなどの行動は、伝統

的な指導法の中では学習準備行動として形成され、言語獲得の前段階としての行動として
形成されたのではなかった。

フリーオペラント法やHIROCo法では人に対する自発的な働きかけが重視され、般性

強化子の形成を目指して訓練が行われた。確かにアイコンタクトや共同的な遊びは人への

働きかけのひとつとして形成され、般性強化子がうまく形成され機能するようになった場

合には、動作模倣や事物に対する適切な行動が獲得されていくと考えられる。佐久間

（1988）は話し言葉のない3人の発達障害児がフリーオペラント法によって、発声反応が

増大し動作模倣や事物を使ったごっこ遊び、有意味語が獲得されていく様子を報告してい
る。

フリーオペラント法やHIROCo法では人に対する自発的な働きかけが重視されること

で、結果的に訓練者や保護者とのやり取りの中で事物の習慣的行動（適切な操作）が形成

されていったのであって、事物の習慣的行動の形成はいずれの技法においても明確な目標
行動とはされてこなかった。

第2項　　　言語刺激を弁別刺激とした習慣的行動の
刺激制御

聞き手行動は話し手の言語刺激を弁別刺激として、対応する事物を選択したり習慣的行

動をすることである。動作模倣や漸近的な強化によって形成された、事物を弁別刺激とし

た習慣的行動は、話し手の言語刺激へと刺激統制の移行が行われなければならない。ホー
ンとロウ（1996）は、話し手が事物を指し示しながら「くつはどれ？」などの言語刺激を呈
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示することで、言語刺激が習慣的行動を統制するようになると説明している（図1－7参
照）。

複数の刺激が同時に呈示されたとき、そのどちらか一方にしか反応しない傾向は刺激の

過剰選択性として知られている（Lovaas，Schreibman，Koegel，andRehm，1971）。刺激
の過剰選択性は自閉症児だけでなく他の発達障害児にも見られ（AllenandFuqua，1985），
精神年齢と関連していると考えられている（SchoverandNewsom，1976）。したがって、

多くの発達障害児がこの段階（聞き手行動の形成）で困難を示すことになる。

聞き手行動の形成の困難さのため言語刺激よりも弁別が容易で、弁別刺激と事物との類
似性の高いマカトンサインやジェスチャーなどを用いて聞き手行動を形成することも行わ

れてきた（Schae鮎r思1980；西札1982）。また、文字を弁別刺激とした事物の選択訓練

によって弁別刺激と事物の刺激一刺激関係を形成しようとする試みも成果を上げてきた（若
林・西村，1988）。

言語刺激が物に対する習慣的行動の弁別刺激として機能するようになるまでに、名前を

呼ばれて振り向くとか「ダメ」と言われて止めるというような、言語刺激を弁別刺激とした

いろいろな習慣的行動の形成が必要である。なぜなら言語刺激が弁別刺激として機能しな

いような状態であれば、事物の持つ刺激制御は言語刺激へ移行することはできない。

自閉症児に限らず、名前を呼ばれても振り向かないのに、お菓子の包み紙を開ける音や

特定のTVのコマーシャルには敏感に反応することがある。また、ことばの発達の遅れた

子どもの多くが最初聴力障害を疑われるのも、言語刺激を含めた聴覚刺激に対する反応の

乏しさのためであろう。しかし、よく考えてみると人が呈示する言語刺激に対する反応が

極端に乏しいのであって、これは人に対する過敏性や対人回避行動のひとつと考えられる。

フリーオペラント法やHIROCo法は人への自発的な接近行動や要求行動の形成を重視

し、だっこやくすぐり、タカイタカイ等の人が呈示する刺激を強化子として機能させよう
と試みてきた。このような刺激が強化子として機能するようになると、保護者や訓練者の

言語刺激（呼びかけなど）は、人への接近行動の弁別刺激として機能するようになると考
えられる。

また、刺激制御の移行を積極的に訓練することも考えられる。言語刺激と事物とを呈示

しておいて、事物をだんだんとフェイドアウトしていく方法や遅延プロンプト法を用いて

積極的に刺激制御を移行させる事ができる。遅延プロンプトでは事物をプロンプト刺激と

して用いて、訓練者が最初「くつはどこ？」という弁別刺激を呈示し、この弁別刺激に対

する適切な反応が見られないときにはプロンプト刺激として靴を見せることで、事物から

言語刺激へ刺激制御を移行させる。

第5節話し手行動の形成
話し手行動は、事物の命名（タクト）と事物や行為の要求（マンド）に大別される。チ

ンパンジーの言語研究で、サベージ・ランボウは物一記号関係の学習（すなわち命名）が条
件性弁別手続きでは困難であったために、要求から記号関係の学習を始めることが重要だ

と報告している。一方、健康な乳幼児では動作や指差しなどの前言語的行動がタクトやマ
ンドとして音声言語行動が獲得されるまでにすでに機能的に使用されている（渡

部，1997）。

ホーンとロウの分析によると、聞き手行動から話し手行動への移行にはエコーイックが

重要な役割を果たしている。保護者の「くつはどこ？」という言語刺激に対して、エコー

イックすることと靴を示されて習慣的行動を行うことが同時に行われる。その結果、保護

者の「くつ」という言語刺激と靴は共通の習慣的行動を起こす刺激となり、機能的に等価

な刺激クラスとなる。機能的に等価な刺激の一方に新しい反応が形成されると、その反応
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は刺激クラスの別のメンバーへも転移することがある。そこで、保護者の「くつ」という

言語刺激に対する「くつ」というエコーイックは、靴を見ることでも生じるようになる。

このようにして靴に対するタクトは確立する事が考えられる。

事物に対する習慣的行動はその視覚的特性にだけ条件付けられているのではない。その
事物が呈示されるときに存在した様々な刺激が習慣的行動を生じさせる機能的に等価な刺

激クラスとして形成される。例えば靴を指差したり靴を履く真似をするという習慣的行動

は靴を見たときに生じるだけでなく、母親が買い物袋を手に取ったり、「お外へいこうか」

という言語刺激、家の外で聞こえる他の子ども達の声などでも生じるだろう。そしてこう

いった弁別刺激によって出現した習慣的行動は外へいくということで強化され、マンド様

の伝達行動として形成される。

靴という事物に関連した多くの刺激クラスはエコーイックの獲得とともに、言語反応を

出現させるようになり、マンドとしての機能が確立されると考えられる。

伝統的指導法では、事物に対する命名反応が主として訓練された。事物や事物の絵カー

ドなどを子どもに呈示し、命名させ正しい言語反応を強化するという手続きが取られた。
正しく命名できない場合には、訓練者は事物の名称をモデルとして呈示し、それを模倣さ

せて、その後そのモデルをフェイドアウトするという手続きを用いている（梅艶1981；小

林・杉山1984）。

このような手続きにはいくつかの問題点がある。第1に食餌性強化子が用いられること

で、日常生活場面との弁別が生じやすくなる点。第2に本来命名反応は般性強化子で形成

椎持されるものなので、般性強化子の形成手続きを盛り込むことが必要であるが、即時強

化を急ぐあまり、この手順が省略されがちになる点。第3に、事物に対する習慣的行動の

形成がほとんど行われないまま命名訓練がなされるので、刺激クラスの形成が不十分であ

り日常場面での自発性を妨げること（カードや事物を呈示された場面や「これなあに」と

尋ねられた場面でしか命名反応が生じない）が考えられる。

マンドは機会利用型指導法やタイムーディレイ法などの手続きを用いて行われたが、こ
れらの技法は音声模倣や聞き手行動、事物の命名スキルの獲得されている子どもを対象に

行われた。これらのケーゲルとケーゲル（1995）がNLP条件と呼んでいる条件での訓練で
は、子どもの自発的な要求場面でその要求行動に応じた強化が行われるため、これらの3

点の問題点を改善する事ができる。しかし、機会利用型指導法などの指導を行うにあたっ

て、あらかじめ必要な音声模倣や聞き手行動、事物の命名などのスキルの形成で作った問

題点を機会利用型指導法などの指導で改善させるという非常に効率の悪いストラテジーと
なっている。

第6節新しい言語獲得の援助方法の確立へ向
けて
これまで述べてきたように、伝統的指導法にはいくつかの改善すべき点がある。それら

の点について整理し、新しい言語獲得の援助方法を確立するための指針をここでは捏示す

第1項　言語獲得に困難を示す子どもの行動分析の必
要性

伝統的指導法では膨大な訓練時間が必要で、しかも般化の困難性や自発性の低下という
問題が生じた。これまでに考察してきたように、伝統的指導法では言語獲得に必要な前提
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的行動のいくつかが形成されないまま、聞き手行動や話し手行動の形成が行われている。

般性強化子の形成、人に対する自発的に働きかける行動（視線や動作での伝達行動）や事

物を弁別刺激とした習慣的行動の形成がほとんど行われてこなかった。確かに伝統的指導

法を用いて言語獲得が促進される例も数多くあるが、伝統的指導法が形成してこなかった

これらの下位スキルを形成することでことばの発達の遅れた障害児の言語指導は効果的で

効率的になるのではないかと考える。

言語指導を効果的、効率的に行うため人への過敏性を低減し、人への接近行動、要求行

動を形成し、その中で、般性強化子の形成を試みる。既に述べたように、このようなスト

ラテジーは伝統的指導法では現実的なものではないと否定されていたが、佐久間の報告以

降、我が国ではフリーオペラント法やHIROCo法の実践の中で般性強化子の形成が可能で

あり、般性強化子を用いた行動形成がうまくいくことが報告されている。

しかし、般性強化子を用いての行動形成では、事物に対する習慣的な行動の形成、すな

わち事物に対する弁別性の分化反応の形成は、すくなくとも言語指導プログラムの中では

目標とされてこなかった。もちろん、般性強化子が機能するようになることで、日常の保

護者との生活の中で事物に対する習慣的な行動は、自然な文脈の中で形成されていくこと

が考えられる。この日常場面での行動形成を進めるために保護者への積極的な介入が求め
られる。

般性強化子の形成は必ずしも充分な強化力を持つ強化子となるとは限らないし、多くの

時間が必要となるかもしれない。般性強化子の形成を待って様々な行動の形成を行うこと

よりも、すでに効力のある強化子（例えば食餌性強化子）を般性強化子のバックアップ強
化子として使用することで般性強化子の効力を高めて、日常場面の中や言語指導場面で、

事物に対する習慣的行動などの新しい行動の形成を試みることが現実的である。

事物に対する習慣的行動の形成は、言語獲得に重要な役割を果たしているというのが理
論的な分析から考えられる点であるが、これまでの言語指導プログラム（伝統的指導法で

もフリーオペラント法やHIROCo法）では標的行動とされてこなかった。事物に対する習

慣的行動の形成は、習慣的行動を共通反応とする刺激クラスを形成する事となる。保護者

が買物袋を手に取ったり、玄関へ向かったり、「お外いこうか」ということばかけなどの

事物にかかわる様々な刺激が靴を履くという習慣的行動の弁別刺激となることで、これら

の刺激は機能的に等価な刺激クラスを形成する。その後、音声言語反応にこの習慣的行動
が置き換わることで、音声言語反応はタクトやマンドとして使用される。この習慣的行動

が欠如したまま、靴を呈示して「くつ」という命名反応を形成しても、この言語反応は般
化も維持も困難になるだろう。

事物の習慣的行動が聞き手行動として形成されるためには、習慣的行動を制御していた

様々な刺激の刺激制御が話し手の言語刺激へ移行することが必要である。靴を見たとき靴

を履くまねをするという習慣的行動が、「くつ」という言語刺激によって生起するように

なるために刺激転移手続きが用いられる。

聞き手行動は音声弁別課題として、任意マッチング手続きで指導されることもあった。

いくつかの事物を子どもの前に置き、訓練者が「くつ」という言語刺激を呈示したときに

正しい事物を選択すると強化する手続きである（東，1979；小林・杉山1984）。

聞き手行動の形成は伝統的指導法では、マッチング課題の延長として行われることが多
い。いくつかの事物を子どもの前に並べておき、そのうちのどれかと同じ物を呈示して、

同一のものを選択させるというマッチング課題が確実にできるようになった時点で、「く

つ」という言語刺激を呈示し、正しい選択反応が出現しなかったらプロンプトとして事物

を呈示して選択させる遅延プロンプト手続きを用いることもできる。

エコーイックの獲得は聞き手行動を話し手行動へと発展させるキーとなるスキル（音声

模倣スキル）である。伝統的指導法では動作模倣からだんだんと動作模倣を口元へ近づけ
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ていくことや自発発声を増大させその後訓練者の呈示する音声モデルに類似した音だけを

分化強化していくことで音声模倣スキルを形成しようと試みた。1

音声模倣スキルには反応分化と刺激弁別の二つの基礎過程が関与している。特定の音声

反応を自発することができること（反応分化の問題）と訓練者の呈示する音声刺激を弁別

して対応する反応をする（刺激弁別の問題）ことで弁別性反応分化を形成することである。

したがって、音声模倣スキルの獲得が困難な場合、反応分化と刺激弁別のどちらかあるい

は両方がうまく形成されないという問題として考えることができる。そこで、反応分化が

困難なために音声模倣スキルの獲得がうまくいかないと考えられる場合には音声反応の反

応分化を巧緻化させることが必要となるし、刺激弁別が問題と考えられる場合には音声刺

激の弁別を促進させることが必要な指導となる（第5章参照）。もちろん、このプロセス
には自分の発声した音声反応を弁別し、モデルの音声刺激と対照させて再び自分の音声反

応を変えていくというフィードバックのプロセスが形成されることが必要である。

音声反応の反応分化が困難な場合、サインやジェスチャーなどの反応分化の容易な反応

を使って代替することも可能である。動作での反応分化も困難な重度の身体障害を持つ場

合には、文字や視覚シンボルを使った刺激選択によるコミュニケーション指導が考えられ

る（小島1992；西村，水野ら，1981）。

聞き手行動にエコーイックが伴われることで習慣的行動の弁別刺激となっていた事物や

事物に関連した出来事が音声反応を制御する弁別刺激となるので、その結果、タクトやマ

ンドなどが出現する。タクトとして自発した言語反応は、子ども自身がその言語反応を聞

くことによって言語刺激となり（聴覚的なフィードバック）、事物を選択したり習慣的行
動を行うことができる。このような聞き手行動と話し手行動の相互関係が成立すると、聞

き手行動で学習した言葉は特別な訓練なしで話し手行動として表出され、逆に話し手行動

として形成された音声反応は、音声刺激として聞き手行動を生じさせるようになるので、

言語学習は飛躍的に進行していくと考えられる。伝統的指導法では事物の視覚的特性だけ

が弁別刺激とされることが多く、事物を弁別刺激とした音声反応すなわちタクトの形成が

中心であった。タクトとして形成された言語反応がマンドとして使用されるためには、動

因操作や確立化換作が必要であり、いったん形成されたタクトは機会利用型指導法やタイ

ムーディレイ法などの指導手続きによってマンドとして機能化されることが必要であっ
た。

また、聞き手行動と話し手行動の相互的関係が成立した状態としてのネーミングは、ホ

ーンとロウ（1996）によれば、刺激等価性の成立に寄与している。これは異なる刺激に共通

の言語反応を形成すること（機能的等価性の形成）で、異なる刺激間の関係を成立させ刺

激等価性の成立を促進させるという考えである。刺激等価性は概念や文字、数の学習、会

話などの学習を効率的に進めていくためには重要であり、近年、機能的等価性や刺激等価

性を利用して様々な言語行動の獲得を促進しようとする試みが行われるようになってき

た。情報提供行動（井上1996，1997）、異同概念（武藤・小林”19弛1996）、漢字・ひらがな

の文脈刺激による制御（山本・清水，1997）など概念形成や複雑な言語行動の形成が試み
られている。

第1章および第2章で概観し本章で考察したように、言語獲得には音声言語獲得以前の

前言語的行動が重要であると考えられたが、障害児の言語指導の実践では、人に対する接

近行動や般性強化子、事物に対する習慣的行動の形成が充分には行われてこなかった。言

語指導の初期の段階からこれらの行動の形成がうまくいけば、タクトやマンドはより効率

的に形成され、般化や維持の困難性という問題を軽減することができると考える。

また、言語獲得の理論的分析から、言語獲得は前言語的な行動やスキルから系統的に積

み上げられた行動であると考えられる。したがって、音声言語の獲得が困難であるという

1本論文では、個々の音声模倣反応をさすときはエコーイックと記載し、音声模倣全般を言う場合は音声
模倣スキルと記載した。
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状態は、言語獲得のプロセスの中の何らかの行動やスキルの欠如の結果であり、それらの

欠如した行動やスキルの正確な行動の分析とそれに応じた指導を立案することが必要であ

る。ある子どもは音声模倣スキルが獲得されていないために音声言語獲得が妨害されてい

るのかもしれない。また別の子どもは聞き手行動がうまく取れないために機能的なコミュ

ニケーションが取れないのかもしれない。こういった言語獲得に関する行動分析に基づい

て、一人一人の子どもの指導プログラムを考案していくことが必要である。
そのために、

1・具体的な標的行動として言語獲得に必要な下位スキルを明示すること。

2．その子どもにどの下位スキルが欠けているかが明示できること。

3．どのような順番で標的行動を形成していけばよいかが明示できること。

4．日常生活場面で実行可能であること。

これらの条件を満たすような言語獲得の援助プログラムを作成することが必要であり、

言語指導の実践に適用可能な技法を開発することが必要である。そのため第2部では言語

指導の実践の中から技術的な側面を検討し（第4，5，6章）、言語獲得援助プログラムを

作成し低年齢幼児への適用事例（第7章）を報告する。
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第2部応用編
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第4章マンドの形成とマンドの形

成が及ぼす影響

スキナー（1957）の理論によれば、ディプリベーション状況や嫌悪快刺激下ではそれを

改善しようとして発語行動が生じる。その発語の内容は、話し手が強化を受けるような行

動を聞き手に求めるものである。このように、特定の動因操作のもとでそれに関連した強

化を受ける言語行動を、スキナーはマンドと呼んでいる。また、スキナーはタクトと呼ぶ

言語行動についても言及している。すなわち、環境の事物や出来事を弁別刺激とする発語

であって、言語的承認や微笑といった般性強化刺激により強化されるものである。たとえ

ば、「りんご」と発語する。これに対して、聞き手は「そうですね」というような言語的承

認、あるいは単に微笑で答えるかもしれない。これらは「リンゴ」という発語を強化する。

スキナーの言語行動の分析に従えば、1つの語が時にはマンドであり、時にはタクトで

あることがありうる。言い換えれば、1つの語が複数の意味を持つことになる。話し手が

「リンゴ」と発語し、これに対して聞き手がリンゴを与える場合と、聞き手はうなずくこ

とによって強化を提供する場合とでは意味が全く異なってくる。前者の発語は「リンゴが

欲しい」であろうし、後者は「これはリンゴです」という意味を持っている。「りんご」

という音の配列が意味を持っているのではなく、話し手と聞き手の行動が意味を規定す
る。

伝統的指導法では、すべての自発発声を一次性強化子によって強化、増大させ、次に訓
練者の呈示する音に類似した発声だけを分化強化することで音声模倣スキルの形成を試み

る。次に、音声模倣スキルを使って事物の命名を行い、一次性強化子で強化する。このよ

うな手続きにはいくつかの理論的な矛盾点がある。ひとつはこのようにして形成された命
名反応はマンドとして機能するのか、タクトとして機能するのだろうか。事物を先行刺激

として、その名称を発語するという点ではタクトとしての刺激一反応関係が存在する。し

かしながら、一連の訓練の流れは明らかに要求の文脈であり一次性強化子の要求行動とし

ての発語反応、すなわちマンドである。

形成された反応がマンドとして機能するのかタクトとして機能するのかは、日常の場面

での行動変化を見ることで明らかになる。もし訓練場面で鉛筆を呈示されたとき「えんぴ

つ」と発語しチョコレートで強化を受けた子どもが、日常の場面で鉛筆を見て「えんぴつ」

と発語したとき、通常は「えらいね」という言語的賞賛か鉛筆を手渡されるかのどちらか

がなされるだろう。もし、子どもが強化子を要求するマンドとして「えんぴつ」という発

語を機能させてきたのなら、日常場面でのこの発語は当然一時的に増大し、その後急速に

消去されていくだろう。また、タクトとしての機能を持っているのなら、この言語反応が

維持されるかどうかは「えらいね」という言語的賞賛が強化子として効力があるかどうか
に依存する。言語的賞賛が強化子として効力がない場合には、タクトとしての機能を持っ

ていたとしても減少していくことになるだろう。
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このような手続きは発声の機能的な利用を無視していて、自然なやり取りの中でのコミ
ュニケーション能力を増大することにはならないという指摘もある（Beisler，J．M and

Tsai，LY，1983）。確かに発声反応を要求や叙述、注意を引くなど機能的に使用することが
言語獲得の前提としての前言語的スキルであるので、このような手続きは機能的な伝達行

動の発達を阻害することが考えられる。

そこで、マンドの形成に当たっては少なくとも3つの要因が訓練手続き上必要である。

①　ディプリベーション、嫌悪事態などの動因操作

②　言語反応と強化子の一致

③　言語反応が聞き手に向けられ、聞き手が強化子を呈示する

この章では、マンドの形成を中心にした事例を報告する。

第1節　マンドの形成と日常場面での般化的

使用、タクトの出現
症例T．A．1．昭和48年生まれ訓練開始当時7才3ケ月

生育歴：胎生期、周生期に異常はなく、3400gで出生した。
運動発達の経過：定頚3ケ月、独り立ち10ケ月、始歩12ケ月。

言語発達の経過：1才頃「ハイ」「プープー」などの発語があったが、2才頃から名前を言

っても振り向かず、バイバイもしなくなり、言葉が消失し表情も消えた。2歳時にK大学

医学部で聴力検査、脳波検査を受けたが異常はなく、自閉症と診断される。3才からK市

のD学園（障害児の通園施設）に通い遊戯治療を受けていたが昭和55年に終了。

来談時の様子‥来談時の行動観察では、「ねんねして」「飛行機持ってきて」などの簡単

な指示に従うことができた。色と色とのマッチングはできたが、「青いのちょうだい」な

どの指示には従えなかった。しかし、具対物の名称はほとんど理解していて「ハサミちょ

うだい」「カギちょうだい」などの訓練者の指示に従って訓練者に渡すことができた。ア
ルファベットに興味を持ち“MANDAM”“coFFEE”などの文字をはさみで切り

ながら上手に切り抜きを作り紙に糊付けしたり、サインペンで紙に色を塗る行動などを強

迫的に続けていた。

発語はほとんどが「ジーヤイ」「ドージュー」などの奇声であったが突然アルファベッ

トをAからZまで読み上げることもあった。言葉としては「パパ」「コーヒー」など10語

程度言うことができたが、これらの発語は、両親がモデルを呈示した場面だけにかぎられ、

コミュニケーションの目的としては全く使用されていなかった。

諸検査：絵画語い発達検査（PVT）では3才0ケ月、他の相談機関で同時期に行われ

たK式発達検査では1才6ケ月から1才9ケ月であった。

訓練開始までの経過：インテーク時から、本児は母子分離ができず、気に入らないこと

があるとたびたびパニック状態に陥った。したがって、行動観察をかねて非指示的な遊戯

療法を適用して徐々に場面になれさせていった（55年5月から11月まで）。

1本症例は「1自閉症児の言語獲得過程」として、小児の精神と神経，Vol．22（3），p．21－27．に掲載され
たものを加筆訂正した症例報告である。
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この間、本児は通学している学校で行動療法アプローチによる言語指導を受けている（55

年6月から12月）。そこでは、呼びかけ着席訓練、動作模倣訓練、ならびに、カードを視

覚手がかりとした発声訓練などを受けていた。この訓練の結果、発声に関しては、発音の

明瞭度、発声量が共に進歩していたが、コミュニケーションの目的で言葉を自発的に使用

することはほとんど見られない状態であった。

訓練手続き：本児（以下T．A．と略す）が自発的行動（紙きり行動や色ぬり行動）をして

いるとき、訓練者は（以下Tと略す）、その行動で使用されているハサミやサインペンを

取り上げてその行動を妨害する。T．A．が音声言語表現以外の要求行動を起こしたとき、対
象児の両腕を軽く押さえることで制止し、約3～5秒後モデル（例えば「ペン」）をTが呈

示する。Tの呈示したモデルをT．A．が模倣したとき、両腕の制止を解除してハサミやペン

をTがT．A．に渡す。モデルの呈示に対してT．A．が模倣しなかった場合は、5～10秒間

隔で数度モデルを呈示する。それでも模倣しない場合は要求物を渡す。

訓練は①一語文の使用（ハサミ、アカなど）、②二語文の使用（ハサミチョウダイなど）、

③動詞の使用（トッテ、オイデ、タッテ）、④二語文の使用（ハサミトッテなど）の順序

で進めた。一語文の使用では図に示したように、物の名称を自発的に発語することを要求
し、②二語文の使用では図と同様の手続きで二語文で発語することを要求した。③動詞の

使用では、Tは取り上げたペンを棚の上に置き（行動の妨害）、T．A．がそれを要求したとき

（非音声的要求行動）、両手を押さえて制止し（制止）、「トッテ」というモデルを呈示する（モ
デルの呈示）。「トッテ」が自発できるようになったとき、Tはペンを置いてある棚から離

れたところにいく。T．A．がTを棚のところへ連れて行こうとしたときに（要求行動）、その

1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

対象児がペンで色をぬっている

J

訓練者はペンを取り上げ、棚の上において立ち去る
J

対象児が「タッチ」という

J

訓練者が立っ
J

対象児が「オイデ」という
J

訓練者が対象児と一緒に行く
1

対象児が「○○トッテ」という
1

訓練者がペンをとって渡す

図4－1症例TA．の訓練手続きの流れ

行動を制止し、「オイデ」というモデルを呈示する。「オイデ」が自発されるようになった

とき、Tはペンを棚の上に置き、離れたところにいって座る。T．A．がTを立たせようとし
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たときに、行動を制止し、「タッテ」というモデルを呈示する。このようにして、最終的

に図4・1に示すような行動連鎖の中で訓練を行った。

訓練期間、訓練場所、記録方法：昭和55年11月から56年6月まで週1，2セッシ

ョン、計36セッションを行った。1セッションは基本的には50分とした。訓練場所は

0大学の動作訓練室でカセットテープレコーダーを用いてTとT．A．の全発語を記録した。

結果と考察

図4－2，4－3は訓練で用いられた言葉が急速に獲得され、自発的に使用されるようにな

ったことを示している。しかし、この訓練手続きでは、T．A．に意図的なデイブリベーショ

ン状態を作ることによって、T．A．の要求行動が出現しやすいように構成されている。つま

り文脈が固定されており、特定の強化随伴性のもとにおいてのみ訓練されたといえる。し

たがって、この結果のみからは、T．A．が話し手として機能するような能力を獲得したかど
うかを評価することは難しい。

もしT・A．が、自分の適切な発語によって、他者がディプリベーション状態を解決してく

れるという話し手と聞き手の間の強化随伴関係を学習したとするならば、当然T．A．は訓練

場面外でも言葉を同じように機能させているはずである。
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図4・2日発語桑の累積数

図4－4は56年11月に記録したT．A．の家庭での発語である。以下の基準に従って母乳
が3日間のT．A．の発語を記録した。基準は①両親がモデル呈示をしなくても自発的に発語

されたもの、②意味が理解可能なもの、③場面に適切であるもの、である。発語を人称、

学校（算数、国語などの発語）、プール（プールへいくまでの駅名、切符など）、挨拶、食

べ物、日常生活（日常よく使用する物の名称）に分類した。二語文を、訓練で使用した「ト

ツテ」、「チョーダイ」を使用している発語、挨拶（「センセイサヨウナラ」など）、食べ物

（「ソバタベル」、「コーヒーノム」など）、日常生活（「シャンプースル」、「ガッコウイ
ク」など）に分類した。
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二紺．文ニ川鍋のうち、マンドい甘射沼であり、挨拶を山一机、て・・J●／ミて・ノ）．誹文がマンドと

して機能していると見られる√．したがって∴1、．人．けニ〝）訓練にjいて、許し手として機能

する能力を損得することができたと考えろことができ土う．、

さらに、訓練された動詞（チョウダィ、トッテ）を桂川して、訓練された以外の言葉を
組み合わせて、「ツメキリ　チョウダイ」「ギュウニュウ　チョウダイ」けヤツ　チョウゲ

イJリ‾フダトッテ」などの二綺文を作っている。

次に表2は、訓練糊胴川一にrllAが発糾した匪接訓練を受けた肺縞以外の亨芭紺とその文脈

である．、11とTll．A．がどのような場i－iiでどのような関係にある日寺、どんな発紺があり、その
結果どれ上うな行動が生じたかを示してある日
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セ ッシ ョン 日時 発 語 前 の状 況

（文脈 ）

T．A ．の発語 結果

1 2 5 6 ． 2 ． 4 TA が手を切って、

セロテープを T に持っ

てくる

ハッチ 丁は「パル」といい、

T．A．の指にテープを張

る

1 3 5 6 ． 2 ． 1 2 T が隣室に行くTA

に向かって「T 君どこ

へ行くの」と問う

rボミ、ボミ」 T．AJまごみ箱を持っ

てくる

1 4 5 6 ． 2 ． 1 7 T．A．がのりのチュー

ブを指差して、丁に向

かって

「ノリ」 T がうなずくとのり

を使う

1 8 5 6 ． 2 ． 2 8 丁．A．か背 中を母 「ママ、カイカイシ 母親が T．A．の背

親に掻かせようとし

て

ユーテ」 中を掻く

2 7 5 6 ． 4 ． 1 4 の りで T．A．の手

が汚れて、手を洗っ

た後で

「ハンハチ」 T．A．は 自分 のポ

ケットからハンカチ

を出して手を拭く

2 9 5 6 ． 4 ． 2 8 丁．A．はゴミ袋を縛

りながら丁をみ七

「ククル」 T は「ククルノ」と

いって T．A．がゴミ袋

を縛るのを手伝う

3 2 5 6 ． 5 ． 2 0 丁．A．ははさみで手

を切る

「イタイ」 T は「イタイノ」「い

たいね－」という

3 8 5 6 ． 6 ． 2 5 訓練途中、T．A．は

用具を片づけながら

T に向かって

「オワリ」 丁は「オワルノ、オ

ワロウネ」といって

訓練を終了する

3 9 5 6 ． 6 ． 3 0 サ インペンを入

れておくビンの中に

T．A．がペンを入れよ

うとす るが 入 らな

い。Tを見て

「カタイ」 T は「カタイネ、ハ

イラナイネ」といっ

て、ペンをビンに入

れるのを手伝う

4 2 5 6 ． 7 ． 1 1 前回 T A はT と紙

飛行機で遊ぶ

「ヒコーキ」 T は紙 飛行機 を

作り丁．A．と遊ぶ

4 2 5 6 ． 7 ． 1 1 チョコレートの箱

を T．Aが 切っている

とき、Tが 丁．A に「な

にしてるの」と問う

「シュテル」 ごみ箱へ箱を切

って捨てる

表4－1症例TA．の訓練中に観察された訓練された語以外の自発語とその文脈

図4・2，4・3，4－4、表4・1で示したように、T．A．は訓練された言葉以外の多くの言葉をも

獲得していった。この要因、ならびに経過について検討してみる。

T・A・は、訓練開始前からPVTで3才0ケ月に相当する言語理解能力があり、簡単な指示
を理解することや、少なくとも、日常使用する物の名称は十分知っていた。加えて、55

年6月から12月までロバースらのプログラムにしたがって言語訓練を受けてきており、

T・A・の音声模倣能力の促進に役立ったと考えられる。つまり、訓練以前からT．A．は、他者
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の発語にしたがって、自分がどのように反応されれば強化されるのかを知っており、聞き

手として機能する基礎的能力を持っていた。それに加えて、発声訓練によって話し手とし

ての基礎的発声能力を身につけていたと考えられる。一方で本訓練は話し手として機能す

る能力の獲得を目指したものである。聞き手として機能する能力と話し手としての発声能

力を基礎にして、話し手として機能する能力が加えられたため、急速に言葉を獲得してい

ったことが予想できる。

興味あることに、55年6月、T．A．の初診から約1ケ月後に「言葉が出ていなくてもT．A・

が理解している言葉」として両親が記入した言葉は59語あった。そして、図4－4に示し

た123語中に、その59語中36語（64．3％）が含まれていた。このことは、聞き

手としての機能を通して理解された言葉が、発声訓練、そして本訓練で訓練された、話し

手としての機能によって開発されてきたとも考えられる。マンドの形成が、既に獲得して

いた記号一物関係を物一記号関係へ変換することを促進したと考えられる。

この症例では、こだわり行動の行動の流れの中に訓練者が積極的に介入していくことで、

マンドの形成に必要なディプリベーション、嫌悪事態などの動因換作、言語反応と強化子

の一致、言語反応が聞き手に向けられ聞き手が強化子を提供するという条件を設定した。

これらの機能的な文脈の下での訓練の結果、

①マンドが急速に獲得され

②形成されたマンドが自発的、機能的に使用されるようになった

③訓練で形成された以外の新しい言葉を獲得していった。
④また、タクトと見られる言葉も出現し始めた。

したがって、伝統的指導法に欠けていた機能的な文脈の設定は、般化の困敵性や自発性の

欠如という問題を生じにくくする重要な要因となると考えられる。

第2節　マンドの形成が問題行動に及ぼす影

響
自閉児や遅滞児の問題行動（自傷・他傷行動）はいずれもオペラント行動であり、オペ

ラント条件づけの諸技法によってこれらに教育的介入が可能である。たびたび用いられて

いる手続きとしては、消去法・罰・オーバーコレクションなどがある。

元々、オペラント反応は環境に対する効果で定義されており、オペラントとは環境に同

じ変化をもたらすような行動を1つのクラスとして扱う（Reynolds，1975）。たとえば、

スキナ一箱のネズミは、前足でレバーを押しても、鼻でレバーを押しても同じように餌を
得ることができる。これらの行動は行動様式は異なっていても同じ環境変化をもたらすの

で、同一反応クラスに属する。

そこで、クラスとして問題行動を考えてみると反応様式は異なっていても同じクラスに
属する行動が多いように思われる。他の子どもをたたくというオペラントが、その子の注

目を得るということで強化されている例を考えてみると、たたくという行動と「○○ちゃ

ん遊ぼう」と呼びかける言語行動とは同一の反応クラスに属しているとみなしうる。2つ
の行動の違いは単に行動様式上の違いで、このような場合に、消去手続きやタイムアウト

手続きを用いれば、当然、このオペラント反応の頻度は低下する。しかし、適切な言語反

応を持っていない子どもの場合に、よりうまく他児の注目を得ることのできる行動が形成
されない限り、同一反応クラスの他のもっと適応的な反応まで消去され、他の子どもに関

心を寄せるのが遅れて社会化の道を妨げるこ．とになる可能性が考えられる。また、逆に同
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じ行動様式を持ちながらも別の反応クラスに属するような行動もある。他児をたたくとい

う反応が嫌悪事態の消失、すなわち負の強化を受けている場合などである。この2つの例

では行動様式は同じであっても教育的介入は異なるべきである。前者ではより適切に他児

の注目が得られるような行動様式へ、後者ではより適応的に嫌悪事態を避けうるような行

動様式へ移行させることが必要である。そして適応的な行動様式として言語行動（マンド）

は最も適切なものである。

このように考えるならば、問題行動は単純に消去するのではなく、同じ反応クラスの（同

じ随伴性を持つ）より適切な行動様式（とりわけ適切な言語行動）へと移行させていくこ
とが重要である。

症例A，T．2（昭和51年生まれ、本訓練開始時9才4ケ月）

行動の概要

気に入らないことがあると人をかむ、壁に頭を打ちつけるなどの他傷行為や自傷行為が

幼少時から見られた。52年2月より、プレイ中に母親や姉が姿を見せると、パニックを起

こすようになる。他の人ではパニックは生じない。パニックには「バイバイ」と大声で叫

んだり、手足をばたばたさせる、自分の頭を叩く、壁やドアに頭を打ちつけるなどの行動

が含まれていた。最初は、母親らが退室しないと、叫ぶことから次第に自傷行為へと移行
していくが、たび重なると即座に自傷行動を生じるようになった。そのため、プレイ中じ

っとドアを注目している。家庭ではそのようなことは少なく、また、プレイが終了すると
なにごともなかったように母親のもとへ戻っていく。

行動分析

A・T・のパニック行動（R）は、母親や姉の姿（刺激＝S）が存在するときに限って生じる。こ

の行動（R）は、母親の姿が見えなくなること、すなわち刺激の除去によって停止する。

この行動がこのような随伴性によって維持されているとすれば、この行動は負の強化によ

って形成されたものと考えられる。したがって、母親の姿という刺激はA．T．にとって不快

刺激となっているわけであるが、常に不快刺激としての特性を持っているわけではなく、

プレイ環境に存在する刺激と結びついた複合刺激となって不快刺激の働きを持つと考える

べきであろう。さらに、パニック行動は、言語反応に対しては強化が伴われず、自傷、他

傷行動に対して強化が伴われることでシェイビングされたと思われる。

行動修正

単純に考えれば、パニック行動を無くすためにはそれを維持している強化刺激を取り除

くことが必要である。すなわち、パニックを起こしても母親が退室しないということを反

復すれば良いが、パニック時に見られる行動のすべてを消去したいのではない。プレイ中

に母親の入室を拒むという行動は、必ずしも不適切な行動とは言い切れない。問題なのは、

そのために用いられている手段が社会的に不適切なのである。少なくとも、叫ぶとか、手

足をばたっかせるといった行動は問題解決の方法として、場合によっては適切な行動であ

り消去するべきではない。したがって、自傷行為のようなものは消去し、他の行動は残し

ておくべきで、これは分化強化法を使うことによって可能である。しかし、現実には、母

親の姿が少し見えるだけで、パニックが生じ、分化強化だけでは困難であった。そこで、

セラピストが適切な行動のモデルを捏示し、そのモデルをA．T．が模倣すれば即座に母親を

2本症例は第22回日本特殊教育学会で報告したものに加筆したものである。
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退室させた。モデルには「お母さん、バイバイ」「出ていって」などの言語刺激を用いて、

パニック行動をマンドへ変容することを試みた。

次に、刺激次元の問題として既に母親が不快刺激になっているとすれば、この特性を弱

めることも必要なので、できうる限り、母親を正の強化子の呈示者とするようにした。

具体的な方法は、プレイ中たびたび母親が姿を見せ、

①　A．T．の言語的要求、手足をばたっかせるなどの行動に対しては即座に母親を退室
させる。

②　自傷、他傷行動に対しては「バイバイ」などのモデルを示し、模倣させてから退
室させる。

③　ある程度この行動が形成されたとき、5秒間我慢させる。

④　A．T．が好きな遊びをするときには、できるだけ母親を参加させる。
結果と考察

図4－5は、母親の退出によって強化される行動のうちで、マンド、手足をばたっかさ

せる行動の占める割合を示している。当初、これらの行動は0％であったが、次第に適切

な要求行動を用いるようになっている。

現在では、母親が一緒にプレイルームにいてもパニックを起こさないし、退室も要求し

ない。日常生活場面でも、適切な言語反応を用いることで嫌悪事態に対処するようになり、

自傷、他傷に至ることは少なくなった。この症例では、負の強化により条件付けられた問

題行動を同一反応クラスのより適切な行動様式に変化させることで、介入を試みた症例を
示した。

％

100

80

60

40

20

0
十十仁
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団適切な行動 セッション

図4－5退室要求行動における適切な行動の占める割合

図4－5

この症例に見られるような問題行動の機能的な分析からより適切なコミュニケーション

へと変容させようという試みが、近年報告されるようになり（DurandandCarr，1991；平

沢・藤原，1996）、藤原はこのような試みを「機能的コミュニケーション」と呼んでいる
（藤原，1996）。
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第3節　自己充足困難事態を用いた前言語的

行動からのマンドの形成
言語に重篤な遅れを示す遅滞児や自閉症児では、欲しいものが棚の上にあるというよう

な自己充足困難事態で高い欲求・要求充足行動が観察されることが示されてきた（藤原，

1985；藤原・加藤，1985）。しかし、対象物を特定化する行動が微弱なため充足者の子ども

に対するわずかの対応の遅れで要求頻度が即座に減少してしまうので、充足者の敏感で的

確な対応が必要である（藤原，1988）。

言葉のない子どもを注意深く観察してみると、要求対象物を「ちらっと見て」その後、

「それを取りに行く」という場合が多い。それで、この「ちらっと見る」という行動に対

してセラピストが即座にその物を手渡す。この換作を反復することで、「要求対象物を見

る」という行動にマンドと同じ機能を持たせることができる。次に「要求対象物を見る」

という行動をいったん消去し、この行動の消去過程で自発する「手を伸ばす」という行動

に対して強化を随伴させて行動形成を試みる。この行動が増加し安定した時点で更に行動

を「手差し」、「指差し」、「発声」、「発語」へと変容させていく。このようなシェイビング
の手続きを使うことや、強化子の呈示を数秒遅らせること（タイムディレイ）でマンド様

の行動をマンドへと変容させていくことができる。

症例R．T．3（男子）、昭和54年生まれ、訓練開始時年令3才9ケ月

生育歴：妊娠5ケ月で切迫流産しかかり、1週間入院したが在胎10ケ月、陣痛微弱に

より注射をしたのち正常分娩で出産。出生時の体重は2600g。ハイハイ8ケ月、一人歩き
1才6ケ月、初語は2才（プープー、マンマ、ワンワン）、その後言葉は増えず次第に「デ

ンシャ」しか言わなくなった。理解面では「新聞とって来て」という指示どおりに持って

来られるようになったのは3才になってからであった。津守式発達診断検査の発達年令は、

運動30ケ月、探索20ケ月、社会18ケ月、生活習慣36ケ月、理解言語24ケ月であった。

手続き：訓練は子どもが自由に遊べるようなプレイルームで週に1回、約1時間行った。

ディスプレイ用の食べ物のおもちゃに関心を示し、それを叩いたり舐めたりすることが多

く見られたので、それらのおもちゃをR．T．の手の届かない棚の上に置くという動因操作を

行った。次に、①おもちゃを見るという行動が見られたらその直後におもちゃを手渡した。

その行動が増大してきたら、②おもちゃを見て、その後訓練者を見る、③訓練者をおもち

ゃの場所へ連れて行く、④訓練者の手、腕を持って取らせようとする、⑤手差しで要求す

る、⑥指差しで要求する、⑦要求的ニュアンスを含む発声、⑧意味の明らかな言葉、これ

らの方向性で行動を変容させていった。その際タイムデイレイとモデルの提示を行った。

データの処理：訓練場面をVTRに録画し、その中から1ケ月に1回、ランダムにVTR

を抽出し、さらにその中から5分間をランダムに選び、おもちゃの要求行動を8つの段階

に分け、その生起を10秒ごとのインターバル記録として記録した。評定者は事前に指導

の内容に関する知識を与えていない大学院生4名で、評定者間の一致率はpoint・by－pOint

agreementにより算出した。評定者間の一致率は65．3％であった。

3本症例は、第21回日本特殊教育学会で報告した症例である。
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結果と考察

図4－6に示したように、欲しいおもちゃが手の届かない棚の上にあるという自己充足

困難事態で出現した要求行動は発声反応から発語反応へと移行し、14セッション目には前

要求行動の約60％が発語による要求となった。自己充足困難事態の設定は、症例A．T．の場

合と同じように、動因操作、反応と強化子の一致、言語反応が聞き手に向けられ、聞き手

が強化子を呈示するという機能的な文脈を作り出し、非言語的な要求行動から言語的な要
求行動への移行を促進したと考えられる。

第4節　フリーオペラント法による言語行動

の形成
症例U．T．昭和58年生まれ訓練開始時年令3才9ケ月

ドアに対するこだわりが極端に強く、こだわりを阻止されたり、自分の意志にそわない

ことがあると大声で泣きわめく、物を投げるなどの行動が顕著に見られた。有意味な発語

は全く見られず「ダンガー」「ディギ」などの奇声がほとんどの発声を占めていた。しか

し、簡単な言語指示には従うことができ、簡単な動作模倣をすることができた。津守式発

達診断検査の発達年令は運動36ヶ月、探索・操作18ケ月、社会18ケ月、食事・生活習慣

18ケ月、理解15ケ月であった。

指導方法：佐久間（1977，1988）で報告されているように、だっこやくすぐりなどの

身体接触を用いた人への適切なかかわり行動の増大を試みた。適切な遊びに対してほほめ

たり援助するなど積極的なかかわりを行い、こだわりやパニックに対しては無視した。訓

練中に見られるパニックや泣き叫びに対しては、パニックの強度に対応した分化強化を行

うこともあった（高木・谷，1991）。U．T．の自発的な発声反応に対してはできるだけ忠実

にその発声を反復したり、拡充して応答した。

記録：記録は約1ケ月毎にVTRに録画し、訓練中の任意の20分間を事象記録によって、適

切な遊び・発語とこだわり・不適切な遊び、その他に分類した。適切な遊びは、おもちゃ

50



の適切な操作、だっこやおんぶなどの要求、指差しで、不適切な遊びは事物をなめたり、

噛んだりすることや叩いたり回したりするような感覚を楽しむ以外の目的がないように見

える感覚遊び、ドアの開閉などのこだわり行動とした。
結果

図4－7は訓練中の任意の20分間を10秒毎の事象記録（10秒間観察し、次の10秒間で記録

する）として記録し、適切な遊び・発語、不適切な遊びに分類してグラフ化した物である。

訓練開始後3セッションではこだわり・不適切な遊びと評定される遊びが53％を占めてい
たが、第8セッションでは0％となり、適切な遊び・発語が30％観察されるようになった。12

セッション目にはセッション中のこだわり行動はまったく見られなくなり、適切な遊び・

発語が73％観察された（ただし、日常生活場面ではこだわり行動は消失していない）。

場面に適切な発語は15セッション目から観察され、次第に増加し23セッション目以降は

コンスタントに70％を超えるようになった（囲む8）。

図4－8症例U．Tのセッション中の自発語の割合の変化

図4－8U．T．のセッション中の自発語の割合の変化
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このケースはその語も順調な言語発達が見られ、6才（平成1年）より文字や数、概念

学習などを行った。6才時のK式発達診断検査では認知・適応領域のDQは46、言語・社
会領域のDQは53、全領域では50であった4。6才8ケ月時点のK式発達診断検査では、認
知・適応DQが90、言語・社会DQは64、全領域で78となった。

現在，14才で普通中学校に通っている。知的には軽度の知的障害を示し、若干のこだ
わり行動と注意集中の困難さが残るが、日常の会話にはほとんど差しさわりがない状態で
ある。

第5節　まとめ
第4章では、マンドの形成を試みた4症例を報告した。言葉の発達の遅れた子ども達

の対人回避傾向を緩和し、だっこやくすぐりなどの身体接触、子どもの発声の忠実な反復

などの社会性強化子の形成とそれを用いた前言語的な伝達行動を適切な文脈（動因操作、

言語反応と強化子の一致、言語反応と強化子の一致、聞き手による強化子の呈示）、マン
ドの形成が適切な文脈のもとで形成できることを示した。マンドの形成は言葉の獲得に困

難を示す子どもに様々な影響を及ぼしていた。それらを整理してみると、自発的なマンド
の使用が見られ、訓練場面外での般化が生じ、訓練された言葉以外のマンドが出現してき

た。さらに、理解できるが話せなかった語が出現してくるということも見られた（症例T・
A．）。

また、問題行動の中には症例A．T．のように、同一の機能を果たす適切な行動のひとつ

としてマンドが形成できることもある。また、症例U．T．のように、身体接触や子どもの発

声の反復によってマンドだけでなく言語発達全体が著しく促進されることもある。
藤原（1988）は要求言語行動の形成にあたって、子どもの欲求・要求行動の生起確率を高

め（ステップ1）、「即時対応手続き」によって要求伝達行動（前言語的な）を十分に確立

し（ステップ2）、その後機会利用型指導法を導入し音声言語行動へと発展させ（ステップ

3）、タイムディレイ法によって反応の選択と自発的使用を確立する（ステップ4）という一
連のプログラムを推奨している。

確かにこの章で報告したように、藤原（1988）の推奨するプログラムによってマンドの形
成が可能となり、その後順調な言語発達を示す症例も少なくない。しかし、前言語的な伝

達行動から音声言語行動への移行がことのほか困難な症例も多い。藤原の指摘するステッ

プ2からステップ3への移行は、容易には起こらない。要求場面で同じ発声が反復される

だけに終始したり、訓練者の呈示する音声モデルを模倣することが困難な症例が多い。

また、マンドとタクトは別々のオペラント行動であり、マンドの獲得がタクトの獲得を

特別な訓練なしで保証するものではないと思われる。第2章で概観したように、サベージ・

ランボウ（1986）の報告ではマンドが獲得されても、タクト（事物の命名）の形成や言語

理解には別の訓練が必要であった。事物とシンボルの記号的関係の成立や概念形成はマン
ドの形成だけでは十分説明できない。

マンドの形成によって、言語発達がスムーズに進行するようになる症例が存在すること

はこの章で示したとおりである。しかし、マンドの形成訓練では言語発達の促進がうまく

行かない症例も数多くあり、それらの症例に関与する問題として、非言語的な伝達行動か

ら伝達行動への移行の困静性と記号的関係の学習や概念学習の問題点について、第5章、
6章で症例を示して検討する。

4この後U．T．はリタリンの服用を始め、注意の集中困難性が著しく改善した。
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第5章　音声模倣スキルの形成の

問題

第4章で指摘したように、自己充足の困難な場面でマンドの形成を試みようとするとき、

動作やジェスチャーなどの非音声反応から音声言語反応への移行が困難な症例に出会う。

あるいは発声反応は出現するが、より明確な音声言語反応へ形成していくことが困難なこ
とも多い。さらにフリーオペラント法やHIROCo法による指導でも、子どもの発声を忠実

に反復しても発声反応の増大が見られない例や反応量の増大が見られても反応レパートリ

ー（発声反応のバリエーション）が貧弱なままで、音声模倣スキルの獲得に至らない例も

多い。そのため音声模倣スキルの習得は、いろいろな音声反応を自発することを可能にし

藤原（1988）の指摘するステップ2から3への移行を容易にすると考えられる。

この章では、動作やジェスチャーによる簡単な伝達の可能な症例を対象に、音声言語反

応の形成技法について報告する。

音声反応の獲得の困難な精神発達遅滞児や自閉症児にコミュニケーション・スキルとし

て非言語的なスキルを教えようとする試みが多くなされてきた。非言語的なスキルの言語

訓練は、音声言語に変わるスキルとして教えられる場合や音声言語の獲得を促進、あるい

は補助することを目的に用いられることもある。カー（1982）は、自閉症児や精神発達遅

滞児のコミュニケーション・スキルを形成するには、音声言語の形成手続きをさらに改善

していくことと音声言語に代わるスキルを教えることの二とおりの道があると指摘してい

るが、音声言語の形成手続き、特に音声模倣の形成技法に関してロバース以降大きな変化
はみられていない。

ロバースらの音声模倣スキル形成手続き（bvaas，1977）は、すべての自発的な発声を
強化し増大させる段階から、比較的自発率の高い発声を、あるいは訓練者がプロンプトし

やすい音をモデル呈示し、モデルと類似した発声を強化していく。また、わが国での研究

では、粗大な動作模倣から口唇の動きの動作模倣へシェイビングし、息を吐くことを模倣

させるなどしながら、偶然に発される発声を強化することで、自発発声を増大させている。

自発発声を増大させたのちは、訓練者の呈示する音と類似した音声だけを分化強化してい

くことで音声模倣を習得させようとするものである。いずれにしても、プロンプトしやす

い音、比較的自発頻度の高い音が音声模倣の標的として選択されてきた（梅津、1981；小
林・杉山、1984）。

一方、話し言葉を有する子どもたちへの構音訓練は、誤って発音される音を正しい音へ

と変化させるために行われてきた。口蓋裂を代表とする器質的構音障害児への構音訓練で

は、舌の位置、動かし方、息の吐き方など構音器官の動きを直接に訓練してきた。このよ

うな試みは有意味な話し言葉のない自閉症・精神発達遅滞児・者を対象とした例ではほと

んどなく、また、子どもの精神年齢あるいは語い年齢が4才以下であると、構音訓練のレ

ディネスが整っていないという報告もある（飯高・中札1987）。

話し言葉のない自閉症・精神発達遅滞と器質的構音障害の症例との大きな違いは、器質

的構音障害の症例の場合には特定のいくつかの音の習得が目的であるのに対して、自閉症・
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精神発達遅滞の場合にはすべての音素の習得が目的とされる点である。これは、発声に関

する誤学習の修正と新しい行動の習得という違いといえるかもしれない。さらに、多くの

自閉症・精神発達遅滞の症例の場合には、音を出すことそれ自体から訓練を始めなければ
ならないことも多い。

しかし、器質的構音障害の構音訓練で得られた、音を出すための構音器官の動きに関す

る知識は非常に貴重なものであり、一方、行動分析は重度の障害児・者に対するさまざま

な行動変容の技法を積み上げてきた。そこで、構音器官の動きに関する知識と行動分析の

技法とを組み合わせれば、より有効な音声模倣スキルの形成ができるのではないかと考え
た。

本章では、構音器官の動きを行動分析のさまざまな技法を用いて話し言葉をもたない自

閉症者、精神発達遅滞児に指導し、音声模倣スキルの形成を試みた症例とジェスチャーに

よるコミュニケーションの指導を行いその後音声言語反応への移行を試みた症例を報告す
る。

第1節　音声模倣スキルの形成と音声言語の
出現
症例T．0．1昭和49年生まれ本訓練開始時の年齢15才1ケ月

出生時には特別な問題はなかったが、社会的な刺激に対する反応が乏しく、狭い場所や
乳母車などを極端に恐がった。3才の頃、全く言葉がなく発声することも少なく、文字や

数字に対するこだわりが強く、食べ物の好き嫌いも激しかったので0大学付属病院を訪れ
自閉症と診断されたが、経過観察のみであった。5才を過ぎてから週に3回、集団でのグ

ループ指導を通園施設で受けていた。小学校の3年生頃には、文字での伝達が一部可能に

なっていた。小学校5年生から腕上げ動作訓練（今野、1982）を受けている（現在も継続

中）。小学校の6年生の頃から不眠が顕著となり、オーラップを授与される。その後不眠は
一時軽快したが、失禁、頻尿、情緒不安定などが出現し、現在まで向精神剤（セレネース、

メレリル、オーラップ）が投与されている。15才の時期における投薬はセレネース（3mg）、

メレリル（4mg）、オーラップ（8mg）である。
昭和63年（中学2年生）のより、著者による行動分析の訓練を受け始めた。言語的な

指示はよく理解していたが、こだわりが強く、そのために指示に従えないことがたびたび

で、床に寝ころがったり、大声をあげたり、床を踏みならしたりすることが頻繁にみられ
た。電卓のキーをたたくことや文字や行動の順序に強いこだわりを示し、新しい場所や人

に対しては強い不安感を示していた。「アイ」「イア（いや）」の発語が不明確ながら発語さ

れていたが、それ以外の発語は全くなかった。

平仮名は全部理解しており、また自分の要求を文字を用いて伝えることが出来た。「何

が欲しいの」と聞かれて「ジュース」と文字で書くことなどが出来た。そのため、平成1

年の2月よりワードプロツセッサを使用した訓練を行い、絵カードの名前や簡単な質問に

ワードプロセッサを用いて答えることができるようになってきた。
このワードプロセッサによる訓練中に、文字をタイプしながら一つ一つの文字を声を出

して読もうとする行動が頻繁にみられるようになってきた。ただし発音はほとんどが不明
瞭な「ア」、「イ」、「オ」、「ン」で例えば「ぼうし」という絵カードをタイプしながら不明

1本症例は「年長自閉的発達障害児，発達障害者の音声模倣訓練一樺音活動の特徴から－」、行動分析研
究，Vol．20，p．26－36，で発表した症例である。
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瞭な「オオイ」という発声が聞かれるようになったため、音声模倣訓練を試みとして導入
した。

K式発達診断検査では、認知・適応領域で発達年齢66ケ月、発達指数はDQ34であ
った。

目標行動：音声模倣スキルの形成。日本語の単音節を模倣発声することができるように
なる。

訓練手続き：訓練は、訓練者とT．0がイスに座って向かい合った状態で1週間に1回

約30分間行われた。訓練者が「ア」のような音声刺激（モデル刺激）を呈示し、それに

類似した発声に対して強化を与えた。強化子は、少量のお菓子（エビセン、チョコレート

など）と頭を撫でる、握手するなどの社会的な強化子を同時に用いた。

音声模倣訓練開始当初、発声レパートリーとして観察されたのは【a1、匹a】、匝01のみで

あったので、母音と川を含む音素を中心に訓練を進めていったが、訓練中に偶発的に他の

音素が出現してきた場合には、その音素をシェイビングしていった。

また、音声模倣の形成にあたっては、匝】音から［d】音へ、b】から【t卜というように、舌
の位置、声帯の振動の有無などの発声反応に必要な構音器官の動きが単純になるように工
夫した。

さらに、プロンプトも構音器官の動きを明確にするようなプロンプトを用いるようにし

た。具体的なプロンプトとしては以下のようなプロンプトを用いた。

【d】上唇と下唇がくっつかないように、下唇の下部を指先で押さえて発声させた。

【m】両唇を閉じさせ（あるいは両唇をつまんでプロンプトし）鼻腔音【可をシェイビン

グし、その後【n］の直後に【a］を発声させた。訓練者はモデル刺激として【nma］、あるいは【n，a］

を呈示し、【nma］あるいは【ma］に近い音をシェイビングし、徐々にモデル刺激を【ma］に変
化させていった。

bHq　これらの音声については、モデルを示すと帆【句などに有声音化してしまってい
たので、無声音恥】をシェイビングし、それを強固に強化し、その途中で偶発的に出現して

くるb］や【t］の音を強化していった。

【r】舌を出させて（いわゆる「アカンベー」の舌）、その直後に発声させた。

データの記録と処理：データはVTRに録画し、その後訓練者以外の評定者が訓練者の

呈示する音声刺激（モデル刺激）、それに対する発声反応、強化刺激呈示の有無を記録した。

試行回数、訓練者のモデル刺激の種類と呈示回数（どんなモデル刺激を何回呈示したか）

が一定していないので、次の2つの基準で、音声模倣が可能なレパートリーを拾いだした。

①1セッションにその音素のモデル呈示が少なくとも5回以上ある（5試行以上ある）。

②その音声模倣正反応率が60％以上である。

結果

図5・1は音声模倣が可能な単音節をセッションごとに累計したものである。16セッシ

ョン（16週間）で26の単音節の模倣が可能となった。
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17セッション目以降は音声模倣の可能となった単音節の維持訓練と新しい単音節の模

倣訓練、及び絵カードを用いた命名訓練を試みた。訓練はイスに対面した状態で行い、訓

練者は絵カードを呈示し正しく命名されたときには少量のお菓子と握手などの社会的な対

応で強化を試みた。命名がなされないときや正しく発音されていなかったときには、首を

かしげて、再び絵カードを呈示した。刺激呈示の反復は3回までとし、3回目には訓練者

はモデルを呈示し、正しく模倣できた場合には強化操作を行った。ただし、このときの反

応はプロンプト反応とした。強化操作の比率は連続強化から3反応に対して1回強化まで

徐々に強化率を減少させていった。絵カードは第1グループとして30枚のカードを1セ
ッションにつき3回ずつ行った。第2グループとして26枚の絵カードを15セッション

目から導入した（図5－2）。

いずれのグループの命名もゆっくりとした進歩であるが、確実に正しく命名できるよう
になってきた。これにともなって日常生活場面でもさまざまな自発語が観察されるように

なり、たとえば、「アタマ　イタイ」「ハナ　イタイ」などの2語文も自発されている。訓

練場面では、自分の舌を指さして「イタイ」と言い、訓練者が「どうしたの」と聞くと「ピ

ザ」と答え、「ピザを食べて舌をやけどしたの」と言うと「ハイ」と言って納得するなどの
会話が観察された。
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症例YK2．昭和駈年生薫れ訓練開始時隼令日）才5ケ日

日閉的傾向を持っ男子精神発達遅滞児で、日比時に…寺紀すべきl細腰扶なく、迎動発達

も順網であったが、2㌢半頃からそれまで話していた琵葉が消失し、3才より粕神薄弱児
通園施設に通園し始めた。3、4才当時は、数字を並べたり、道順や着るものに対するこ

だわりが強くみられていたと言う。その後普通小学校の養護学級に通学し、訓練開始時の

様子は「キーキーJという緊張発声がほとんどであったが、有意味な発語は「パパJ rジャ

ジャ（イヤ）J rチヤし－サヤン」「バイバイ」があると甘睨日印告していた．、しかし、訓練場

両ではrバイバイ」以外の有意味な発訂汗棚…認されなか／二Jた．、平仮名Ltt全酢を正しく薄く

ことができ、リンゴの絵を見て「り、ん、ご」と表記することや「なに食べたいの」とい

う問いかけに対して「さかな」と文字で轟いて伝達することができた。

訓練開始時のK式発達診断検査では誰知・適応領域小カ月（DQ＝34）、言語・社会領

域16カ月（DQ＝14）、全領域32カ月（DQ＝27）であった。また、脳波検査では左半

球にce■lt′ml（lul－IiIl州t．Si唖Ie叩ikeが反緯していた日用研式。LAC一一Ilの蕎綱即戒で
は第2段階の「不適切な斉拍」の段階と評定さj■し、絵柄机、発達診断検査ではV∧4才3
カ月であった‖

剛櫻行動：音声模倣スキルの形成。日本紺の里抒節を膜倣発声すろことができろように
なる．．

訓練手続き‥単音節をiil帽宵、歯首・歯茎首、硬LI蓋・軟LI蓋音の3群に分け、それぞ
れの畔の単音節を個別に訓練した。1セッションの訓練は、最初にテスト条件でテストを

行い、その後に訓練条件に入った。テスト条件でH、訓練者は単音節を呈示し対象児に模

倣させるが、正反応でも誤反応でも一一一定の言綿的応答を行った（ハイ、ジョウズなど）∩

訓練条件では、訓練者は対象児と対面して着席し、里音節を呈示する∴il三しく模倣され

た場合、あるいは類似した音声が発声された場合には、社会的な強化子（はめ言葉、頭を

2本症例以「年長日間的発達瞳害児，発達瞳宵者の宵声模倣訓練仁構普情動の特徴から一・一」、行動療法研
究．V。t．2什1－．2（；一肌で発爽した症例である，，
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撫でる、握手する）を呈示した。訓練条件中には、口形のモールディング、シェイビング
などを使用した。ベースライン条件、すなわちテスト条件のみで訓練を行わないセッショ

ンでの音声模倣の正反応率がほとんど0％であった歯音・歯茎音については、歯と歯の間

に舌をはさませて口を開閉させるプロンプトを用いた。

また、両唇通鼻音である［ma］については、モデル刺激として［n］を呈示し、この音が模

倣された直後にモデル刺激［a］を呈示し、模倣させて、だんだんとふたっのモデル刺激の呈

示間隔を短くすることで［ma］に近い音を分化強化していった。［S］、［J］に関しては、歯と

歯の間に舌をはさませて息を吐かせることによって出てくる音を分化強化していくことで

［S］、［J］のいずれかの音に近づけていった。

なお、刀ja，両0，叩jw，叩a，乃0，月e，叩，刀iについては訓練もテストも行わなか
った‥．

訓練は群ごとのマルチベースラインデザインで行い、最初に両唇音、次に歯音・歯茎音、

最後に硬口蓋・軟口蓋音の訓練を行った。ベースライン条件はテスト条件のみのセッショ
ンである。

1セッションは約60分間で、最初の20分はフリープレイを行い、その後音声模倣訓

練を20分間、最後の20分間は再びフリープレイを行った。

データの記録：1、2名の記録者がY．Kの発声反応を記録し、単音節記録表に正しく

模倣されたか否かを3段階で記録した。すなわち正しく模倣できた単音節には＋の記号を

記入し、模倣できなかった場合には－の記号を、不十分な模倣発声には士の記号を記入し

た。訓練セッションの約65％が複数の記録者によって記録された。複数の評定者が評定し

たセッションの評定者間の一致率は次の式で計算した。

一致率＝（一致反応数）÷（一致反応数＋不一致反応数）×100

評定著聞の平均一致率は78．5％で（59％～91．2％）あった。

結果

図5－3は、Y．K．のテスト条件下での音声模倣正反応率を示している。ベースライン

条件とはテスト条件のみで訓練条件の含まれていないセッションでの音声模倣正反応率で

ある。各群の単音節ともに、訓練期に入ってから穏やかな正反応率の上昇を示しているが、

硬口蓋音・軟口蓋音は8、9セッションのベースライン条件で正反応率の上昇がみられた。

各単音節群のそれぞれの模倣正反応率が70％を越えた14セッション以降は、単音節

の音声模倣訓練を終了し、絵カードの命名と文字カード（単語）による平仮名の読みの訓
練を開始した。絵カードの命名、及び文字カードの読みはほとんどの絵カードを命名でき、

文字もすべて正しく読むことができたが、発声反応は単音節ごとに発声され、流暢性にか

けていたので流陽な発声反応へ移行させるために命名訓練と文字の読み訓練を続けた。こ

れらの訓練が終了した後の10分間をフリープレイ時間として、Y．Kの発語反応を記録
した。フリープレイ中は、機会利用型指導法を用いて自発発語を増大させることを試みた。
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症例K．11．昭和60年生まれ　訓練開始時年令】0才2ケ月

生育歴妊娠時、出産時には特筆することはなく潜常分娩にて出産。1才10ケ月の頃マ

ンマ、パパなどと話していたが脳炎を起こして、それ以後消失する。6才くらいまで熱発

時にひきつけを起こしていたが、6才以後はひきつけ出ない。
初桓I耐按時の様子要求や発見などの伝達行為はほとんど簡単なジこじスチャー一一や指差し

で行っていたが、発絹は「イヤJ、rハイ」の2縞だけであった－∴許集の理解は廿借的な指
示はほとんど理解しており、日常生活で困ることはないという。絵画言糾、発達検査（PVT）

でft・ト1才2ケ月の宵紺儲連隼令で、ひらがな叫抒声刑激によろ選択はい州％正反応であっ

た。音声模倣が可能な音は、rア」、「ウ」、「オ」、「パ」、「プ」、「バ」、「ブ」、「タ」、「チJ、

「カJ、「コ」で、「ダ」行はの宵Hrりあるいは「Iりの骨／＼置換されていたり
指導日焼ジ二エスチャーーぺ｝指差しでの裾11な二一・ミ＿上ニケ一一シ‡Iンがり能であり、理解言

紬が比較的良好なので、正しい構音の埋科で宵声苦情に上るコミュニケ一一ンヨンが促進す
ると考えられた。

指導方法前記の症例T．（，）とY．Kと同じように既にil三しく発声できる宵から弁別窮状の
できるだけ近い音へシュイビングしていく方法で構洋訓練を行い、l即断こ既に正しく発声

できる音を組み合わせて事物の命名を行うことを訓練した．，訓練者は絵カーードを呈示して

K・Tにその名前を和名させ、1仁しい命名に対してけ誉め言葉や拍手で強化し、娯った命名

に対してけ正しいモデ′レを呈示して模倣させたい耶！トヒッシ≡1ンからはひらがなの読みの

訓練…乙持して行った一、旧年／川より‖馴紺こ＝司、肌用0分間の訓練を行ったい

結果図は症例K．1、の：トヒッシコン連続して11ミしく命名できた絵か一ドの名前を異相し
たものである。
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枚

絵カードの命名は．9セッション目から正しく命名できるようになり、同時に日常場面で

も音声を使っての要求や伝達が見られるようになった。ひらがなの読みは9セッション目

から開始したが、9セッション目の正反応率は10％であったが、26セッション目には4

8％、30セッション目には54％となった。

「今日は誰ときたの」、「何に乗ってきたの」などの簡単な質問に対しても、「か－さん」、

「でんLや」と正しく答えることができ、好きな電車の本を声を出して読むこともできるよ
うになった。

第2節ジェスチャーによる機能的コミュニケ

ーションの形成と指文字を媒介とした音声模倣

スキルの形成

症例0．M．昭和58年生まれ訓練開始時年令12才2ケ月

出産時に特記する問題はなく、EEG，ABR等の医学的検査でも問題は見られなかった。

頻繁なジャンプや事物の置き場所や物事の順番に対する強いこだわりが見られ、自閉症と

診断されている。これまで、フリーオペラント法による指導が数年間にわたって行われて

きたが3、有意味な発語はまったくみられなかった。「お風呂に入ろう」、「学校へいくよ」

3M社会館にて筆者とは別の訓練者によって実施されてきた。
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などの簡単な指示には従うことができた。要求の伝達は手を引いたり、視線で要求対象を
見たりすることで伝えていたが、絵や写真を示したり、動作で要求を伝えたりすることは
できなかった。また有意味な発語もまったく見られなかった。文字は、なぞりがきゃ写し

がきはできたが、音声刺激で文字を選択することはできなかった。模倣可能な音は
la］，li］，［0】，ba］，Pu］，ltaHda］，匹a］，匹0］だけでそれらの発声も緊張した叫び声に近い音であっ
た。音声刺激での絵カードの選択は日常的なものはたいてい正しく選択することができた。

「動物」、「乗り物」などのクラス概念を表す音声刺激での絵カードの選択では、くだもの、

野菜を正しく選択できたが、動物はチャンスレベルでしか選択できなかった。色のマッチ

ングはできたが音声刺激での色カードの選択はできなかった。

目標0．Mの場合、これまで数年間にわたってのフリーオペラント法による指導で、自

発的な発声の反復やくすぐりなどの身体接触による強化が行われてきていたが、発声発語
反応の改善はほとんど見られていない。そのため、本章で報告してきたような構音指導法

で音声模倣スキルを形成することを目標にした。

訓練経過図5－5に示したように第1セッションから8セッションまで本章で述べてき

た構音指導法で音声模倣スキルの形成を試みた。b】朋HtHd】の子音と［aHi】，b］の母音を

組み合わせた音（例えばbi】や匝01）については単音の模倣が可能となったが、発声反応は
ますます緊張した音になり、構音訓練そのものを拒否するようになってきたため、9セッ

ション目からはジェスチャーを用いた事物の命名訓練を行った。

ジェスチャーによる事物の命名訓練

この命名訓練では、訓練者は絵カードを呈示し、ジェスチャーでそのカードを命名する

ことを求めた。正しくジェスチャーで表現することができないときには、訓練者は音声刺

激（例えば「くるま」）とジェスチャー（ハンドルを回す動作）を呈示して、動作を模倣さ

せた。模倣できない場合には身体的ガイダンスを用いてプロンプトした。数試行に1回、

訓練者はお菓子のパッケージを貼り付けたカード（お菓子カード）を数枚呈示し、その中か

ら1枚を選択させ、そのお菓子を与えた。
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l 図 5・5 症例 0 ・M の訓練経過

たいていの絵カードは1，2試行で自発的にジェスチャーで表現することができるよう

になり、21セッション目には24の事物をジェスチャーで命名することができるように

なった。しかし、音声反応による命名はほとんど見られなかった。ジェスチャー訓練と同

時に、獲得したジェスチャーを日常的に使用させるために、機会利用型指導法を家庭場面

で用いて要求をジェスチャーで伝えさせるように指導した。

ひらがなの文字カードの選択と読み訓練

第19セッションからはひらがなの文字カードの選択と読み訓練を行った。これは、0．M

がこれまでの訓練で、事物をジェスチャーで命名することができるようになっていたこと

から、視覚的な刺激を使って音声模倣スキルを形成できるのではないかと考えたためであ

った。ひらがなの文字カードの選択訓練では、ひらがなを書いたカードを5枚机の上に置
き、訓練者の音声刺激に対して対応するカードを選択させた。ひらがなの読み訓練では、

ひらがなカードを呈示して音声反応で読ませたが、46セッションまでの32セッション

の訓練でも、カードの選択、命名ともに改善は見られなかった。
一方ジェスチャーでの事物の命名は容易に学習され、色名のジェスチャーを繋げて、「赤

い傘」、「黄色いコップ」などと命名することができるようになり、さらに、トイレにいく

ときや飲み物が欲しいときなどにジェスチャーで要求することが多く見られるようにな

り、日常的な要求はジェスチャーによって伝達することが可能となった。また、鉛筆削り

が欲しいときには、訓練の行われていないジェスチャーを自発的に作り出して、鉛筆削り

を回す動作をして鉛筆削りを要求することが見られた。

指文字訓練

しかし、音声反応はほとんど自発してこなかった。単語とジェスチャーとの記号関係は

うまく理解できるが、音素と文字の対応は全くできなかった。そこでジェスチャーと類似

の視覚的手がかりとして指文字を使い、ひらがなの選択と指文字による読み訓練を46セ
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ッション目から導入した。単語と絵カードやジェスチャーとの記号関係の学習が容易にで

きるのに、音素と文字の対応付けが困難なのは、単語を音素へ分解することが困難なため

であると思われたので、一つ一つの音素と動作が1対1に対応する指文字の学習を行うこ

ととした。あ、い、うの3枚のひらがなカードを机の上に置き、訓練者は音声刺激（例え

ば「あ」）を呈示しながら、（あ）の指文字を呈示した。正しく選択できなかった場合には、

0．Mに指文字を模倣させて（たいていの場合、0．Mは自発的に模倣した）、ひらがなカー

ドを選択させた。文字の読み訓練ではひらがなカードを呈示して指文字で対応する指文字

を作ることを求めた。誤反応のときは訓練者は指文字のモデルを呈示して模倣させた。5

5セッションからは（お）の文字カードも追加して訓練を行った。

指文字訓練の結果

指文字によるひらがなの文字カードの選択は訓練開始後8セッションで100％の正反

応率を達成し、訓練者がひらがなを呈示しての指文字による読みも7セッション目から1

00％の正反応率となった。54セッション目以降からは、自発的な音声による文字カー

ドの読み反応がゆっくりと出現してきた。また、ジェスチャーによる事物の命名訓練の際

に自発的な音声模倣が出現してきた（図5－6）。
音声刺激への移行訓練

指文字と音声刺激の同時呈示によるひらがなの文字カードの選択が可能になったが、指

文字と音声刺激のどちらの刺激が選択反応を統制しているかを調べてみると、音声刺激単
独ではまったく文字カードの選択ができなかった。そこで、61セッション目から、指文字

の刺激制御を音声刺激へ移行させる訓練を行った。この移行訓練では、訓練者は最初音声

刺激を単独で呈示し、文字カードを選択させた。誤反応や無反応のときには指文字を呈示

して、文字カードを選択させた。

「あ」、「い」、「う」、「お」の4つの文字カードでの選択は困難であったため、「あ」、「お」

の2つの文字カードの選択訓練から始め、その後3つの文字カードの選択、4つの文字カ

ードの選択を行った。
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反応率の推移

3文字の弁別は急速に獲得されたが、4つの文字の弁別は約50％で終始した。これは

「う」と「お」の弁別が特に困難であったためである（図5－7）。しかし、この音声刺激へ

の移行訓練中にも自発的な発声が頻繁に見られるようになった。

同様に、「か」、「き」、「く」、「け」、「こ」の指文字による選択と命名、1から5までの数

字カードの選択と命名を行い、それぞれ音声刺激への移行訓練を行った。いずれの課題も

指文字による選択と命名は1，2セッションで学習されたが、音声刺激単独提示での選択

はできなかったので、音声刺激への移行訓練を行った。移行訓練では、か行のひらがなの
は59セッションから開始し、78セッションまでの19セッションで音声刺激での選択

が可能となり、数字カードの音声刺激での選択は67セッションから開始し78セッショ

ンまでの19セッションで可能となった。

音声による命名訓練

ジェスチャーによる事物の命名訓練、および音声刺激での文字の選択訓練中に、自発的

な音声模倣が出現してきたので、第77セッションからは、音声による事物の命名訓練を

行った。ジェスチャーによる事物の命名訓練と同じように、事物あるいは絵カードを呈示

して、それを命名させた。ジェスチャーだけで応答したときには音声刺激を呈示して、そ
れを模倣させた。

その結果、第82セッションには、「ペン」、「ニヤーオ（猫）」、「コップ」、「ワンワン」、

「ブッブー（車）」、「パン」の音声での命名が可能となった。84セッションには、「ポッポ

（鳩）」、「ボール」、「モー（牛）」、「カニ」も命名可能となった。

第3節まとめ

この章で報告した症例に用いた訓練手続きの基本的なアウトラインは、ある単音素を基

準としてその音素からできるだけ単純な運動反応の変化によって生み出される音素へ（す

なわちもっとも弁別素性の近い音素へ）と形成していくことである。それによって、声帯
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の振動の有無、舌の位置、鼻腔への反響の有無などの発声反応の基本的な運動反応の学習
をねらいとするものである。

構音スキルを細かくみていくと、多くの単音素は子音＋母音であり、子音は声帯の振動

の有無と呼気が鼻腔を通過するか口腔を通過するか、そしてどこでどのように調音するか

によって、異なる子音として出現してくる。すなわち子音は声帯の状態、軟口蓋の位置、

調音の仕方、調音の位置の4つの状態の組み合わせから作られてくる（柴谷ら、1981）。

今回報告した4症例はいずれも年齢が高く、また訓練期間が短期間にもかかわらず、音

声模倣スキルを習得した。実験的統制はケースY．Kのみにしか行われていないので、こ

の訓練手続きの妥当性と有効性については、確実な論議が難しいと思われるが、これまで

の訓練手続きの改善に何らかの情報を提供するものではないかと思われる。とりわけ、各

対象児・者の年齢が高いにもかかわらず、速やかに音声模倣を習得したこと、さらに音声

模倣から自発的な音声言語の使用へ速やかに移行した点について考察していく。

一つには、従来の音声模倣訓練は、どの音素をどんな順番で訓練するかについては、訓

練者のプロンプトしやすい音あるいは視覚的に確認しやすい音などの基準で進められてき

たので、結果的に系統性のないものとなっていた。この系統性のなさは、個々の音声反応

をそれぞれが独立した反応単位と考えられていたためではないだろうか。今回報告した症

例では、個々の音声反応それ自体よりもその音声反応を作り出している運動反応（声帯、

軟口蓋の位置、調音の仕方、調音の位置）を学習させようという視点から、訓練刺激を系
統化させていった。

例えば、「バ」という音声反応レパートリーを持つ子どもの場合は、口唇が呼気によっ

て破裂し、声帯がふるえ、舌が中ほどに置かれるという運動反応の組み合わせで音が産出

されている。もし、この子どもに次の反応レパートリーとして「タ」を教えようとすると、

舌の位置は歯茎に変化し、しかも声帯は振動させないという複数の運動反応の変化を起こ

さねばならない。しかし、「パ」という音であれば、「バ」の構音からの変化は声帯を振動

させないだけの変化であり、同様に「ダ」も舌の位置の変化だけでよく、運動反応の変化

が単純であるので、構音の獲得は用意であると考えられる。つまり「バ」と「パ」との違

いを教えることは、声帯の振動の有無という基本的構音スキルを教えることとなり、「バ」

と「ダ」との違いを教えることは、舌の位置の変化を教えることとなる。

症例Y．Kで両唇音、歯茎音、口蓋音の三群ごとにマルチベースラインデザインで訓練

を実施したのは、各群の中では構音器官の運動の変化が少ないと考えたためである。

また、両唇音である［p］，［b］，［m］は各々の音素が声帯を振動させるか否か、鼻腔で反響

させるか否かという弁別素状の違いで構音される。このことは、また同様に歯茎音

lt］，［d］，［m］、口蓋音［k］，［g］，［77］の違いにも適用される。

このように日本語には、日本語の音素を作り出す一定の運動反応の組み合わせというあ

る種のルールがあり、これを学習させることができれば、新しい音素の獲得に非常に多大

な時間が必要となったり、以前学習した反応が消失してしまったりという問題が生じにく

いのではないだろうか。

今回報告した症例の音声模倣習得の早さは、このような構音スキルに関する一定のルー

ルの習得と何らかの関連があるのではないかと推測される。実際訓練場面では、ある単音

素、たとえば［ka］が模倣できるようになると、［ki］，［ku］，［ke］，［ko］や［ga］がすぐさま模倣

可能となった（症例T．0の場合は［ma］を習得することで［mi］，［mu］，［me］，［皿0］）。これは
［k］の音素の発声の仕方が学習されたときに、子音＋母音というルールが適用されたり、

声帯の振動の有無というルールが適用されたために、これまで訓練されたことのない単音

素が模倣可能となったのではないかと考えられる。

障害児・者の音声言語獲得を困難にしている要因の一つとして、構音失行様症状がみら

れることがある（若林・西村、1988）。彼らは、その具体例として［皿a］を模倣しようとして

［ba］となったり、［pa］が［ba］、［mamna］が［abababa］と発声してしまうことをあげている。
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本研究でも、T．0．とY．K．で［pa］が［ba］に、［ta］が［da］にと有声音化してしまったり、
［ma］が［pa］あるいは［ba］と発声されることは、かなり頻繁にみられた。

しかし、［pa］あるいは［ta］が有声音化してしまうことは、声帯を振動させないという構

音スキルが不十分であるためであり、また［ma］が［pa］や［ba］へと変化してしまうのは、呼
気を鼻腔へ反響させることができないためである。そして、これらの音を適切に発声させ

ていくためには、声帯を震わさない、あるいは鼻腔へ呼気を反響させるという運動反応を

適切にプロンプトしていく必要がある。今回報告した症例では、無声音［h］を強力に確立し

ておいてその直後に［pa］、あるいは［ta］を発声させることで、うまく［p］と［b］、［t］と［d］

の模倣反応の分化が確立できた。同様に鼻腔音［n］を形成し、［n］が強固に確立できた後［n］

と［a］を、はじめはゆっくりとふたっの音の間隔をあけながら発声させ、次第に間隔を短く

していくことで、［ma］を形成することができた。これは、鼻腔で音を反響させるという構
音スキルと［a］の母音を発声するふたっのスキルを最初は別個に、次第に接近させて一つの

構音スキルとして形成できたと考えられる。
たとえ、発語失行様の症状であっても、また、単純な音声模倣手続きで構音が困難であ

ったとしても、一つ一つの単音素を作り出している発声器官の運動反応へと細かく分解し、

それを組み合わせていくことを指導することで、音声模倣が可能となる場合があるのでは
ないだろうか。

今回報告した4症例のうち0．M．を除く症例では、音声模倣訓練、絵カードの命名訓

練を経て（Y．Kでは機会利用型指導法による指導も行われた）、自発的で機能的な音声言
語の使用が観察された。

訓練で習得されたスキルの般化は、計画的な指導によらなければならないとする考え方

が一般的となっている（KazdinandBootzin，1972；RincoverandKoegel，1975）。すなわち、
訓練で獲得された命名反応が機能的で自発的に使用されないという問題が従来の指導技法

では大きな問題点とされてきたが、この問題についてはさまざまな理論的実験的研究が報

告されてきており、般化や命名反応の自発的J機能的使用を阻害する要因が従来の指導技
法（本研究で用いた技法にも共通して）にあったと考えられる（大野ら，1985）。

しかしながら今回報告した3症例は文字やジェスチャーを機能的に使用することがで

き、音声模倣スキルが獲得されることで、速やかに自発的で機能的な音声言語の使用に至
った。

伝統的指導法の問題点として指摘されてきた般化の妨害や自発性の低下は、訓練中の強

力な刺激統制や訓練場面と日常場面との強化の違いによる弁別のためであると考えられて

きた（大野ら，1985）。しかし本研究での4症例は、従来の技法と同一の場面設定や強化シ

ステムで訓練されてきたにもかかわらず、自発的で機能的な音声言語へ移行していった。

これは、症例0．Mを除く他の3症例がすでに文字やジェスチャーによる機能的なコミュ

ニケーション・スキルを持っていたために、文字と機能的に等価的である音声反応を置き

換えたためではないだろうか。また、症例0．Mでも、ジェスチャーを用いた機能的なコ

ミュニケーションができるようになった後で、音声模倣スキルが確立し、指文字の学習を

経て機能的な音声言語が見られるようになった。

当然のことながら、自発的で機能的な音声言語の使用を目的とする言語訓練において、

音声模倣スキルは必要条件のごく一部であるだけにすぎないが、ジェスチャーや文字など

の音声以外の媒体によって自発的で機能的なコミュニケーションを用いることは、音声言

語への移行の下位スキルを構成することになると考えられる。

アメリカ合衆国を中心とした海外の自閉症児や精神発達遅滞児の言語訓練の動向は、ロ

バースらの技法を中心とした、音声模倣訓練から絵カードの命名、そして音声言語の自発
的機能的な使用の訓練である機会利用型指導法へと展開されているが、音声反応以外の非

言語的なスキルによって、機能的な伝達行動を形成した後に、音声模倣スキルを訓練する

ことによって、機能的な音声言語の獲得へいたる可能性が今回の4症例で示唆される。
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従来、音声言語獲得の年齢限界は10才未満とされてきた（若林・西村、1988）。しか

し今回報告した4症例が、その年齢限界を超えており、単純に年齢が高いから言語獲得が
不可能であると考えることよりも、どんなスキルを獲得しているかによって音声言語獲得

の可能性を探求していくことがより建設的なアプローチであろうと思われる。

自発的で機能的な音声言語の獲得にはどんなスキルが必要であるのかについて、実証的

なデータはほとんど示されてきていない。音声模倣スキルは、音声言語獲得には絶対に必

要なスキルではあるが、決して十分条件を満たすスキルではない。

症例0．M．では、指文字によるひらがなの学習が構音スキルの改善に貢献していると

考えられた。単語の音声刺激による事物の選択が既に可能であり、ジェスチャーを使った

事物の命名が急速に学習されたことに比して、単音の音声模倣スキルの学習が非常に困難

であった。また指文字によるひらがなの学習で、指文字と同時呈示された音声刺激をまっ

たく弁別していなかったことから、単音に対する刺激の過剰選択（Levaas，Schreibman，

Koegel，andRehm，1971）が生じていたと考えられる。

このような傾向は成人の失語症患者にも観察され、物井（1979）はブローカタイプの失

語症患者は流暢タイプの失語症患者よりも単音の復唱能力とかな文字の書き取りとの相関

が高いことを報告している。そして、この問題は、単語をその組成に分解し、個々の音を

取り出して、構音運動およびかな文字と対応させる能力（音韻抽出能力）に問題が生じて

いるためであるとしている。

0．M．においても、音声刺激として呈示された単語の弁別は成立していたので、音声

刺激による単音の弁別の困難性は、この音韻抽出能力の問題と考えられる。視覚一視覚の

同一モーダルである指文字とひらがなとの対応関係の成立は単音の弁別を高めたと考えら

れるが、クロスモーダルな聴覚一視覚の対応関係の学習（音声刺激による文字カードの選

択）には、音声刺激への移行訓練が必要であった。このことから、症例0．Mのクロスモー

ダル障害（Bryson，C．Q．，1970；Tubbs，VK‥，1966）が関与している可能性が示唆される。
音声模倣スキル訓練は単調でストレスフルな訓練となりやすい。それゆえ前言語的な反

応で十分な伝達行動が成立していないと、対人回避傾向を強め、音声反応を訓練者が求め
るだけで要求行動そのものが消失してしまうことが考えられる。
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第6章　タクトとイントラバーバ

ルによる象徴機能の獲得を目指し
ての試み

これまでの症例でマンドの形成の問題（第4章）、音声反応の形成の問題（第5章）を

報告してきた。事物の名称が理解でき、個々の事物の名称をいうことのできる段階に到達

した知的障害児の言語指導として、次に準備される課題はいわゆる概念学習と呼ばれる色

や形、大きさ、重さなどの基本概念の習得である。事物の命名では、意味するものと意味

されるものとが任意な関係で関連付けられる任意マッチングスキルが不可欠となる。概念

学習では、さらに意味される対象が刺激間あるいは課題間の共通要素（クラス概念）や刺

激と刺激の関係性を抽出し、それを弁別刺激とする学習へと発展していく。そしてこのよ

うな概念学習はより高次な学習の基礎になっていくと考えられている（杉山1976）。

自閉症児や知的障害児の話し言葉の獲得とさらに高次な言語機能としての概念学習の困

難さは、象徴機能の障害による音声の記号化が欠陥しているためであると説明されること

が多い（若林・西村，1988；Wing，1976）。これは応用行動分析の立場からは任意マッチ
ングスキルの獲得（Saunders，K．JandSpradlin，J．E．，1989，1990，1993）や刺激クラス
の形成、刺激等価性の出現の困難さの問題として考えることができる（山本，1992）。

応用行動分析では、サンプル刺激（訓練者が提示する刺激）と比較刺激（訓練対象児が選択

する刺激）が任意な関係にあるとき、これを任意マッチングと呼んでいる。たとえば、「りん

ご」という音声サンプル刺激が提示されたときに、りんごを選択するのは任意マッチングで

あり、この任意マッチングは言語学習に不可欠なスキルである。さらに、一つのサンプル刺激

に対して一つの比較刺激が対応する任意マッチングから、複数のサンプル刺激に対して共通

の反応をする場合（たとえば、犬、猫、馬に対して「動物」という言語反応をする場合など）、
これらの複数のサンプル刺激は刺激クラスを構成していると呼ばれる。

近年、応用行動分析の研究では、直接訓練無しで出現する派生的な刺激一刺激関係が注

目されている。刺激Aに対して刺激Aを選択することができ（以降A→Aと記述）さらに刺
激Aに対して刺激B、さらに刺激Bに対して刺激Cを選択する訓練を受けた場合、直接訓

練を受けないで、B→A、C→Bという関係（対称律）が出現したり、さらにA→Cとい

う関係（推移律）やC→A（等価律）関係が出現することがある。このような刺激等価性

（Sidman，1971）の成立は、直接訓練を受けずに成立する刺激関係を飛躍的に増大させる

ので、認知発達に重要な役割を果たしていると考えられてきている（山本，1992）。

一般に概念と呼ばれているものに、動物や食べ物、乗り物、赤い物といったクラス概念

と呼ばれているものと、大小、長短、数などの認知的な概念がある。これらの概念は、前

者を「物の概念（classconcept）」、後者を「関係の概念（relationalconcept）」と呼んで

いる（Bourne，1970；Wkight，Cook，Rivera，SandsandDelius，1988）「物の概念」は、動
物であれば4本の足というように、複数の刺激の共通特性を弁別刺激とした弁別反応であ

り、「関係の概念」とは、刺激と刺激との関係性を弁別刺激とした弁別反応である。
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概念は行動理論の立場からは条件性弁別（conditionaldiscrimination）の問題として扱
われている。ハトなどのヒト以外の動物に概念を形成しようとする試みは広く行われてお

り、「物の概念」の形成では、ハトで「木」、「水」、「ヒト」の概念が形成されたと報告され

ている（SiegelandHonig，1970；HerrnStein，Leveland，andCable，1976）。また、チンパ
ンジーでは5色の色の概念形成が可能であったとの報告がある（浅野、1983）。ヒト以外

の動物を対象とした研究では、「物の概念」の形成よりも「関係の概念」の形成がより困難

であるとされている。これは、「物の概念」が刺激の物理的特性に基づくのに対。して、「関

係の概念」が刺激の物理的特性以外の刺激（刺激の分脈）を手がかりとしなければならな

いためである。実際、ハトでは「関係の概念」の形成は非常に困難であるとされているが、

チンパンジーでは可能であると報告されている。

一方、発達障害児に、概念形成を試みた報告では、トウチェット（1968）が左右の概念

を、フリッシュとシューメーカー（1974）は「～の横（nextto）、「～の下（under）」、「～の

上血pof）」という前置詞に対して正しく反応することや「最初」と「最後」や「～の前

（before）」と「～の後（after）」（Lovaas，1977）などの概念形成も試みられている。また、
竹花、丹波、竹花（1990）は、複数のカードに対して、「色」、「形」、「分類」などの6つ

のカテゴリーで表現することを教えている。

これらの報告で主として用いられている訓練方法は見本合わせ課題（matching・Sample

PrOCedure）で、見本刺激が呈示されたときにそれと同じ（あるいは対応する）比較刺激

を選択すれば強化が与えられるという方法である。

概念学習では、ある種の概念が形成されたと考えるのは、訓練課題以外の新しい刺激に

対して正しく反応できるようになった時点である（般化スキルの獲得）。例えば、自動車の

絵カードを子どもに呈示して、同じ絵カードを選択させる場合、この訓練が終了したと

き、訓練で用いられなかった絵カード（例えば飛行機）を呈示されても、同じ飛行機の

絵カードを選択できるようになっていなければ、「おなじ」という概念が形成できたとはい

えない。もし、自動車に対しては同じ絵カードを選択できるが訓練されていない新しい

刺激カードに対しては正しい選択ができないとすれば、これは単に、「もし～なら、～
する」という反応にすぎない。

このように概念の形成とは、訓練されていない課題に対しても、同じように課題解決が

できることを意味する（般化スキルの獲得）。大小、長短、多い少ない、食べ物、動物など

の基本的な概念から出発して、より複雑な関係性を弁別刺激とする事ができるようになれ

ば、類推的な推論や能動的な問題解決、論理的思考ができるようになるだろう。

このような観点からすると、発達障害児に概念形成を試みることは、他者とのコミュニ
ケーションを高め、知的な発達を援助することになると考えられる。

第1節　大小概念の形成の試みに見られた音声

刺激の機能化の問題　症例N．S．．，TY．，TUH
対象児は3名の男子自閉的精神発達遅滞児で、対象児の生活年齢、新版K式発達検査（以

下K式発達検査）での発達指数は表6－1に示したとおりである。また、K式発達検査で

の概念に関係すると考えられる7つの項目の通過状態を表6－2に示した。

N・S・は話し言葉でその場に応じた適切な会話ができるが、無意味な奇声も多く、物を分

解したり、ネジをはずしたりすることに固執することがある。これまで行動療法による指
導を受けたことはない。

表6－1対象児の年令と発達指数
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対象児 年令 ．K 式 発 達診 断 検

査

N ．S ． 8 才 10 ケ月 D Q 72

T ．Y 9 才 2 ケ月 D Q 4 2

T ．U ． 6 才 0 ケ月 D Q 50

T．U．は、2歳半から筆者によって「フリーオペラント技法」（による言語訓練を受けて

いた。訓練前には話し言葉はなく、意味不明の奇声と強いこだわりがみられていたが、本

訓練開始時点では、話し言葉は流暢で、場面にあった適切な会話ができるようになってい
た。

T．Yは、3歳から1年間筆者による「フリーオペラント技法」による言語訓練を受け、

その後課題学習を中心にした訓練を受けていた。課題学習では、一文字の読み書きを中心に

数の学習等が行われた。本訓練の開始時点では、自分の要求に応じて3語文程度で話すこ
とができるが、奇声も多く、カレンダーやポスターなどに対して強いこだわりを示し、一

定のリズムで身体をゆすったり、物をたたいたりする自己刺激行動も頻繁に見られる。

3名の対象児すべてが、K式発達検査では、色の命名ができるが、大小、長短の弁別は

できなかった。また、T．U．を除いては、重い軽いの弁別もできなかった。これらの点から

この3名は基本的な概念の形成が困難であると考えられたので、本研究の対象として選ば
れた。

表6・2K式発達診断検査での各対象児の通過項目

標 準

通 過 年

A
‾Tつ

2：3・2：6 2 ：6・3：0 3：0－3：6 3：6・4：0 4：0－4：6 4：6・5：0 5：0－5：6

項 目 大小比較 長短比較 美の比較 重 さ比較 色 の名称 数選 び 左右弁別

N ．S ． （－） （－） （－） （－） （＋） （十） （＋）

T ．Y （－） （－） （－） （－） （＋） （＋） （－）

T ．U ． （－） （－） （－） （＋） （＋） （＋） （－）

手続き

訓練刺激は色や形が同じで大きさの異なる2種類の具体物（赤い）コップ、木目の積み木）

を用いた。訓練者は対象児と机に向かい合わせに着席し、机の上にコップ（あるいは積み

木）をおく。訓練者は、被験児に「大きいコップ」（あるいは「小さい積み木」）と教示し

た。訓練は、被験者間でのマルチベースラインデザインで行われた。

ベースライン条件（B．L．）では、訓練者はオモチヤを机の上におき、「大きいコップ」（あ

るいは「小さい積み木」）と指示する。正しい選択、誤った選択のいずれに対しても訓練者

はうなずくが言語的な反応はしない。
訓練条件では、訓練者は「大きいコップ」という音声刺激とともに動作手がかり（「大

きい」の場合は両手を広げ、「小さい」の場合は両手の人差し指同士をくっつける）を呈示

する。対象児が正しいオモチャを選択したら、はめ言葉や握手、頭を撫でるなどの社会性
強化子を随伴する。間違った選択に対しては、修正試行は行わずまた強化子も随伴しない。

訓練試行は1セッションで10試行ずつ（「大きい）」が5試行、「小さい」が5試行）、オ
モチャの配列や弁別刺激の呈示順序は一定にならないようにした。1回の訓練時間中で、

各々の組み合わせ（コップと積み木）を各10試行ずつ行った。

コップ、積み木の両方の課題に対して、90％以上の正答率が2セッション連続した場合
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に、訓練を終了として、プローブテストを行った。

プローブテストは、訓練課題と同じ刺激、手続きで行われたが、訓練者の動作手がかり
は呈示しなかった。また、強化刺激の呈示は行わなかった。プローブテストで80％以上の

正答率が得られた場合には、転移テストを行った。転移テストは、訓練課題と同じ方法で、

アヒルのオモチヤ（大・小）、パンのオモチヤ（大・小）、電池（大・小）の3つの組み合
わせに対して行った。各々の組み合わせに対して、4試行ずつ（大2試行、小2試行）、合

計12試行を行った。テスト裸題では動作手がかりは呈示しなかった。

プし卜一ブテストで附一㍍，以上のIlミ答申が得られなかった場合には、訓練課題を川いて、修

正試行を用いた再訓練が行われた。再訓練の手続きは訓練手続きと以下の点を除いて同一一
である。誤反応がみられたときには訓練者は「違う」といって、「大きい」あるいは「小

さいJという動作手がかりを呈示して修正試行を行った。各試行の正しい反応に対して

は、訓練期と同様な社会的強化刺激を行った（図6－1）。

図6－2に示すように、3名の対象児すべてが、訓練用の指導によって、訓練刺激（コッ
プ、積み木）に正しく反応できるようになった．っ
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対象児N．S．はプローブテストで90％の正反応率で反応することができ、転移テストで
も83％の正反応率で反応することができた。よって、この対象児では、音声刺激が十分に

弁別刺激として機能していたと考えられ、さらに2椰類の訓練課題の学習から、訓練され

ていない他の具体物の大小弁別も可能であることが示され、大小の概念が形成されたと考

えられた∴LY．は、動作刺激が伴われないプローブテストでのjE反応率は50％と、まった
く偶然のレベルでしか反応できていなかった∩一打な）ち1、．Y．は、訓練試行中のプロンプト

刺激である動作手がかりに対して反応しており、「大きい」あるいは「′トさい」という音声

刺激は弁別刺激として機能していなかったと．考えられるn T．し1．では、プトトーブテストでの
正反応率は70％と、チャンスレベルを上回るjl三反応率を示したが、基準（HO％以上正反応）
には達しなかった．，

従って、1、．Y．と11．U．に対しては、修．iL：技法を川いた帖訓練を行い∴「．Y．け7セッション

で、T・1．Lは3セッションで完成基準に到達した。再訓練後のプロ一一ブテストでは∴l■・Y・は
50％、T．LJ．は1．00％の虹反応率を示した。また∴11日は転移テストでも8：けらの正反応率を
示した∩

このことから、1、．Y．では再訓練によっても、音声刺激が弁別刺激としての機能を損得す
るにはいたらなかったといえる。1、．1」．では、プl・卜一プテストで音声刺激が弁別刺激として
機能していることが示され、さらに、転移テストで訓練されていない具体物に対しても大

小の弁別ができ、大小の概念が形成されたと考えられる。

11．Y．に対する追加訓練

修正技法を用いた訓練でも、音声刺激を弁別刺激とする事ができなかった11．Y．に対しては、

さらに訓練者の動作手がかりを模倣させてから、選択反応を行わせる訓練を続けた。
追加訓練は次のようにして行ったr，
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訓練者は「大きいコップ」のような音声刺激を呈示し（動作手がかりは呈示しない）、

つぎにT．Y．に「大きい」（「小さい」）に対応する動作手がかり（両手を広げる、両手の人
差し指を合わせる）を行わせた。動作手がかりが間違っていた場合には、訓練者は正しい

動作手がかりを呈示し、それを模倣させたのちに選択反応を行わせた。ただし、このとき

の反応は正しい選択であっても、プロンプト反応として記録した。
80％以上の正反応が得られた時点で、転移テストを行ったところ、67％の正反応率が得

られたので、さらに過剰学習を4セッションにわたって続けた。その後再び転移テストを

行ったところ、100％の正反応率が得られた（図6－3）。
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考察　　　　　　　　　　　　　　　・

本研究では、3名の発達障割引こ大小概念の形成を行うことを目的としていた。3名の

対象児それぞれで、大小概念が形成されたと考えられる時点は異なっていたものの、訓練

課題以外の具体物の大小弁別も可能であったことから、すべての対象児が大小概念を習得
したと考えられる。

そこで、発達障害児に概念学習を試みる際の、いくつかの論点について、木研究で川い

た技法を中心にして考察していく。

①概念学習甲準備性について
本研究の対象となった3名の発達陣幕児は、訓練開始以前に大小や長鮎などの概念を本

当に獲得していなかったのだろうか。たしかに木研究のすべての対象児はIく式発達検査

の検査項目のうち、色の名称や数選びという通過年齢の高い項目に正しく反応できている

のに、木研究の目的とされた大小比較や長短などの、より通過年齢の低い項馴こ対しては、

K式発達検嵐山．t、jJてしく反応でていなかったい「関係の概念」は、共通叫物理的特姓を弁

別刺激とする　r物の概念」よりも高次なものと考られている（CarLeri川tIWcrllCr．1！）78）。

色の名称や数選びなどは刺激の共通特性に対する弁別反応と考えられるので、Ⅰく式発達検

査上、より通過年齢の高い概念が獲得されているからといって、通過年齢の低い概念が獲

得できているはずであると仮定することはできない。しかし色や数といった概念を媚得し
ているうことは、少なくとも刺激と刺激との共通性を弁激とする反応を習得する能力を持
っていると考えられるだろう。

N．S．は、訓練試行をわずか2セッションで終了し、しかも転移テストで高いil三反応率を
示した。また、－ll．U．も再訓練を含めても6セッションで大′ト概念を獲得している。このよ

うな学習の早さは、r物の概念Jがれていることとなんらかの関係があるのかもしれないり

行動理輪の立場からこれらのことを考えると、すべて（ノ）概念学習け条件粧弁別刷関越と考

えられ、色や数などの概念を持ちていることは任意マッチングという般化スキルを持って
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いることを示している。すなわち、「大きい」という音声弁別刺激に対して一方の比較刺激

を対応づける能力を持っている。N．S．やT．U．の場合は、この般化スキルが適用されたため

であると考えると彼らの学習の早さは驚くことではないだろう。N．S．やT．U．がこれまで大

小などの概念を習得していなかったのは、それらを学習する機会が十分ではなかったこと
が考えられる。

では、T．Yは他の2人と同じように色や数の概念を習得していたのに（すなわち、任意

マッチングスキルを持っていたと考えられるのに）、本研究での大小概念の習得がなぜ困難

であったのか。この点についてつぎに考えていく。
②音声刺激の機能化の問題

本研究で用いた手続きでは、音声刺激を弁別刺激とする事が目的とされた。しかし、概

念形成という点では、弁別刺激とする刺激は音声刺激でなくとも、動作刺激でも文字刺激

でもかまわない。実際ほとんどの動物実験では視覚刺激がサンプル刺激として用いられて

いる。両手を広げるという動作刺激下では、大きい方を選択し、両手の人差し指を合わせ

るという動作刺激下では、小さい方を選択することができ、しかも他の訓練課題以外のサ

ンプルへもこの学習が転移したとすれば、大小概念は習得されたと考えられるだろう。

本研究で音声刺激を弁別刺激とする事を目的としたのは、日常生活場面での利用性や文

字刺激への移行を考慮したためである。しかし、今回の手続きでは、大小概念の形成と動

作手がかりから音声刺激への刺激統制の移行という二つの訓練要素を含んでいたと考えら
れる。

T．Yは動作手がかりから音声刺激の移行が困難であったことが、2つのプローブテスト

で明らかである。そのため、動作手がかりを弁別刺激とした大小概念が形成されていたの

だが、動作手がかりから音声刺激への移行が困難であったためにプローブテストでの正反

応率が低かったのか、大小概念の形成そのものが困難であったのかは明確になっていない。

この点を明らかにするためには、プローブテストと同時期に、転移テストを行ってみる

必要があった。また、3名の被験児はいずれも2－3語文程度で適切な会話をする事がで

きたが、自発的な発語のなかで「大きい、小さい」等の発語はみられなかった（エコラリ

ックな応答はあった）。またT．Yはコマーシャルの反復や意味不明のジャーゴンが他の2人

と比べて明らかに多く、これらの問題が訓練結果になんらかの影響を及ぼしたことも十分

考えられ、今後の研究課題として重要な点であると考えられる。

では、T．Yに行われた追加訓練手続きは、どの様な役割を果たしていたのか。この手続

きは、訓練者の音声刺激に対して一定の動作を行う訓練であるので、対象児自身が産出し

た動作手がかりを弁別刺激とすることができ、動作手がかりから音声刺激への刺激統制の
移行を促進したと考えられる。成人の精神発達遅滞者に条件性弁別の形成を試みたサンダ

ースとスブラッドリン（1990）の研究では、サンプル刺激の命名訓練が、サンプル刺激の弁
別を促進し、その結果条件性弁別の獲得が促進された例を報告している。本研究のT．Yに

対する追加訓練は、訓練者の呈示するサンプル刺激（「大きい」あるいは「小さい」という

音声刺激）に一定の動作を対応させる訓練であり、命名訓練と同様にサンプル刺激の弁別

を促進したのではないかと考えられるが、この点については、もっと系統的な研究の必要
がある。

③大小概念獲得の基礎スキルについて

サンダースとスブラッドリン（1989，199q）は、任意マッチングに必要な基礎スキルとし
てサンプル刺激の弁別、比較刺激の弁別、サンプル刺激が比較刺激の選択反応を統制する

ようになることの3つの要素スキルをあげている。彼らは試行錯誤手続き（正しい選択に
対して強化が与えられ、間違った選択には消去される）で条件性弁別の獲得が困難であっ

た精神発達遅滞者に、これらの3つの要素を別々に、あるいは複合させて訓練したところ

（blocked・trial手続きと呼ぶ方法を用いている）、1つ以上の要素スキルが訓練された後で
だけ条件性弁別反応が獲得され、さらに、複数の条件性弁別反応が獲得されたあとでは、
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試行錯誤手続きだけで急速に新しい条件性弁別反応が獲得されていくことを示している。

彼らの研究は、任意マッチングに関するもので、すなわち、サンプル刺激と比較刺激との

1対1の対応関係をつくる条件性弁別である。概念形成では、サンプル刺激と比較刺激の
弁別に加えて、サンプル刺激が比較刺激の関係性に基づく選択反応を統制するようになら

ねばならない。このためには少なくとも2組以上の比較刺激選択を同一のサンプ／レ刺激が

統制するようになる必要がある。

サンプル刺激が比較刺激の関係性に基づく選択反応を統制するようになるためには、ど

の程度の比較刺激のペアが必要なのであろうか。本研究では、コップと積み木の2組の比

較刺激が用いられただけである。比較刺激のペアが多くなれば関係概念の形成はより速や

かに進むのだろうか。この点を系統的に研究してみれば、関係の概念の形成に必要な基礎

スキルがもっと明らかになるだろう。

次に、本研究では、「大きい」と「小さい」という概念形成が1セッション内で同時に

行われていた。この二つの弁別を同時に行うことが本当に必要であったのであろうか。条

件性弁別はA→Bという選択反応が獲得されれば、対称関係（Symmetry）としてのB→

Aも直接訓練なしで選択できるようになる（Sidman，Rauzin，Lazar，Cunningham，Tailby，
and Carrigan，1982）。したがって、「大きい」という概念形成ができれば、排他関係とし

ての「小さい」という概念も獲得される可能性がある。もし、そうであれば、一方の弁別

反応が獲得された後では、もう一方の弁別反応はよりスムーズに進むので、訓練手続きは

本研究で用いたものよりも、よりシンプルなものとできるだろう。

最後に、サンダースとスブラッドリン（1990）では、いくつかの条件性弁別反応が獲得

されたとき新しい条件性弁別反応が急速に試行錯誤手続きで獲得されている。このように、

いくづかの概念が獲得されたとき、別の概念の獲得は、より速やかに進むようになるのか
もしれない。

第2節イントラバーバル反応と刺激一刺激間

関係（症例M．Al）

本研究の対象児M．A．は自閉的行動を示す知的障害児で、音声刺激による色概念の学習

が困難であった。これまでの色概念の学習訓練は、見本合わせ（matchingtosample）手

続きで行ってきた。すなわち、2種類の色カードを対象児の前に置き、訓練者の呈示する

音声刺激（例えば「あか」）を弁別刺激として、対応する色カードを選択させる。正しい選
択に対しては、少量のお菓子が強化刺激として呈示された。訓練は週に2回、約1年間に

わたって行われたが正反応率は58％から75％の間で推移し、安定して90％以上の正反応

率が得られる事はなかった。block・trial手続き（Saundersand Spradlin，1989）を導入し

たが、色カードを音声弁別刺激よって選択することはできなかった。

また、色カードの命名は、色カードを呈示し、「これは何色？」と問いかけ、色名を答

えさせた。誤反応、無反応の時には色名のモデルを提示し模倣させ、継次的にモデルをフェ

イディングして訓練したが、正しく色名を答えることはできなかった。また、視覚刺激（赤

という漢字など）を弁別刺激としたマッチング訓練を行ったがチャンスレベル以上の正反

応率は得られなかった。

色の分類課題では（いろいろな色の事物を用意し、同一の色カードの上にそれらの事物

を分類して置く課題）、1、2回の誤反応が見られたあと100％の正反応率で遂行する事が

1本研究は、「自閉的行動を持つ重度知的障害児の色概念の形成一音声刺激による選択と命名反応の形成
－」、特殊教育学研究，34（4），p．39－46，1997．として報告したものを加筆修正したものである。

76



できた。同様に、色カードを見せて「これと同じ色のものをちょうだい」という課題も100％

の正反応率で遂行できた。対象児は、ある事物が提示されたときにそれと同色の色カード

を選択することができ、また色カードが提示されたときには同じ色の事物を選択すること

ができた。すなわちりんごが提示されたときには赤の色カードを選択でき、黄色の色カード

を見せられたときにはバナナやレモンを選択することができていた。色カードをC、事物を

BとするとC→B、B→Cという関係（対称性、以後B⇔Cと記述）が成立していた。また、

事物の名称を言うことや「イチゴはどれ？」という音声刺激に対して正しく事物を選択す

ることができていたので、事物の名称をAとすると、A→Bという刺激一刺激関係や事物

（B）を弁別刺激とした音声分化反応も成立していた。

これらの事から考えてみると、A→B、B⇔Cという関係とBに対する音声分化反応か

らA→C関係（「りんご」という音声刺激に対して赤色の色カードを選択する）や色カード

を「りんご」と命名する事ができていたのではないがと推測される。

このように一つの言葉「りんご」が事物の名称を表す言葉としてだけでなく、色や感

触などの状態表示的側面を表す言葉（物の属性に対する命名）として般化的に用いられる

ことは、幼児期によく観察される。例えばOkamoto（1962）は、生後10ケ月の幼児が玩

具の白い毛製のスピッツを「ニヤンニヤン」と呼んでいたことを報告し、その後その幼児
がこの言葉を動物一般へ般化させていく方向（猫やトラを「ニヤンニヤン」と呼ぶ）と毛の

材質に対する感触を基礎とした般化方向（白い毛のチョッキを「ニヤンニヤンチョッキ」

と呼ぶ）へと拡大使用していく経過を報告している。

そこで、このABC間の関係の中に色の名称（例えば「あか」など）を関係づけることで
色カードの選択と命名ができるのではないかと考え、イントラバーバル（血加Verbal）反

応をABC関係の中に関係づけることを試みることにした。

イントラバーバルはいわゆる慣用句、決まり文句であり、例えば「昔々」という言葉

はそれが他者によって話された言葉であっても話し手自身の言葉であっても、弁別刺激と

して機能し「あるところに」という言語反応を生じやすくなる（Whokur、1976）。そこ
で対象児に具体物を弁別刺激として「りんごは赤」、「バナナは黄色」などのタクトを形成

すれば、このタクトを手掛かりとして「りんごは」という音声弁別刺激に「あか」と反応
するイントラバーバル反応ができるようになり、これまでのABC関係から色カードの命

名と選択が可能になるのではないかと考えた。

このような考えから、本研究の目的は、1．「あかは？」などの色名を問う音声刺激に

対して、正しい色の具体物や絵カードを選択できるようにする事、2．色カードの命名を
形成する事とした。

方法

対象児1981年生まれの自閉的行動を示す知的障害児（訓練開始時10才4ケ月の女子）。

幼少時よりH医大にて行動理論に基づく指導を受けてきた（着席訓練、音声模倣訓練、弁

別訓練）。本研究開始前の新版K式発達診断検査でのDQは40（認知適応54、言語社会27）
である。要求を単語や単語の組み合わせで伝える事ができ、ひらがなの読み書きがほぼで

きる。数の操作はまったくできなかった。行動面では、髪の毛を切ったり、他者の眼鏡を

たたき落としたりする行動があり、周囲の注目を引こうとする行動が様々な形で見られる。

訓練手続き：訓練はマルチベースラインデザインによって、6種類の色を2種類づっ（赤

と黄色、青とピンク、緑と黒）の3組に分けて訓練を行った。

訓練刺激：訓練刺激は、6色の色か一ド（赤、黄色、青、ピンク、緑、黒）と具体物や

事物の絵カードを用いた。イントラバーバル反応形成訓練では、模型（りんご、バナナ）、

絵カード（桃、海、木、カラス）を刺激として用いた。
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ベースラインとして、音声刺激（例えば「あか」）と色カードとの見本合わせ手続きによ

る訓練を行い、その後次のような手続きで訓練を行った。

①タクト形成訓練　この訓練では、個々の色に対応する刺激に一定のタクトを学習させ

る。たとえば、赤色に対応する具体物刺激（りんご）を呈示し、「りんごはあか」、あるい

は、バナナ（黄色の対応刺激）には「バナナはきいろ」というタクトを形成する。この学

習には、プロンプトとフェイドアウトを用いて、個々の具体物刺激に対するタクトが10

0％正しく出現するまで続けた。各々の色とそのタクトは表1に示した通りである。

②タクトを伴う選択訓練　まず、りんごあるいはバナナなどの訓練刺激を呈示し、①

で訓練したタクトを言わせる。タクトが出現しないときや間違っているときには、タクト

のモデルを呈示して、正しく言わせた。その後、りんごやバナナなどの訓練刺激の代わり

に2種類の色カードを呈示し、色名を（例えば「あかは？」）聞いてカードを選択させた。

色カードは対象児の机の上に順序が一定にならないように配置し、各6試行ずつ、計12
試行を1セッションとして行った。正しい反応に対しては強化が行われた。

③命名訓練　タクトを伴う選択訓練の正反応率が90％を超えた時点で、色カードを呈示

し色名を答えさせる命名訓練を行った。無反応あるいは誤反応の場合には具体物刺激（リ

ンゴの模型）を呈示し、「りんごの？」という言語的ヒントを与えた。

いずれの訓練でも、一次性の強化子は用いずにはめ言葉、握手などの社会的対応によっ

て強化を行った。また、選択訓練、命名訓練の開始前に、毎回のセッションで、タクト形

成訓練を行い、具体物刺激に対する言語反応が維持されるようにした。

④般化テスト　タクトを伴う選択訓練で90％以上の正反応率が3セッション以上続いた

時点で、「あかは？」などの音声によって呈示される色名にしたがって、訓練で用いられた

以外の事物や絵カードを正しく選択できるかどうかのテストを行った。テストは、訓練で

用いられた具体物刺激以外の事物や絵カードを各色毎に3種類づつ用い（合計6種類）、「あ

かは？」という音声弁別刺激を提示して選択を行わせた。各々2試行ずつ合計12試行を

行い、正しい反応、間違った反応のいずれに対しても「はいじょうず」という言葉かけの

みを行った。各々の色のテストで用いられた刺激は表2に示してある。

テストで90％以上の正反応率が得られない場合には次のタクトをプロンプト試行に用

いた色カードの弁別訓練を行った。

⑤タクトをプロンプト試行に用いた色カードの弁別訓練　この訓練は赤と黄色のセット

について行われた。対象児の前に2種類の色カ．－ドを呈示し「あかは？」と訓練者が言い、
赤の色カードを選択させた。誤反応、あるいは無反応の場合には、模型を見せて①で習得

した言語反応を言わせてから選択させた。ただしこの場合はプロンプト反応として、正反

応としては記録しなかった。

結果

図6－4に示すように、最初のペアである赤と黄色では、タクト形成訓練が終わって各々

の色に対する特定の言語反応が習得された後、5セッションで正しく色カードを選択する

事ができた。また色の命名訓練も訓練実施後2セッションで正しく色名を言う事ができる

ようになった。しかし、訓練刺激以外の刺激を用いたテストでは、十分な般化を示さなか

った。そこで先の⑤で述べた言語反応をプロンプト試行に用いた色カードの弁別訓練を行

ったところその後のテストでは100％の正反応率を示している。
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表6－3色名とイントラバーバル反応

色名　　　　　イントラバーバル反応

赤

黄色

青

ピンク

黒
縁

「りんごはあか」

「バナナは黄色」

「海は青」

「桃はピンク」

「カラスは黒」

「木は緑」

また、第2のペアのピンクと青では、タクト形成訓練が終了した直後から選択反応、命

名反応ともに100％の正反応率を示し、テストでも100％の正反応率を示した。第3

のペア（黒と緑）では、タクト形成訓練終了直後では選択反応は100％の正反応率であ

った。命名反応はゆっくりとした学習を示したが、これは、緑の命名ができなかったため

であった。誤反応の多くは「き」と命名してしまう事であった。その後のテストでは10

0％の正反応率が得られた。

表6－4　般化テストで用いられた刺激

赤

黄色

ピンク

青

緑
黒

般化テスト刺激

赤いフーセンの絵カード、赤い傘の絵カード、ポストの絵カード
レモンの絵カード、マヨネーズの絵カード、黄色い積み木

ピンクのマーカー、ピンクの服の絵カード、ピンクの色鉛筆

青いバケツの絵カード、青い座布団の絵カード、青いフーセンの絵カー

メロンの絵カード、キュウリの絵カード、キャベツの絵カード

ピアノの絵カード、蟻の絵カード、黒色のペン

考察

本研究では、見本合わせ手続きで音声刺激を弁別刺激とした色の選択と色の命名がで

きなかった1人の自閉的行動を示す知的障害児に色カードの選択と命名の学習を行った。

本研究で用いた手続きがこの対象児にとって有効であった事は、結果が示す通りであ

る。特に、いったん訓練者の音声刺激に対して色カードが選択できるようになり、また色

カードの命名ができるようになった後の般化テストでは100％の正反応率を示している。
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これはいくつかの事物を色次元に基づいて分類できていた対象児にとって、同じ色の事

物は色カードを弁別刺激とした反応クラスを形成していたと考えられる。そのため色カ←

ドの選択や命名ができるようになることでその刺激統制は同一の反応クラスのメンバーへ

色
カ
ー
ド
の
選
択
と
命
名
訓
練
の
正
反
応
率

色名（音声）に対する選択訓練の正反応率と
色カードに対する命名反応の正反応率

と般化したと考えられる。

本研究の手続きは具体物の模型や絵カードに対して「りんごはあか」等の新しいタクト

を形成し、これまで対象児が習得していなかった色カードの命名と選択を行わせようとす

るものであった（図6・5，6・6）。
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命名訓練では、色カードが捏示され、色名を答える事が要求され、誤反応あるいは無反

応のときにはプロンプトとしてりんごの模型と「りんごの？」という音声弁別刺激が捏示

された。この手続きには、プロンプト刺激としてりんごの模型と「りんごの？」という二

つの刺激が提示されている。訓練者の提示する「りんごの？」という音声刺激は、りんご

の模型に対して形成された「りんごはあか」というタクトを、「りんご」という音声刺激に

対して「あか」と音声で反応（イントラバーバル反応）させることになっていたと考えら
れる。

図6・6　タクトをプロンプトに用いた選択訓練

対象児の「あか」という音声反応は、プロンプト刺激（りんごの模型や訓練者の「りん

ごの？」という音声刺激）なしで、赤色の色カードに対して生じるようになっている。し

かし、どのようなプロセスでこの反応が可能となったのかについては、疑問が残る。「りん

ごの？」という音声刺激に対して「あか」とイントラバーバルできるようになったため、

りんごの模型（B）に対して「りんご」とタクトできた対象児が、対象児自身の「りんご」

というタクトを弁別刺激として「あか」とイントラバーバルし、その反応を赤色の色カー

ドへ転移させたのだろうか。あるいは、B⇔C関係が成立していたので、りんごの模型に

対しての「りんご」というタクトは、赤色の色カードに対しても同様に「りんご」とタク

トできていたかもしれない。もしそうであれば、赤色の色カードに対する「りんご」とい

うタクトを弁別刺激として「あか」とイントラバーバルすることも可能となる。

選択訓練では、第1ペアの結果が示すように、タクトが形成され、色カードの命名が

可能となっただけでは、「あかは？」という訓練者の提示する刺激に対して、訓練刺激以外

の刺激を正しく選択する事は見られなかった。その後のタクトをプロンプト試行に用いた

色カードの弁別訓練で訓練刺激以外の刺激への般化が見られた。結果で述べたように、第

2、第3ペアの選択反応はタクト形成訓練だけで成立しており、第2ペアでは命名反応も
成立した。

この事は、第1ペアで行われたタクトをプロンプト試行に用いた選択訓練が重要であっ

た事を示している。

タクトをプロンプト試行に用いた選択訓練では、訓練者が「あか」という音声刺激を提

示し、誤反応あるいは無反応の場合には模型を提示し、「りんごはあか」とタクトさせて色

カードを選択させた。対象児は、この訓練中、訓練者の提示する「あか」という音声刺激

に対して、「りんごはあか」とタクトしながら正しいカードを選択していた。りんごの模型

はフェイドアウトされていくので、「あか」という音声刺激（D）に対して「りんごはあか」

というタクトを自発させる。対象児は、「りんご」という音声刺激に対してりんごの模型を

選択でき、またりんごの模型に対して同じ色の事物や絵カードをマッチングする事ができ

ていたので、「あか」という音声刺激に対して「りんごはあか」とタクトできるようになる
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事（あるいは「りんご」とイントラバーバルできるようになる事）で、訓練刺激以外の刺

激を選択できるようになったのではないかと考えられる。

命名訓練では、模型に対して形成されたタクトを順向的にイントラバーバルする（音声

刺激「りんご」に対して「あか」と言う）事で色カードの命名が可能となるが、選択訓練

では逆向的に（音声刺激「あか」に対して「りんご」）とイントラバーバルする事が必要と

なったため、タクトをプロンプト刺激とした選択訓練が必要となったのではないかと推測
される。

本研究の手続きではどのプロセスによって色カードの命名や選択が可能になったのかに

ついて明確にする事ができない。これを明確にするためには、赤色の色カードに対して「り

んご」とタクトする事ができていたかどうか、「りんごの？」という音声刺激に対して「あ

か」とイントラバーバルできるようになっていたかどうか、りんごの模型に対して「あか」

とタクトするのかどうかという点について、明確にしておく事が必要であった。

もう一つの重要な点は、既知の刺激に対して新しいタクト（例えば「りんごはあか」）

が形成されるだけでは、イントラバーバル反応とはならないという点である。第1ペアに

対する訓練は、タクトをイントラバーバルへと変化させる訓練として機能していたと考え

られ、その訓練が行われた後では、第2、第3ペアで推測されるように、新しく形成され
たタクトをイントラバーバルへと変化させることが直接の訓練無しでできるようになって

いたのではないかと考えられる。その結果、第2ペアではタクト形成訓練だけで、命名、

選択ともに直接訓練無しでできるようになったと考えられる。しかし、この点についても

どの手続きによってタクトがイントラバーバル反応となったのかが明確でない。どの時点

でタクトがイントラバーバル反応となったのかが明確になれば、イントラバーバル反応と

色カードの命名・選択反応との関係を明らかにできるだろう。

しかし、第3ペアにおける緑色のカードに対する命名反応はゆっくりとした学習を示し

ている。データとして示す事ができないが、3つのペアの中でタクトの形成が一番困難で

あったのはこのペアであった。また、選択課題はほとんど100％に近い正反応率が維持さ

れていたが、選択反応の時に対象児が自発的に命名していた言語反応は多くの場合に間違

っていた。たとえば、訓練者が「みどり」という弁別刺激を呈示した時、対象児は「きは

みどり」という言語反応を自発する事ができなかったが、正しく緑の色カードを選択する

事ができていた。その他のペアの場合では、訓練者の弁別刺激に対してそれに対応する言

語反応を自発しながら選択反応を行っていた。

そして、第3ペアにおける選択反応中の誤った命名は、色カードの命名が正しく行える

ようになるにつれて減少し、色カードの命名が100％正しくできるようになると、選択反

応中の誤った命名は12試行中2試行のみ（17．7％）となっていた。

これらの事には、命名反応の反応型の問題が関与しているのではないかと思われる。「み
どり」と言語反応をする事が被験者にとってかなり困難な反応であったため、タクト形成

訓練にも多くの訓練試行が必要となり、また「き（木）は？」という訓練者の提示するプ

ロンプトに対しても正しくイントラバーバルする事ができなかったため、命名訓練が必要
となったと考えられる。

この手続きは、色次元にしたがって事物を分類できることやイントラバーバルが可能な

症例ならば特定の具体物に対してタクトを形成し、その言語反応をプロンプトとして用い

た選択訓練は、言語的な弁別刺激による概念学習（物の属性に対する命名）が困難な症例

に、有効な技法となるのではないかと思われる。
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第3節　イントラバーバル反応を用いた数字の

命名（症例YI．）

知的障害児の中には事物に対する命名や音声刺激による事物の選択ができているのに、

色や数といった概念的な言葉の習得に困難を示す場合がある。これらの症例の中には、ジ

ェスチャーや文字などの視覚刺激による色や数などの概念学習が可能となる場合があり、
視覚刺激から音声刺激へ刺激統制を移行させる手続きが重要である。

谷（1992）は大小概念の形成で、また山崎（1996）は貨幣価の理解で、音声刺激が弁別刺
激として機能化していくようすを報告しているが、今回報告する症例では、イントラバー

バル反応（ⅠⅤ）を用いる事で概念学習における音声の機能化が成立する事が見られた。

イントラバーバル反応は、いわゆる慣用句で音声刺激を弁別刺激とした音声反応であり、
例えば「昔々」と言う音声刺激に対して「あるところに」と反応するような言語反応であ

る。すでに言語レパートリーとなっているような事物の名前を用いた短文（例えば「リン

ゴはあか」）を学習させ、その後「りんご」という音声刺激に対して「あか」という言語反

応をIVさせる。このIVが成立する事で、リンゴと赤色の色カードがマッチング出来る
場合、赤色の色カードを「あか」と命名できることがある（谷、1997）。今回の報告では、

この手続きを応用して数字の命名と選択反応が可能であった症例を報告する。

症例YI．訓練開始時年令（11歳5ケ月）の男子知的障害児。多動及び注意の集中困難

があり、薬や洗剤の名称に対するこだわりが見られ、ごみや落ちているものを食べるなど

の異食行動が見られる。脳波異常があり、現在オーラップを服用している。
具体物に対する命名や音声刺激による具体物の選択は可能で、色の名称や簡単なクラス

概念（動物、食べ物、乗り物）も習得している。しかし、大小や長短などの関係の概念は
習得されていなかった。

数に関しては、数字カードに対する命名やタイルを数える事は長期間の学校や家庭での
指導にもかかわらずできなかった。しかし、1から10までの数タイルと数字カードとの
マッチングは100％可能であった。数字カードの命名はこれまでの学校での指導ではまっ

たく効果がなく、すべての数字カードに対して「5」と命名してしまっていた。

そこで、この対象児に数字カードの命名とタイルの命名を教える事を今回の目的とし
た＿

手続き

ベースライン：最初に1、3、5の数字カード、タイル、音声反応（例えば「サン」）と

の刺激一刺激関係を調べた。図6－7に示したように、対象児は数字カードを提示し対応す
る数のタイルカードを選択する事はほぼ正しくできていたが（A→C、C→A）、数字カー

ドを命名する事や音声刺激に対して数字カードを選択する事（B→A関係）、タイルの命名

と選択（B→C関係）はできていなかった。下記の訓練刺激カードと数字カード、タイル

カードとのマッチングは100％正しくできていた。
タクト訓練：次に、1個のおにぎり、3個のボール、5つのイチゴをそれぞれ書いた訓練

刺激カードを準備し、それぞれに対して、以下のようなタクトを自発するように訓練した。

おにぎり…「おにぎりはイチ」
ボール…「ボールはサン」

イチゴ…「イチゴはゴ」
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これら3つの訓練刺激カードをランダムに提示して15試行連続して正しくタクト出来

る様になった時点で、このタクト反応がIVとして機能しているかどうか、及びABCの
刺激一刺激関係について調べた。

結果

タクト訓練は、2セッション90試行で完成基準に達した。

IVテスト：訓練者は3つの言語刺激（例えば「おにぎりは？」：刺激群D）をランダ
ムに2回づっ提示して、対象児の言語反応をまった。誤反応に対しては、「サン」などの正

しい言語反応を提示して模倣させた。

刺激群Dを弁別刺激としたIVでは3つの言語反応に対して6試行中5試行で正しくI

V反応が見られた。しかし、訓練者が「イチ」と音声刺激を提示しても、6試行すべてで
無反応であった。

ABCDEの刺激一刺激関係テスト：ABCDEの関係についてベースラインと同じよ
うにテストを行った。

数字カードの命名テスト（数字カードを提示し、命名させる）：訓練された3つの数字
のうち1と3についてはそれぞれ2回とも正しく数字カードを命名する事ができた。5に

刺激　　E］A B　　〆E］

「ポールはサン」　「ポール」　「サン」

すでに成立していた刺激一刺激闇係と訓練
された刺激一反応関係

派生的に出現したくしなかった）刺激一
刺激闇係と刺激一反応闇係

TR　訓練課題
IV　イントラバーバル

一一．一〇一一一一一一一一一一一一　派生的に出現

図6－7症例Y．Iの既に確立していた関係と派生的に出現した
関係

ついては間違って命名されていた。

B－Aテスト（例えば「イチ」と訓練者が音声刺激を提示し、数字カードを選択させる）：
3つの数字カードすべてについて正しく選択する事ができなかった。

B－Cテスト（音声刺激「イチ」に対してタイルカードを選択する）：このテストでは、

6試行中2試行しか正反応は見られなかった。
タイル命名テスト（タイルカードを提示し命名させる）：このテストでは6試行中5試

行に正しくタイルカードを命名する事ができた。
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D－Cテスト（訓練者は例えば「おにぎり」という言語刺激を提示し、タイルカードを
選択させる）：このテストでは6試行すべてで正しくタイルカードを選択する事ができた（図
6－8）。

考察

訓練刺激を弁別刺激としたタクトは、少なくとも刺激群DにおいてはⅠⅤ反応として機

能していた。そして、数字カードとタイルカードの双方に対して高い正反応率で命名する

事ができるようになった。一方、音声刺激に対する数字カードの選択は正しくできるよう

になったが、タイルカードについてはできなかった。

これを機能的等価性の観点から考えると、対象児は数字カードと数タイルの命名反応を

新たに学習したIV反応によって、学習していると考えられる。つまり、数字カードの命
名は、刺激群D（例えば「ボール」）と関係づけられたIV反応（「サン」）がD→C、C→

Aという関係を通して命名されていると考えられ、同様に数タイルもC→E、E→Dの関
係から命名されたと考えられる。

「ボール」という音声刺激が「サン」というIV反応を生じさせるようになった事が、

図のような派生的な刺激一刺激関係や刺激一反応関係を生み出したのに対して、「サン」と
いう音声刺激はIV反応「ボール」を生じさせなかった。この事が、「サン」という音声刺

激を弁別刺激としたA，Cの選択反応が成立しなかった要因ではないかと考えられる。

しかしながら、すでに対象児が獲得している刺激一言語関係（例えばボールの絵カード

を「ボール」と命名する）に、新しくIV反応を関係づけることで、これまで困難であっ

た刺激に対する命名が可能となる事があると考えられ、この技法は有益な技法となるので
はないかと考えられる。

正
答
数

数
字
　
の
　
命
名

〃Ⅰ タ
イ
ル
の
命
名

8
－
C
テ
ス
ト

ロ
ー
C
テ
ス
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図6－8症例Y．1のプローブテストの結果
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第4節中度知的障害児の疑問詞（「どこ」、「だ
れ」）に対する応答訓練（症例でⅠ）

WH型の疑問詞に対する応答を獲得する事が中度・重度の知的障害児には困難である事

が指摘されており、またその臨床的重要性も指摘されている。本研究では、1名の知的障

害児に疑問詞（「どこ」、「だれ」）に対する応答反応を指導し、概念学習の視点から考えて
みた。

症例T．Ⅰ養護学校中等部に通学する知的障害児訓練開始時年令11才0ケ月。意味不
明の奇声をあげる事もあるが、2～3語文で要求を伝えたり見た物を報告するために使用

する事ができる。5才から応用行動分析による指導を筆者が実施している。これまで、平

仮名の読み書き、数の学習、大小概念の学習などを行ってきた。音声刺激による学習が非

常に困難で、音声刺激による平仮名の選択、音声刺激による大小弁別には長期の訓練が必

要であった。対象児は、絵カードや写真を見て、「公園」、「学校」、「○○さん」などと場所

の名前や人の名前を言う事ができた。また、平仮名や漢字を読んで、場所や人物の絵や写

真を選択する事やそれらの絵や写真を見てその名称を書く事もできた。K式発達診断検査

でのDQは認知適応42、言語社会41であった。てんかん発作があり現在服薬中（テグレ
トール）である。

手続き

訓練教材：場所の名前が書かれた文字カード2種類（場所の名前カード）と人の名前の

書かれた文字カード（人の名前カード）、「場所」、「人の名前」と書かれた文字カード。「ど

こ」、「だれ」と書かれた文字カード。

ベースライン：「○○さんは、○○へ行きました」という短文を話し言葉で聞かせ、復

唱させる。その後で「どこへいきましたか？」あるいは「誰？」と尋ねた。正しい回答に

対しても、誤った回答に対しても「はいじょうず」という受け答えをした。

分類訓練：訓練者と対象児は机の前に対面して座り、対象児の前に「場所」と「人の名

前」と書かれたカードを置く。その後、場所の名前カード2枚と人の名前カード2枚（セ

ット1、教室・プール、山田・田中）をランダムに手渡し、「場所」、「人の名前」カードの

下に置かせる。正しく置けた場合は、握手や拍手、ほめ言葉などで強化し、まちがった場

合には、「違うよ」と言って訂正させた。強化あるいは訂正させた後で、置いたカードを撤

去し、次のカードを提示した。1セッションを8試行とし、連続3セッション中の2セッ

ションで100％の正反応率が達成された時点で、「場所」、「人の名前」カードと「どこ」、

「だれ」カードとのマッチング訓練を行った。

マッチング訓練：マッチング訓練は分類訓練と同じように対面して座り、対象児の前に

「場所」と「人の名前」と書かれたカードを置き、訓練者は「どこ」あるいは「だれ」と書

かれたカードを提示し、「場所」あるいは「人の名前」と書かれたカードを選択させた。正

しく置けた場合は、握手や拍手、はめ言葉などで強化し、まちがった場合には、「違うよ」

と言って訂正させた。達成基準は8試行連続正反応とし、達成基準達成後、「場所」あるい

は「人の名前」の刺激統制が「どこ」、あるいは「だれ」カードへ転移しているかどうかを

調べるため、転移プローブを行った。

転移プローブ‥対象児の前に訓練1で用いた場所の名前カードと人の名前カードを各1

枚づっ置き、対象児に「どこ」、あるいは「だれ」と書いたカードを提示しながら（訓練者

は「どこ」あるいは「だれ」と言いながら）、選択させた。正しい回答に対しても、誤った

回答に対しても「はいじょうず」という受け答えをした。
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この転移プローブで80％以上の正反応率が得られた場合、新しく、場所の名前カード、

人の名前カードを導入し（セット2、集会所・病院、松田・長島）、分類課題、転移プロー

ブを行った。セット2の訓練が終了した時点で、ベースライン条件と同じ条件で、音声刺

激による「どこ」、「だれ」疑問詞に対する応答をテストした。
結果

図6－9に示したように、セット1の分類訓練はゆっくりとした学習を示し、その後のマ

ッチング訓練では12試行で8試行連続正反応という達成基準に到達した。「どこ」、「だ

れ」カードを提示してのプローブテストでは、100％の正反応が得られた。セット2では、

8セッションの分類訓練で基準に到達し、転移プローブでも87．5％の高い正反応率が得ら

れた。しかし、文字カードを使わないベースライン条件での、音声刺激による応答テスト

では37．5％の正反応しか得られず、音声での応答は困難であった。

そのため新しい刺激セット（セット3、動物園・レストラン、上田・青木）を用いて、

同様の訓練を行った。分類課題の学習は次第に早くなっていき、転移プローブでも100％

の正反応率が得られたが、ベースライン条件での応答テストのパーフォーマンスは向上し
なかった。

移行訓練

そこで、音声刺激へ刺激統制を移行させるため、セット3を用いて遅延プロンプトを用

いた移行訓練を行った。この訓練では、最初に訓練者が場所の名前（例えば動物園）と人

の名前（青木）の書かれたカードを見せながら「○○さんが○○に行きました」という問

題文を口頭で示し、その後で「どこ」あるいは「だれ」と質問し、正しいカードを選択さ

せた（ステップ1）。ステップ1が6試行連続で正しく選択できたらステップ2へ移行する。

ステップ2ではステップ1と同様に口頭で質問するが、場所の名前（人の名前）カードは

裏向きで机の上に置かれ、口頭で返答する事を求めた。正しく返答する事ができない場合

や無反応の場合には、カードを表向きにして返答させた。ステップ2で6試行連続正しく

返答できた場合には、ステップ3に入った。ステップ3ではカードは使用せず、問題文も

返答もすべて口頭で行った。すべてのステップで正反応の時には握手や拍手などで強化し

た。訓練セッションは毎回ステップ1から開始し、順次ステップ3まで行われた（ただし、

第2セッションからはステップ2から開始し、ステップ2の正反応率が80％以下の時には
ステップを下げて行った）。

結果図6・10に示したのは、ステップ3条件での、口頭質問に対する正しい応答反応の

正反応率である。訓練開始後4セッションで音声のみの口頭質問に100％正しく応答でき

るようになった。しかし、新しい刺激セット（セット4）に対しては、50％の正反応率で

しか応答する事ができなかった。セット4の刺激に対して分類訓練を行ったところ、「ど

こ」、「だれ」刺激への転移が見られ、移行訓練では最初からステップ2は100％の正反応

率を示し、ステップ3でも100％の正反応率となった。しかし、新しい刺激セット（セッ

ト5）に対しては全く応答する事ができなかった。セット5では最初に「銀行は場所の名

前だよ」と教示を行ってから、分類訓練を行ったので分類訓練は最初から100％正しく分

類できるた。セット4と同様に「どこ」、「だれ」刺激への転移が見られ、移行訓練では最
初からステップ2は100％の正反応率を示し、ステップ3でも100％の正反応率となった。
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図6－9症例T．1．の「どこ」「だれ」課題の正しい選択率の推移

考察

本研究の手続きでは、学校や公園などの名称をr場所」という言基の刺激統神目二に置き、

また、「田111」「符木」などの名称を「人の名軌　という言燕の刺激統制下に置くために分

類訓練を行った。これは、くだものという刺激に上ってイチゴやリンゴが選択できるよう
になる事と同じように、機能的な等仙クラスを形舟十ろ世ごある。さらに、「どこ」あるい

は「だれJという疑問詞が「場所」「人の名軌　とマッチングされる軍国こよ‘って、「どこ」
あるいは「だJtJ　という疑問詞によって所属クラスのメンバ一一を選択できるようになった。

しかし、新しい刺激セットに対しては分類学習が必要であった事から、対象児はこれま
での言語学習において、場所・人の名酌などのクラス概念が未形成であったと考えられる。
分類訓練のセット数が増えるに辿れて、学習速度が速くなぞ）帆7－Jを示しているので、場所・

人の名前というクラス概念の学習セットができつつあると考えられるかもしれない。

音声刺激によるテストでは、まったく「どこ」、「だれ」という音声刺激への刺激統制の

移行は見られなかったが、移行訓練を行う串に上って抒刑こよる「どこJ、「だれJへの応

答ができるようになった。セット3の刺激に対して、汀声で叫応答ができろよりになった
後では、クラスへの分類ができるようになっただけで抒叫こよる応答も朝敵こなった。
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図6－10症例T．I．の音声刺激への移行訓練

第5節まとめ

この章では、大小や色、数、凝間詞に対する応答などの基礎概念の形成を行った症例を

報告した。とりわけこの章では、音声刺激を弁別刺激とした反応と刺激間の類似性や関係

性を弁別刺激とした音声反応の形成を行った。

大小弁別を目標とした症例T．Yでは音声刺激「大きい」を弁別刺激とした選択が困難

であったが、。「大きいJという訓練者の音声刺激に対して手を拡げるジェスチャーをする
ことで、音声刺激による大小弁別が可能となった。訓練者のジェスチャーに対して、それ

を模倣する事ができていたので、音声刺激に対してジェスチャーをする事は、訓練者のジ

ェスチャーと音声刺激は機能的に等価となる。その結果、ジェスチャーによる大小弁別が
音声刺激へと転移したr，

また、症例M．A．では、条件性弁別手続きでは困難であった音声刺激による色カードの選
択が、イントラバーバル反応の形成によって可能となった。同様に、Ⅰ．Y．も数字の命名と

選択がイントラバーバル反応の形成で可能となった。

これらの症例で共通して用いた手続きは、刺激一刺激関係の形成に刺激一反応関係を用

いるというものである。条件性弁別による刺激一一刺激関係の形成が困難な場合でも、刺激

一反応関係から機能的クラスを形成することで、刺激一刺激関係が成立することがみられ

た。

とりわけ言語刺激を介在するような刺激一刺激関係や言語反応を用いた刺激〝反応関係

の樹立には、イントラバーバル反応を用いる事が効果的であった。

イントラバーバル反応を用いた刺激一刺激関係、あるいは刺激一反応関係の形成におい
て、症例M．A．ではタクトがイントラバーバルとして使用されるようになるには訓練が必要

であった。一方Y．Ⅰでは直接の訓練なしでタクトはイントラバレパルへと変化した。
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元々タクトとイントラバーバルとは別のオペラント行動と考えられており（Partington，

J・W andBailey，J．S．，1993；BraamandPolmg，1983；Luciano，1986）、学習したタクト
をイントラバーバルへと変容させるためには刺激統制の転移訓練が必要である（Braam，

S．J．，andPoling，A．，1983）。パーティントンとベイリー（1993）は、4才から4才半の8

人の正常知能を持つ子ども達でタクトとイントラバーバルの関係を調べ、タクト訓練によ

ってイントラバーバルな言語反応が増大することは実験群の4名のうち1名でしか観察され

なかった。そして、絵カードによって形成された刺激統制を言語的な刺激統制へ移行させ

る訓練によって、イントラバーバル反応を増大させることができる事を報告している。

症例M．A．とⅠ．Y．で観察された現象は、既知の事物の名称（リンゴやボール）と未知

の事物の名称（赤や3）を含むタクトがイントラバーバルに変化するのに伴って、未知の

事物（色カードや数字カード）の名称をタクトできるようになったことである。

このようなイントラバーバルによる新しい刺激一刺激関係や刺激一反応関係の可能性

は、スキナー（1957）やホーンとロウ（1996）によっても指摘されている。またイントラ

バーバルが刺激等価性の成立に寄与する可能性も指摘されている（Loweand

Beasty，1987；DugdaleandLowe，1990）。緑の色カードと三角形を対応づけるとき、「緑
は三角」というタクトが自発され、このタクトがイントラバーバルへと変化して「緑は」

という自分自身のタクトを弁別刺激として「三角形」というイントラバーバルを自発する

ことができるようになると、緑と三角形の条件性弁別は促進される。このようなプロセス

で刺激一刺激間の複雑な関係、刺激等価性の成立を促すのではないかと考えられている

（LoweandBeasty，1987）。
症例Ⅰ．Y．ではタクトがイントラバーバルへ変化するとき、順向的なイントラバーバルは

逆行的なイントラバーバルよりも容易であった。つまり「ボールは3」というタクトは、

「ボールは」という音声刺激に対して「3」とイントラバーバルする反応へ直接の訓練なし

で生じたが、逆向的に「サン」という音声刺激に対して「ボール」とイントラバーバルす

ることはできなかった（症例Ⅰ．Y．）。

タクトを順向的にも逆向的にもイントラバーバルすることができれば、タクトに含まれ

る刺激一刺激関係、イントラバーバルによる新しい刺激一反応関係の学習は非常に効率的

になると考えられる。
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第7章　低年齢幼児の指導と家庭
への介入

第1部の言語獲得の理論的検討とこれまでの症例検討から、言語獲得にはいくつかの前

言語的な下位スキルがあると推測でき、それらの下位スキルが形成されることで音声言語

の獲得が生じるのではないかと考えられる。この章ではそれらの下位スキルを構造的に構

成した仮説的な言語学習スキル獲得プログラムを提案する。

ホーンとロウ（1966）のネーミングについての理論的分析は、言語獲得に至るまでのプロ

セスと必要な下位スキルを明示している。人への注目、前言語的な伝達行動、やり取り行

動、事物の習慣的な操作行動、エコーイング、そして事物の選択や習慣的な操作にエコー

イングが伴われることが、ネーミングの獲得の下位スキルと考えられる。もちろんこれら

の下位スキルには、ベイツやブルーナ一、サベージ・ランボウが検討した言語獲得の前提

となる前言語的な行動が含まれている。

そこで、この章ではこれらの前言語的な下位スキルの形成を試みる仮説的な言語学習ス

キル獲得プログラムを提案し、そのプログラムを適用した症例を報告し、言語学習スキル

獲得プログラムの有効性を検討する。

第1節言語学習スキル獲得プログラム
言語獲得が前言語的行動から系統的に発達してきた結果であると考えると、そのもっと

も基礎にある行動は対人接近行動であると考えられる。これは、ベイツ（1975）やブルー

ナー（1976）が前言語的な人へのかかわりを強調しているだけでなく、障害児の言語指導

においては人への接近行動と身体接触を中心とした多様な強化子の形成を試みることが多

くの成功例を生み、第4章で報告したようにフリーオペラント法やHIROCo法によるマ

ンドの形成でスムーズな言語発達が生じる症例があることからも裏付けられる。

対人接近行動はベイツの考えでは、視線や動作や発声などによる前言語的な伝達行動（叙

述的伝達行為、要求の伝達行為）へと発達する。あるいはブルーナーが指摘しているよう

なやり取り遊びなどの共同行為へと発達する。対人接近行動は、子どもと保護者という自

己と他者の関係がより社会的な行動であるやり取り遊びへと発達する方向と事物を介した

伝達行為へと発達する方向があると思われる。しかも、これらの発達の中には事物を適切

に操作するという行動が含まれ、事物を使った伝達行為や事物を使った共同行為が含まれ
る。

しかし、知的な障害や自閉的な障害を持つ子ども達にこれらの行動を形成するためには

より具体的な行動目標の設定が必要である。言語獲得の前提的スキルとして、人への接近・
注目や視線や動作を使った要求、視線や動作による叙述、事物の適切な操作、やり取り、

音声模倣、音声言語の理解などのスキルの形成があげられる。

第4，5，6章の症例検討から、言語獲得に困難を示す障害児・者にいくつかのスキルを

形成することで言語獲得がうまく進行することがあった。これまで報告してきた症例を言
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語獲得の前提となる前言語的なスキルと対照させて考えて見るとどのようなスキルが欠け

ていたために言語獲得に支障をきたしていたかが推測できる。

表7－1無発語症例の下位スキルの獲得状況一覧（訓練開始時）
T ．A ． R ．T ． U ．T ． T ．0 ‥ Y K ． K ．T ． 0 ．M ．

人 へ の 接

近 ・注 目

△ △ △ △ ○ ○ △

要 求行 動 × × × ○ ○ ○ ×

叙述 行動 × × × ○ ○ ○ ×

物 の操 作 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

動 作模倣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

音 声模倣 ○ × × × × × ×

や りと り △ △ × ○ ○ ○ 〉く

理解 ○ ○ × ○ ○ ○ ○

C A 7 ：3 3 ：9 3 ：9 15 ：1 10 ：5 10 ：2 12 ：2

M A 1 ：6　‾2 ：0 1 ：6 6 ：6 3 ：5 － －
P V T 3 ：0 2 ：0 － － 4 ：3 4 ：2 －
訓練 マンド マンド フリーオ 音　 声 ■音　 声 音　 声 シヾ ェスチ

へ○テント 模倣 模 倣 模倣 ヤー

○…習得していると思われる行動スキル

△・‥部分的に習得していると思われる行動スキル
×…まったくできない行動スキル

音声模倣スキル訓練を行った症例T．0‥、YK．、K．T．では下位スキルのうち習得できてい

ないと思われたスキルは音声模倣スキルだけであったので、音声模倣スキルの習得によっ

てすぐさま機能的な音声言語行動が見られるようになった。症例0．M．ではジェスチャー

による機能的な要求、叙述行動の形成の後に指文字訓練によって音声模倣の習得が可能に

なり、機能的な音声言語行動が出現してきた。

一方マンド訓練やフリーオペラント法の適用事例では、マンド訓練を通した要求行動の

形成やマンド形成訓練に含まれるやり取り行動の形成が言語発達をスムーズに進行させ、

T．A．やU．T．ではその後の順調な言語獲得へつながっていったと考えられる。

訓練開始時の年令も高く、音声模倣スキル以外のスキルをほとんど習得していたと考え

られたT．0‥やYK．、K．T．で音声模倣スキルの習得ですぐさま機能的な言語獲得が見られ

たので、音声模倣スキルの習得は、前言語的な伝達行動を音声言語へと移行させる際に必

要なスキルであると考えられる。また、症例0．M．ではジェスチャーによる伝達的行動の
形成前に行われた音声模倣スキル訓練はうまく行かなかったが、ジェスチャーによる伝達

的行動が形成された後の指文字訓練で音声模倣が自発的に出現することが観察され、その

後の音声模倣スキル訓練が順調に進行したことは、音声模倣スキルの獲得よりも非言語的
な伝達行動の獲得が先行するのではないかと思われる。

また、U．T．を除くすべての症例で言語理解能力は2才を超えていると思われ、言語理解
能力が伝達的行動の獲得に先行すると思われる。すなわち、聞き手行動の獲得が話し手行

動の獲得に先行すると考えられる。

このような点から、言語獲得の下位スキルにも一定の階層性があると考えられ、言語学

習スキル獲得プログラムの作成にあたっては、聞き手行動、非言語的な伝達行動（話し手
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行動）、音声模倣スキルという順序で下位スキルを形成していくことが効率的であると考え
られる。

図7・1は、ここで提案する言語学習スキル獲得プログラムの概要を表している。ベイツ

（1975）は、模倣、道具使用、伝達的意図の3つの能力が闇値を越えると象徴機能が現れ

ると考えており、また、ホーンとロウ（1996）は聞き手行動にエコーイックが伴うことで、

タクトが出現すると考えた。このように、言語獲得の前提となるスキルが習得されたとき

音声言語が出現すると考えられる。

そこで、知的障害を伴う発達障害児でもこの言語学習スキル獲得プログラムによって言

語獲得の下位スキルが形成されるとタクトやマンドなどの言語行動は特別な訓練なしで出

現するのだろうか。また、伝統的な指導法の問題点であった、1つ1つの行動の形成に膨

大な時間と労力がかかり、自発性や般化の欠如、獲得した行動の拡大発展が見られないと

いう点を改善することができるのだろうか。

言語学習スキル獲得プログラムの項目について目標となるスキルとそのスキルの形成技

法について述べる。

人への接近、要求行動の形成

軌糾こよる基木概念の麺椚

図7－1音詩学習スキル獲得プログラム
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人への接近、要求行動の形成と強化子の発見と形成

フリーオペラント法、HIROCo法による言語指導で概観し、また第4章の事例で報告し

てきたように、もっとも基本となる行動は人への接近、要求行動である。これらの行動の

形成にあたっては、佐久間（1978，1988）で報告されているようなだっこやくすぐりなど

の身体接触を使った遊びを展開し、ダッコやくすぐりを子どもが要求するような状態を作

る方法やあるいは、藤金（1988）や第4章で報告した症例T．Aのようにこだわり行動を使

ったり、手の届かない所に要求対象物を置くといった「自己充足困難事態」（藤原，1988）

を設定し、子どもの微細な行動（視線や体の動き）に即時対応する方法を用いることがで

きる。しかし、「自己充足困難事態」の設定はそれ自体が強い刺激統制を作ることになり、

自己充足が困難な事態でしか要求行動が出現してこなくなることが考えられる。あるいは、

子どもの要求対象がこだわり行動や自己刺激行動に関連するようなものである場合には、

いったんその対象を子どもが手にしたら長時間にわたって、人への接近行動や要求行動は

出現しなくなる。例えば、物をくるくる回すという自己刺激行動に没頭する子どもの日常

生活環境から、回しそうな事物をすべて自己充足困難な事態に置くことは実際上不可能な

ことであり、たとえ訓練場面で自己充足困難な事態に置くことができたとしても、それ以

外のほとんどの時間、自己充足行動が強化されてしまうだろう。さらに、いったん子ども

が手にした要求物を、取り上げて再度「自己充足困難事態」に置くことは子どもに対する

嫌悪的な働きかけとなり、対人回避行動を強めてしまうことが考えられる。したがって、

人への接近、要求行動の形成にあたっては、佐久間（1978，1988）や大野（1988）が示

してきたようなだっこやくすぐりといった身体接触を用いた遊びによる方法が基本的な方
法となる。その手順は、大野（1988）がまとめているように、①負刺激・回避反応の除去、

②強化刺激の発見・形成となる。

人への注目反応の形成

だっこやくすぐりなどの身体接触を要求する行動が出現し、人へ接近することが頻繁に

見られるようになったら、それらを社会的強化子として用いて、人へ注目する行動を形成
する。

例えば、だっこを要求してきたとき、訓練者や保護者は子どもが視線を合わせたタイミ
ングでだっこをする。

やり取り行動の形成

要求場面で、事物の手渡し行動を形成する。例えば、食べ物や飲み物の要求が出現した
とき、コップやお皿などの事物を1つ、机の上などに置いてそれを訓練者や保護者に手渡

しさせる。できないときは、身体的ガイダンスを使って手渡しさせ、食べ物や飲み物を強

化子として呈示する。あるいは、子どもが自由に遊んでいるときに子どもの持っているも

のを「ちょうだい」という言葉とともに両手を出して訓練者が要求し、正しく応答できた

ときに「えらいね、ありがとう」などの言語的賞賛とともに軽くすぐることで強化する。

手渡し行動が100％確実に生起するようになった段階でこの課題を達成したものとした。

単純な動作模倣スキルの形成

要求場面で、既に子どもの行動レパートリーとなっている動作を用いて動作模倣を行

う。頭を触る、手をあげる、お腹を触るなどの動作模倣を行う。できないときには身体的

ガイダンスを行う。それらの動作模倣ができるようになったら、新しい動作を導入して、

直接訓練なしでそれらの動作が可能かどうかを試みる（般化模倣）。般化模倣が困難な場合

には新しい動作を次の訓練課題として般化模倣が見られるまで繰り返して行く。

エコーイングの形成
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エコーイング（子どもが他者の言語行動を模倣する）は、子どもの自発的な発声を訓練

者や保護者が忠実に反復することや子どもの発声を反復しながらくすぐるという強化子を
一緒に呈示していると出現してくることがある（佐久間，1988）。また、要求場面で子ど

もの自発発声に随伴して要求を充足することで、自発発声を増加させ、次に訓練者がモデ

ルとなる発声を呈示し、類似した子どもの発声を分化強化していくことで形成することが

できる。Hewett（1965）や梅津（1981）や小林・杉山（1984）が示しているように、単純
な動作模倣から口形模倣、音声模倣へと進めていくこともできる。しかし、第5章症例0．T．、

Y．K．、K．Tで報告したように、音声模倣はプロンプトしやすい音から始めるよりも、子ど

もの自発発声のレパートリーの中から、音の弁別素状の近い音へと形成していくことが重

要である。また、音声模倣の困難な場合にはいったんジェスチャーやサインを形成したり、

症例M．0．のように指文字を媒介反応として、音声模倣へ移行することができた症例もあ

る。音声模倣の形成には人の声を聞き分ける（人の声の弁別）が不可欠であるので、音声に
よる事物の選択がうまくできるようになることで、音声模倣が促進されることもあると考

えられる。要求場面で保護者や訓練者が言語モデルを呈示したときに、構音の誤りがあっ

ても何らかの類似音（イントネーションが類似していたり、モーラ数が合っている）が100％
確実に出現するようになった時点を課題達成の時点とした。

マッチング

手渡し行動ができるようになったら、マッチング課題へ進む。2つ、あるいは3つの事

物をペアで用意し、子どもの前に一方のセットを置き、訓練者や保護者は1つの事物を呈

示し、同じ物を選択させる。このとき、訓練者や保護者は事物の名前を言いながらサンプ

ル刺激を呈示する。訓練課題以外のサンプルを用いて、般化的なマッチングが100％正し

くできるようになった時点を課題達成時点とした。

事物を使った動作模倣の形成

単純な動作模倣ができるようになったら、マッチング課題と同じような状況でいくつか

の事物の中から、その事物を使った動作模倣へ展開する。例えば、コップ、櫛、歯ブラシ

を子どもの前において、訓練者や保護者は「ゴクゴク」と言いながらコップを持って飲む

動作を示し、コップを子どもに選択させて動作を模倣させる。これは事物に対する習慣的

な行動を形成することになり、事物の動作表現、音声による事物の選択へと進む。5つ以

上の事物に対して、事物を使った動作模倣が100％正しくできるようになった時点を課題
達成時点とした。

事物の動作表現と動作の理解
事物を用いた動作模倣ができるようになったら、訓練者は子どもに事物を示さずに言語

刺激（コップと言いながら）と動作を示し（飲む真似をするだけで）、子どもに対応する道

具を選択させ動作を模倣させる（動作の理解）。また、事物を言語刺激とともに子どもに呈
示し（コップを見せて）、対応する動作を事物なしで行わせる（事物の動作表現）。この段

階でエコーイングが十分形成されていると、動作の理解や表現行動の際にエコーイングが

随伴されるようになるだろう。しかし、エコーイングは多くの言葉のない子ども達に一番

困難な課題であるので、音声言語獲得の前段階として動作による事物の命名と理解スキル

を形成しておくことは、早い段階で機能的なコミュニケーションを可能にすることになる。

また、エコーイングの獲得が困難な場合（構音機能の器質的障害など）は、非音声の言語

システム（手話やマカトン）へ移行させていくことが必要となる。10以上の事物に対して

訓練者が呈示する動作を弁別刺激として対応する事物を選択できるようになり、また訓練

者の呈示した10種類以上の事物に対して対応する動作表現ができるようになった時点を
課題達成時点とした。
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動作による要求の表現

動作による事物の表現や理解と平行して、この段階では動作を用いた機会利用型指導法

によって、日常生活場面において事物の要求行動を形成する。要求場面で、動作による要

求表現が10以上の種類の事物に対してできるようになった時点を課題達成時点とした。

事物の適切な操作スキルの形成

これまでの単純な動作模倣や事物を使った動作模倣から、おもちゃやジュースの栓の開

け方、鉛筆の使い方などの生活に関連したいろいろな事物を適切に操作することを教える。

これまで使用したことのない3つ以上の事物（例えば鉛筆削りやハサミなど）に対して、

訓練者のモデルを観察し、その操作方法を習得する事ができるようになった段階を課題達
成時点とした。

音声による事物の選択

いくつかの事物の中から、音声刺激によって事物を選択させる。ジェスチャーや動作で

事物を選択できるようになっているときには、遅延プロンプトとしてジェスチャーや動作

を使用する。この時庭用する音声刺激は事物の動作表現と動作理解で用いたものと同じ物
を用いる。20以上の事物に対して音声刺激による選択が100％正しくできるようになった

時点を課題達成時点とした。

動作模倣、やり取り、事物の選択行動にエコーイングの随伴

これまでのスキルで、動作模倣ややり取り、事物の選択行動や事物の動作表現、理解な

どの訓練課題の中で、訓練者や保護者が呈示する音声刺激に対して自発的なエコーイング

が見られるかもしれない。もし、このような自発的エコーイングが見られない場合には、

エコーイングをさらに強化し、増大させる。音声による事物の選択訓練中に訓練者の呈示

する音声刺激のエコーイングが20以上の事物に対して100％確実に出現するようになった

時点を課題達成時点とした。ただし構音の誤りについては考慮しないで、イントネーショ

ンやモーラ数が一致することを条件とした。

自発的な事物の命名（タクト）反応の形成

これまでのスキルによって、自発的に事物の音声反応による命名（タクト）が出現する

かもしれない。タクトが出現しない場合には、直接タクト反応を強化することを行う。す

なわち、子どもに事物を呈示し、その名称を命名させる。正しく命名できないときには、

モデルを呈示してエコーイングさせる。モデルの呈示はだんだんとフェイドアウトしてい

く。20以上の事物に対して正しくタクトできるようになった段階を課題達成時点とした。

自発的な言語要求（マンド）反応の形成

動作による要求の表現にエコーイングが伴われることで、自発的に事物の音声反応によ

る要求（マンド）が出現するかもしれない。マンドが出現しない場合には、機会利用型指

導法やタイムディレイ法を用いて、マンドを形成する。20以上のマンドが出現した時点を

課題達成時点とした。

分類学習、機能的等価性の形成

事物や絵カードを使って、食べ物、飲み物、乗り物などのクラスに分類することを教え

る。事物や絵カードをその名称をタクトさせながら、さらに「たべる」などの言葉をモデ

ル呈示して、エコーイングさせながら分類を行う。次第にモデルはフェイドアウトする。

これによって、同一クラスの事物に対して、「たべる」、「のむ」、「のる」などの共通反応を
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条件付づけることで、機能的等価性を形成する。同様にして、色や形についても行う。4

種類以上のクラス分類と4種類以上のクラスに対して「～たべる」「～飲む」などの2語

文の形式でタクトできるようになった段階を課題達成時点とした。

イントラバーバルの形成

タクトが確実に形成され、複数の語のエコーイングへと連鎖させていく。例えば、「あ

かいコップ」「ごはんたべる」「ジュースのむ」などの分類学習、機能的等価性の形成で用

いたタクト反応を、「ごほんは？」「ジュースは？」という言語刺激によって「たべる」、「の

む」というイントラバーバルを形成する。

さらに、簡単な文章をエコーイングする訓練を行う。例えば「なまえはこぼやしまさ

やです」というような文をエコーイングさせ、「なまえは」という言語刺激で「こぼやしま

さやです」というイントラバーバルを形成する。10以上のイントラバーバル反応が100％

正しく出現するようになった時点を課題達成時点とした。

第2節家庭への介入

障害を持つ子どもの保護者に対するアプローチは、その重要性と有効性が報告されてき

ている。家庭に訓練場面を設定することで子どもの日常生活における行動が改善されたり

（Schopler and Reichlen1971；Howlin，Marchant，Rutter，Berger，Hersov，andⅥ）le，

1973）、言葉の獲得を促進したり（GoldsteinandLanyon，1971）することがある。また、
訓練場面から家庭への般化を考慮しなくても良かったり、保護者の支払うコストが少なく

なる（Nordquistand Wahler，1973）。一方で、保護者の技術の習得が時として不十分で

あり、そのことがかえって児童の不適切な行動を増加させる恐れがある（Schopler and
Reichler，1971）。杉山（1984）は、訓練担当者として保護者の技術的な問題があり、十

分な準備期間を設けて訓練者としての訓練を受けさせる必要があり、でなければ単に負担

増になるだけであると主張している。

本章で提案する言語学習スキル獲得プログラムでは、保護者は各々の課題を家庭で実行

することになるので、保護者は正の強化子の呈示者であり、子どもの行動のモデル呈示者

としての役割を果たす。さらに、子どもの適切な行動に的確に正の強化子を呈示すること

が必要であり、対人回避傾向を持つ子どもの場合にはそれを緩和するような働きかけが望

まれ（杉山，1984）、マッチング訓練や弁別訓練、機会利用型指導法、タイムデイレイ法

などを用いることが必要になってくるので、行動分析の理論に対する理解と高度な技術の
習得が求められる。

この章で報告する親指導と症例では、2つの方法を用いた。1つは週1，2回、1回60

分の子どもへの直接訓練で、この訓練中に保護者は訓練者の実施している訓練を同じ部屋

で観察し、家庭でどのような課題をどのような方法で行うかを観察、学習する。また、時
には訓練者と同じように訓練を実施したり、子どものプロンプターとして振る舞ったりす

る。訓練者は、保護者の適切な子どもへの働きかけには、積極的な強化を行う。

もう1つは、商用パソコン通信を用いた会議室が開かれ、その中で保護者同士の情報交

換と具体的指導の方法や疑問、問題を議論しあったり、必要なときには指導者がアドバイ

スを示す方法を取った。同時に個別の相談に関しては、電子メールを使った療育相談を行
った。

これらの方法を用いた理由の1つは効率の問題のためである。1回の訓練セッションは

約1時間で、一人の訓練者が担当しているため、保護者の相談や質問に応じている時間的
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余裕がない。このプログラムに参加している保護者のすべてが商用パソコン通信のフォー

ラムの参加者であり、リアルタイムな子どもの状況の報告とアドバイスが可能であるため

会議室と電子メールを用いた。

現在（平成9年8月）、このパティオには約1500件の発言があり、表はその発言のうち

118発言を任意に選び、その発言の内容にキーワードをつけて分類したものである。分類

は、療育情報や本の紹介などの「情報を求める」発言、その依頼に対しで情報を提供した

り、様々な情報（薬物情報や知育玩具の情報）を提供する「情報の提供」発言、家庭や訓

練中の様子を報告した「療育報告」、「療育報告」に対する「コメント」応用行動分析につ
いての解説や知識に関する「ABA」発言、「自己紹介」「その他」の7項目に分けた。1

つの発言が複数の分類項目に当てはまる場合には、別々の発言として、分類した。

図7－2パティオでの発音内容の比率

発言の多くは、「療育報告」とそれに対する「コメント」、「情報求む」、「情報提供」で
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あり、自分の子どもの毎日の変化や家庭での療育状況、訓練場面での訓練状況を報告し、

参加者がその報告にコメントをする形で進んでいる。このコメントは子どもの変化を他の
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参加者が賞賛したり、我が子でうまく行った方法を他の保護者に伝達する、訓練者がアド

バイスしたりするような肯定的な内容がすべてであった。応用行動分析（ABA）に関す

る話題は全体の4％にすぎなかったが、発言番号424・740までの発言の中で用いられてい

る行動分析に関連する用語の頻度を数えると高頻度に応用行動分析の用語が用いられてい

る。図7－3は発言中の行動分析に関連する用語の頻度を示しているが、このプログラム

の初期段階で目標とされているエコーイングやマッチングという言葉が頻繁に使われてい
る。

第3節3事例の報告
ここで報告する症例にはいくつかの共通する点がある。1つは全家族が商用パソコン通

信の障害児教育フォーラムに参加しており、2、3才台の言葉のない状態の子どもを持っ
ている点である。さらにキャサリン・モーリスの「我が子よ声を聞かせて」（1994）を読み、

ロバースの言語訓練プログラムや行動分析の技法に強く関心を持ち、行動分析による我が
子への指導を始めたいという希望から筆者の所へ訓練に通い出している点である。

したがって、すべての保護者が行動分析についての強い関心がもともとあり、いくつか

の書物から行動分析の基礎的知識を得ており、ロバースプログラムのいくつかの課題を家
庭で実施した経験を持っている。ロバースプログラムのような週40時間という訓練は時

間的にも経済的にも不可能であり、そのため、家庭での療育によって穴埋めして行こうと
いう考えがある。

第1項　言語学習スキル獲得プログラムの全体像

訓練プログラムは子どもへの週1，2回の直接訓練とパソコン通信を用いた保護者同士

の会議と電子メールを使った療育相談を行うことから構成されている。直接訓練では保護

者が家庭でどんなことをどんな方法で実施すれば良いかをデモンストレーションすること
が中心的な目標である。

子どもは週1，2回、訓練者の所へ来所し、訓練を受ける。その際、当面の目標と方法

を訓練者は保護者にデモンストレーションする。保護者は次の来所までの間家庭で訓練と

同じ課題と方法で療育を行う。訓練がうまく行かなかった場合は、電子メールやパティオ

の中で訓練者に質問したり、他の保護者からのアドバイス（体験談）を受けたり、次の来

所のときに訓練者に直接尋ねる。

この指導プロジェクトは、平成8年10月から始まり、平成9年1月からは商用パソコ

ン通信でパティオが開設された。現在（平成9年8月）このプロジェクトには9名の言葉

のない子ども達とその保護者が参加しているが、この章では訓練開始後6ケ月以上の経過

している3名について報告する。

3名のプロフィールは次の表に示したように、全員が2才台であり、発語はまったくな

く、KIDS発達検査でのDQは50以下であった。CARS（小児自閉症評定尺度）では3

症例とも自閉症とは判定されなかった。ただし、症例T．Yについては運動機能や感覚機能

に器質的障害が見られるためCARSでの評定は行わなかった。また、すべての症例で医療

機関の診断は「自閉的傾向」と診断されていた。このプログラムの基礎となっている4つ

のスキル（簡単な動作模倣、やり取り、エコーイング、マッチング）はほとんど習得され
ていなかった。
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表 7 － 1 症 例 の プ ロフ ィール

症 例 生 年 月 日 訓練 開始 時 年令 K ID S

D Q

C A R S 動 作

模倣

や りと

り

ツテンゲ コ－

T．0 ． H 6 ．1．2 8 H 8 ．10 ．1 2：0 8 34 29 × × × ×

N ．R ． H 6 ．6．5 H 8 ．11．5 2：0 5 4 8 2 5 ．5 △ × × ×

丁．Y ． H 6．10．19 H 8 ．11．5 2：0 1 4 4 × × × ×

×…まったくできない　△…できるときもある

第2項　症例で0．

出生時、生育歴に特記すべきことはなく、脳波検査、聴力検査にも異常は見られなかっ

た。視線が合わない、呼んでも振り向かない、多動、奇声をあげる、夜眠らないなどの問
題があり、有意味な発語はまったく見られなかった。保険所や医療機関での検診では「自

閉的傾向」と診断されたが、「もう少し様子を見ましょう」と指導された。

初回面接時の様子：「フシー、ブシー」と声をあげながらプレイルームの中を走り回っ

ているが、いろいろなものを剣や拳銃に見立てている。また、キーボード状のおもちゃを

見つけるとそれをTVの前に持って行ってコンピューターの真似をして叩くなどの見立て

遊びも見られた。そのおもちゃのキーボードを押す行動に随伴して、背中をくすぐると、

キーボードを何度も叩き、背中をくすぐるのを止めると訓練者を見て、くすぐることを要

求することが見られた。たかいたかい遊びやおんぶして走ることも非常に喜び、何度も要

求してくるが、簡単な動作模倣をさせようとするができなかった。
指導手続きと経過

症例T．0．はくすぐりやたかいたかいなどの遊びが強化子として機能しているので、それ

らの遊びの要求場面を用いて、単純な動作模倣訓練を行った。頭を両手で触る、ぽんざい

をする、お腹を両手で触るなどを標的行動として、たかいたかいなどの遊びの要求が出て

きたときに、訓練者がこれらの動作を呈示して模倣させた。模倣できないときは身体的な

ガイダンスを行って模倣させてから、たかいたかいなどの遊びを開始するようにした。同
時に発声反応の増大と音声模倣の出現を期待して、T．0．の発声を訓練者や保護者が同じよ

うに反復することを行った。動作模倣が困難な遊びが要求されたときは（例えば、おんぶ

して走ることの要求）、T．0．の自発的な発声に随伴してその遊びを開始した。また、お菓子

や飲み物の要求が見られたときには着席して、道具を使った模倣を行った。

訓練開始後2，3週間で簡単な動作模倣や道具を使った動作模倣は可能となった。また、

おんぶして走る遊びの場面では「ハツシ」などのマンドが出現するようになった。この要

求場面でのマンド訓練は、自発的な発声をすべて強化する段階から、訓練者が音声モデル

を呈示しそれに類似したT．0．の発声を強化しながら、音声模倣行動を形成して行った（第

6章参照）。しかし、やり取りスキルの一つとして手渡し行動を形成しようとしたが、訓練

者が手を出して「○○ちょうだい」と言うと訓練者の手に自分の手を重ねる模倣行動が出

現してくるようになり、手渡し行動ができなかった。そこで、事物を使った動作模倣課題

の際にお皿を置いておき、訓練者と同じ事物を選択し一定の動作をした後、机の上に置い

てあるお皿にその事物を置くというステップを導入した。いくつかの事物を子どもの前に

置いて置き、訓練者はその中のどれか一つの事物を使って一定の動作を見せる（例えばコ

ップを持って飲む真似をする）。それを子どもに模倣させた後、訓練者と一緒にお皿の上に
コップを置いた。このステップが正しくできるようになった後、訓練者は左手にお皿を持

って、事物を使った動作模倣課題の後、その事物を訓練者の手の上のお皿に乗せるように

させた。さらに、お皿の上に乗せるようになってから、子どもがお皿に乗せようとすると
きにさっとお皿を取り除いて訓練者の手のひらに直接事物を置かせるようにした。
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この手続きを経てT．0．は事物を選択して訓練者に手渡すということができるようにな

り、マッチング訓練が可能となった。手渡し行動が形成されてからは1週間の家庭での療

育でマッチングはほぼ100％正しく行えるようになった。また、絵カードを使ってのマッ

チングも正しくできるようになった。また、動作による事物の選択（例えば訓練者が「ゴ

クゴク」と言いながら飲む真似をすると、コップを選択するなど）ができた。しかし、「コ

ップちょうだい」「ごくごくちょうだい」などの音声刺激だけでの事物の選択はまったくで
きなかった。

訓練開始後2ケ月になると、動作模倣は般化的にできるようになり、訓練者がジュース

を飲んで「うめ－」と言いながら口をぬぐう動作をするとそれを自発的に真似たり、四つ
ん這いになって犬の真似をするとT．0．は自発的にそれを模倣するようになった。また、音

声刺激での事物の選択が訓練開始後1ケ月の終わりごろからいくつかの事物についてでき

るようになり、ハサミ、コップ、拳銃、アンパンマン、包丁などが選択できるようになっ

た。

訓練開始後3ケ月では、音声刺激での事物の選択は動作を介在しなくても、マッチング

訓練をすることで多くの場合可能となった。新しい事物の名称の理解は、その事物のマッ

チング訓練とディレイドプロンプトを使った音声刺激での事物の選択訓練で選択できるよ

うになった。具体的な手順としては、新しい事物についてはその事物あるいは絵カードで
のマッチング訓練中にその事物の名称を同時呈示し、マッチングが可能となったら、その

事物の名称（例えば「プリン」）だけで事物やカードを選択させ、誤反応のときには訓練者

はその事物や絵カードをプロンプトとして呈示した。また、この時期には音声刺激の選択

訓練のときに、いくつかの事物についてはエコーイングが随伴されるようになった。家庭

では様々な要求場面で保護者の音声モデル呈示、T．0．のエコーイング、要求充足という随

伴性が導入されていた。そのためエコーイングはたいていの場面で出現するようになって

きた。しかし、マンドとして自発していると観察されたのは、「ちょうだい」「あけて」「（ヨ

ーイ）ドン」などの動詞のみで、事物の名称をマンドとして機能させていることはなかっ

た。訓練開始後3ケ月の半ばから（H8．12．22）は、絵カードを用いたタクト訓練を行なっ

た。1週間後には、ジュースを見て「シーシー（レモン）」、車の中から外を歩いている犬

を見て「ワウワウ」、お墓に供えてあるビールを見て「ジュー（ス）」と自発的なタクトが
観察された。

訓練開始後4ケ月では、様々なタクトが出現してきた。「（ウルトラマンティ）ガー」、「オ

イシイ」、「クック」、熱い料理を食べようとして「アッティ」、「いい子だあ」、「ボール」「ブ

ドウ」、「バナナ」、「チュル（ラーメン）」などが観察された。また、タクトだけでなく「チ

ュル」と言ってラーメンを父親に持ってきて開けさせようとするなどの事物の名称をマン

ドとして機能させることが見られた。タクト訓練で学習した事物の名称をマンドとして機

能させるために、タイムディレイ法を用いて2語文（名詞＋動詞）の形を使って要求場面

での要求をさせるように試みた。

訓練開始後5ケ月の頃から、人の名前をタクトすることを導入し、家族の名前をタクト

することを行った。また、動物、乗り物、くだもの、飲み物などのクラス概念の形成を試

みた。この訓練では、4つの箱の中にあらかじめ犬、車、みかん、ジュースなどのクラス

のサンプルを入れておき、訓練者は猫、救急車、バナナ、コーヒーなどのカードを子ども

にて渡して、所定の箱の中に入れさせた。このとき、訓練者の手渡すカードをタクトさせ

た。また、色についても同じように色カードを分類させながら、色名をタクトさせた。

訓練開始後6ケ月では、「○○ちょうだい」の2語文がほぼ定着し、また「パパ開けて」

などの人称＋動詞の形態での要求も可能となった。色の名称をタクトすることも可能とな

り、色の分類課題では赤い傘、青い傘、黄色い傘、赤いコップ、青いコップ、赤い鉛筆な

どのカードをあか、青、黄色の色カードの入った箱の中に分類して行く課題を行った。こ
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の課題でも「あかいかさ」「きいろペン」と形容詞＋名詞の形でタクトさせた。これらの課

題も訓練開始後6ケ月でほぼ習得された。
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症例：T．0訓練開始年月日：1996／10／1
0　1　2　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　経過月数

単純な動作模倣

道具を使った動作模倣

やり取り

マッチング
エコーイング

事物の動作表現

事物の動作理解

事物の動作要求

音声刺激での事物の適訳

エコーインクの随伴

タクト
マンド

概念
2詩文（形＋名）

2詩文（名＋動）

＊ ＊＊ ＊ ‥ 訓 練

・・訓 練

＊＊ ＊ ＊ 日 達 成

＊＊ ＊＊

＊ ＊＊ ＊

＊＊ ＊＊ ■ ■ ■

■1－■　■＝■■… … 1　■■　■…

図7－4症例T0．の訓練経過

中の未達成課題
中の達成途上課題
した課題

第3項　症例N．R．

出産時、生育歴に特に問題はない。呼んでも振り向かない、クレーンで要求をすること

があるが、ジェスチャーで何かを表現することもまったくない。コマや車輪などを回した

り、自分もくるくる回って遊ぶ、爪先歩きなどの自閉的な行動がある。反面、家族と一緒

に遊びたがり、こだわりなどの強迫的行動はほとんどなく、視線も良く合う。M県のA学

園で「自閉的であるが自閉症と現段階では断言できない」と診断される。脳波検査、A3R

検査等にはまったく異常は見られなかった。
訓練開始時の状態おつむてんてん、ばいぼいなどの簡単な動作模倣はいくつかできる

が、できるときとできないときがあり、安定しない。無意味な発声はあるが、発声量は少

ない。知らない人の多い場所やスーパーなどではまったく歩こうとしないことが、保護者

の大きな問題としてあげられたので、訓練開始時の目標として、独りで歩ける場所を増や

すこと、発声量を増大させることを目標とした。一人であるくる場所を増やすために、ま

ず独りで歩ける場所とそうでない場所を不安階層表として0から100点まで点数化させ、
不安得点の低い場所でできるだけ歩かせるように指導した。発声量を増大させるために、

子どもの発声を忠実に親が反復することを指導した。また、単純な動作模倣をより習熟さ

せるためいろいろな動作模倣を家庭での療育で導入することとした。
訓練開始後1ケ月の状況　単純な動作模倣はレパートリーが増え、「おつむてんてん」

「お腹ボンボン」、「ほっぺすりすり」、「おしりぷりぷり」、「あんよジャンプジャンプ」など

が模倣できるようになった。また、発声量は非常に増大し、保護者がN．R．の声を反復する
と興味深そうに保護者を見るという行動が見られるようになった。しかし、事物のマッチ

ングはまったくできず、「○○ちょうだい」という指示に対して事物を手渡すこともまった

くできなかった。また、お菓子やジュースなどを要求してくる場面で、やり取り行動を形
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成しようと試みたが、お菓子やジュースのほうに関心が向いてしまい、やり取りや動作模

倣も食べ物、飲み物を強化子として、「○○したら、ジュースを飲もう」というような随伴
関係が形成できなかった。

そこで、N．R．の好きなお菓子を一人では開けられない容器の中に入れて、その容器を開

けて欲しいと言う要求が出てくる場面で、動作模倣をさせると動作模倣が可能となり、事

物を使った動作模倣訓練が可能となった。

訓練開始後2ヶ月の状況　動作模倣や道具を使った動作模倣は確実にできるようにな

り、また音声刺激だけでもそれらの動作をすることができるようになっていた。発声量は
著しく増大し、しかし、やり取り行動やマッチングはまったくできないままであった。た

かいたかいを要求してくる場面では「ポーン」という発声にたかいたかいを随伴操作する

と、その後たかいたかい以外の要求場面でも、この発語が汎用的に使われるようになった。

この頃には、つま先立ちや呼んでも振り返らないと言う行動が消失し、外で歩ける範囲も

拡大して行ったが、ちょっとしたことでかんしゃくになることが多くなった。

訓練開始後3ケ月の状況お菓子を要求する場面で、いくつかのお菓子を用意しておき、
そのお菓子のパッケージを張ったカード（お菓子カード）を手渡してお菓子を要求するこ

とで、カードの手渡し行動を形成することを試みた。しかし、お菓子を奪い取ろうとする

行動が頻発するだけで、カードを手渡しすることはガイダンスをしてもできなかった。そ

こで、お菓子を先に、子どもには一人で開けられない容器にお菓子を入れて子どもに渡し、

お菓子の容器を開ける要求としてお菓子カードを選択させた。するとR．Nは自分の持って

いるお菓子とお菓子カードを見比べて、正しいお菓子カードを選ぶことができた。この後、

事物のマッチング、絵カードのマッチングも可能となった。子どもの発声を忠実に反復す

ることで発声量は増大したが、エコーイングはほとんどできなかった。そこで、動作模倣

を頭、耳、ホッペ、鼻、口と言うようにだんだんと口元へ近づけていき、音声模倣を導入

した。この訓練によって、いくつかの音の音声模倣が可能となったが、母音と「パ」、「ポ」、

「バ」、「ブ」が明瞭な発音で、他の音は不明瞭な発音での音声模倣であった。この頃発語は、

「バーイ」、「バア」、「ポーン」、「ブー（お茶）」が観察された。
訓練開始後4ケ月の状況　音声刺激での事物の選択は日常的な事物についてはほぼ正し

く選択できるようになった。また、マッチングも絵カード同士、事物同士でのマッチング
か確実に遂行でき、事物と絵カードのマッチングもできるようになった。クレーンでの要

求も消失し、不完全ながら保護者や訓練者の音声モデルをエコーイングして要求を伝える

ようになった。しかし、エコーイングは不完全でたいていの発語が類似した音になってい

たので、エコーイングの改善のためタクト訓練を行った。タクト訓練では、第6章で報告

したようにR．Nの既に獲得している音から弁別素状の近い音へとシェイビングして行くよ

うに絵カードを選んだ。マンドは「チーアイ」、「ブー（お茶）」、「ポーン」などが自発して

いたが増加する傾向は見えなかった。
訓練開始後7ケ月の状況　エコーイングは発音の不明瞭さは残るものの、たいていの場

面で保護者や訓練者の音声モデルをエコーイングできるようになった。タクト訓練では、

訓練課題として用いた15種類をタクトできるようになり、事物の名称をマンドとして使

用することも随所に観察されるようになった。例えば、手の届かない所にある赤、青、黄

色、白のマグネットを要求する場面では、「アカチョーダイ」、「アオチョーダイ」とマン

ドすることができるようになった。また、事物の選択訓練中も自発的な命名や訓練者のモ

デルをエコーイングすることが見られるようになった。この時期、特筆すべきことはパン

ダの音声刺激での選択訓練中に訓練者の呈示する「パンダ」という音声刺激を自発的にエ
コーイングすることが見られ、その直後のタクト訓練では第1試行で自発的に「パンダ」

と命名することができるようになった。これはホーンとロウの指摘する聞き手行動と話し

手行動の相互的な関係（reciprocal）を示すものと思われる。
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症例：N．R

単純な動作模倣

道具を使った動作模倣
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事物の動作理解
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エコーインクの随伴

タクト
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図7－5症例N．R‥の訓練経過

の未達成課題
の達成途中の課題

第4項　症例TY

在胎9ケ月の早産で出産し、出生時の体重は2200gであった。染色体検査の結果、常染
色体の9，13番に転座があり、父親にも同様の染色体異常が見つかった。1才の頃からS

療育園にて歩行訓練を受け、2才になって初めて独りで歩けるようになった。

この症例は、関東在住であり訓練に定期的に通ってくることは困難であり、当初の2ケ

月半の間は、電子メールによる指導を行った。電子メールでの指導内容は単純な動作模倣

の形成であったが、まったく動作模倣は形成されなかった。ただ、1ケ月後には母親が歌

う「あいうえお」の歌に合わせて、拝むようなしぐさをすることや「大きな栗の木の下で」
の歌に合わせて動作をすることが見られるようになった。初回面接では、動作模倣、事物

のやり取り、指差しを使っての要求表現の手順を保護者に観察してもらい、1ケ月に1回

程度のペースで経過報告と次の目標行動と訓練手続きの説明とデモンストレーションをす
ることとした。

初回面接時の状況（指導開始後2ケ月半）T．Yはたいていの事物を両手で持って回転さ

せる遊びを続けていたり、プレイルームの中を端から端まで両手の前腕を肩まであげて、

1，2メートル先を中止するような格好で走り続けていた。動作模倣はまったくできなか

った。歌に合わせて特定の動作をすることは確かに観察されたが、母親の動作に注目して

模倣しているのではなく、歌に対する反応として動作をしているように思われた。手足を
ぶらぶら振ると、それを要求するように手や足を持ち上げる動作が出現したので、その動

作にぶらぶらを随伴すると何度かその動作を繰り返すことが見られたが、数回でプレイル

ームを走り回ることと事物を回転させることが続いた。訓練者の人差し指にT．Yは人差し

指をくっつける行動が見られたので（この行動は父親との唯一の遊びとして定着してい

た）、訓練者の人差し指を事物や絵カードにゆっくり移動させて事物や絵カードを指差しす
る行動を形成した。
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指導開始後4ケ月の状況この時期では動作模倣スキルの形成はできていなかった。し

かし、初回面接時に行った事物や絵カードの指差しはその後、家庭での訓練によって、い
くつかの事物（コップ、ボール）について可能となっていた。エコーイングは、T．Rの発

声を保護者が忠実に反復すること、自発的な発声にはくすぐりを使った強化を行うように

指導したがほとんど効果が見られず、「アー」、「ホー」が走り回っているときに出現する程
度であった。

訓練開始後5ケ月の状況訓練開始後5ケ月になると、動作模倣は両手で頭を押さえる、

お腹、足の部分を保護者のモデルを見ながら同じように模倣することができるようになっ

た。また、絵カードを使っての指差しは10種類程度が可能となった。その後1週間で、

事物の指差し（記号の理解）は15種類に増加し、動作模倣課題であったものもどんどん

増えてくるようになった。この時期特筆すべきは、動作模倣課題の実施中に、音声刺激単

独で対応した動作ができるようになったことである。また、絵カード同士や事物同士の同

一性マッチングは般化的にできるようになった。
訓練開始後6ケ月の状況音声模倣はほとんどできないままであったので、舌や口唇の

動かし方を訓練するため、口の開閉や笛を吹くこと、ストローをくわえて息を吹くことを

動作模倣を使って訓練した。また、この訓練と平行して、事物や絵カードをマカトンサイ
ンで表現する訓練を導入した。

訓練開始後7ヶ月の状況絵カードを見てマカトンで表現することが12種類のものに

ついてできるようになり、音声での命名は「パンパン（わんわん）」、「ブド」、「ジュー（ジ

ュース）」、「プー（熊のプーさん）」ができるようになった。またこれらの命名を使って、

ブドウやジュースを要求することができるようになった。

訓練開始後8、9ケ月の状況マカトンサインを使っての、事物の命名と要求は日常的

なものについてはたいていが可能となった。自発的にエコーイングは出現するが発音は不

明瞭で、特定の音を保護者のモデルにしたがってひとつずつエコーしている状態である。

この時期から、食べ物、動物、乗り物などのクラス概念の指導を行った。この時期、遊び

道具であるカードプレーヤーを要求するとき自発的に新しいサインを作り出して要求する
ことが見られた。
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症例丁．Y

単純な動作模倣

道具を使った動作模倣

やり取り

マッチング

エコーイング

事物の動作表現

事物の動作理解

事物の動作要求

音声刺激での事物の選択

エコーインクの随伴
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マンド（マカトン）
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図7－6症例TYの訓練経過

中で未達成の課題
中で達成途中の課題
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第4節まとめ
第1部の言語獲得理論の分析と第4章から6章までの症例検討から、低年齢の発達障害

児を対象とした言語学習スキル獲得プログラムを作成した。このプログラムの特徴は次の
ような点にある。

1．　言語学習スキルを仮定している

2・　言語学習スキルはいくつかの下位スキルによって構成される。
3．　下位スキルはそれ以前のスキルを基にして拡大発展されたスキルである。

4．　動作やジェスチャーなどの前言語的な伝達行動を言語行動に先立って形成
する。

ここで仮定している言語学習スキルは人への接近や要求、社会的強化子の形成という人

へのポジティブな働きかけに基礎がある。人へのポジティブな働きかけを基に、下位スキ

ルである動作模倣スキルや音声模倣スキルを形成し、動作模倣スキルを使って、事物の適

切な操作ややり取りなどのスキルを形成する。次の段階では動作を使った事物の命名スキ

ルや要求スキルという前言語的な伝達行動を形成する。音声模倣スキルの獲得とともに、
これらの前言語的な伝達行動に音声模倣が伴われるようになり、自発的なタクトやマンド

の出現につながる可能性があると考えた。

したがって、このプログラムで設定された課題にしたがって、下位スキルが形成されて

いくとすると達成された課題は単純な動作模倣からタクト、マンドへ向けて順次右さがり
に発展していき（黒く塗りつぶされたブロックが右下がりに続いていく）、タクトとマンド

は直接の訓練なしで出現すると予想された。3症例ともに下位スキルはおおよそ右下がり

の順次で獲得されていった（図7・4，7・5，7－6）。
このプログラムは実験的なプログラムではなく臨床的なプログラムであるので、非言語

的な伝達行動にエコーイングが伴われなければ、それを直接訓練したり、タクトやマンド

の出現が見られなかったら直接、タクトやマンドの訓練を行った。また、フリーオペラン

ト的な場面だけでなく必要に応じて課題学習を導入して、事物の選択訓練や命名訓練を行
った。
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このプログラムの適用によって、3症例ともに言語学習スキルの下位スキルと考えられ

るスキルを獲得し、早期にタクトやマンドの獲得が見られた。症例T．0．では訓練開始後4

ケ月、N．R．では7ケ月、T．Yではマカトンによるタクト、マンドは8ケ月で出現している。

この4ケ月から8ケ月という期間は伝統的指導法による指導と比べてもかなり早急な言語

獲得が起こっていると考えても良いだろう。このプログラムの実行の中心は家庭での療育

にあるので、家庭で1日8時間、週40時間という訓練を行っているとしても（実際上不

可能であったが）、8ケ月間では1000時間程度にしかならない。しかも、一つ一つの言葉
の学習はだんだんと急速になっていき、「これは○○だよ」と数回教えるだけで、事物の名

称が学習され、タクトとしてもマンドとしても機能的に使用されるようになった。

早急な言語獲得の要因の一つとして考えられるのは、この言語学習スキル獲得プログラ

ムが言語獲得の下位スキルを形成することから始まり、獲得したスキルを使って新たなス

キルを獲得するように構成されていたため、獲得したスキルが消去されなかった点があげ

られる。つまり、道具を用いた動作模倣課題は、当然ながらその前段階の課題である動作
模倣スキルを含んでいるので、動作模倣スキルは消去されることはない。

さらに早急な言語獲得が見られた要因として考えられるのは、家庭での療育の成功があ

げられる。3症例に共通している点は、両親が必ず訓練に立ち会い、訓練者のデモンスト

レーションを見学している点にある。主として父親がパティオに家庭での訓練の様子や訓
練報告を書き込んでいる。両親ともに高学歴で、たいていの自閉症や行動分析に関する書

物を読みこなすことができた。

もう一つは、対象となった3人がいずれも、2、3才の低年齢であったことと関係する
かもしれない。

3症例では早急な言語獲得とともに、訓練場面で訓練された行動はすぐさま家庭で実行
され、機会利用型指導法によって日常の生活の中で使用することが繰り返された。そのた

め、自発性や般化の欠如などの問題がほとんど見られなかった。この3症例では、特別な

訓練なしで新しい言語行動を獲得している傾向が見られた。とりわけ、いくつかのマンド

やタクトを獲得した後では、タクトとして訓練された言葉をマンドとして機能的に使った

り、マンドとして要求場面で教えられた言葉をタクトとして命名の文脈で使用することも
頻繁に見られた。

このように、この3症例では伝統的指導法での問題とされた膨大な訓練時間がかかった
り、自発性や般化が欠如したり、特別な訓練なしで言語習得ができないといった点がほと

んど見られなかった。

この訓練プログラムでは言語学習スキルの下位スキルが獲得されたとき、マンドやタク

トは直接訓練なしで出現するのではないかと予測した。しかし、少なくとも今回報告した

症例では、音声刺激による事物の選択や動作による事物の命名と要求、やり取り遊び、そ

してそれらの行動にエコーイックの随伴という下位スキルが獲得されても、タクトやマン
ドの獲得には直接の訓練が必要であった。

下位スキルが獲得されていると本来自然に出現してくると予測されたマンドやタクト

は、発達障害児の場合には、ある程度の訓練が必要なのであろうか。それとも、健常な言
語発達でもある程度のタクトやマンドの訓練がなされているのだが、その訓練量は非常に

少なくてすむので自然に出現しているように見えるだけなのだろうか。つまり、発達障害
児と健常児の違いは訓練の量的な違いにすぎないのだろうか。

また、今回の症例では下位スキルの獲得からマンド、タクトの訓練までが短期間すぎた

のかもしれない。もっと時間をかけてマンドやタクトが出現するのを「待てば」、自発的な

出現が見られたのかもしれない。

今回報告した3症例では、もっとも困難であった下位スキルはエコーイングの形成であ

った。症例T，0．ではエコーイングが事物の選択ややり取りの中でほぼ確実に随伴するよう
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になるまで5ケ月間が必要であった。N．R．では7ケ月かかっているし、T．Yでは構音活動

の基礎運動が未熟であったため、マカトンサインでの命名や要求を行った。

エコーイングは、確かにもっとも複雑なスキルであることは、第5章の症例からも明ら

かであり、これまでの多くの言語指導プログラムが音声模倣スキルの形成を中心に展開さ

れてきたのも当然のことである。しかし、音声模倣スキルが獲得されても、音声刺激での
事物の選択や動作での伝達行動が形成されていないと、タクトやマンドの形成にはさらに

多くの訓練が必要になると考えられる。今回報告した症例では、エコーイングの獲得後速
やかにタクトやマンドの獲得が可能となっているのは、それらの下位スキルが既に形成さ

れていたためであると考えられる。
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図7－7症例0．T．の発達検査項目の変化

このプログラムの有効性は発達検査上からも見ることができる。図7－7，7－8，7－9は各

症例の発達検査（KIDS）の検査項目の変化を示したものである。症例0．T．の当初の総合

発達指数はDQ34であったが8ヶ月後にはDQ90まで上昇した。同様に症例N・R・では

DQ48からD．Q．66、DQ80へ、症例T．YではDQ44から54へと上昇した。
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－9症例T．Y．の発達検査項目の変化

いずれの症例も理解言語、表出言語の項目の発達が著しいが社会性、概念などの領域の

変化も見られている。このことはこの言語獲得援助プログラムが単に言葉の理解と表出に
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限定されたプログラムではなく、言語を機能的に使うことや概念的行動をも含むプログラ

ムであることを示していると考えられる。

だっこやタカイタカイなどの人に対する接近、要求行動を強化子として、マンドを形成

することができる。「だっこ」、「ポーン」などの発語にこれらの強化子を随伴させること

で、自発的なマンドの形成が可能である。T．0．やN．R．ではこれらのマンドは早期に出現し

たしたが、事物の名称を使って要求を伝えることは、エコーイングが事物の選択ややり取

りの中でほぼ確実に随伴するようになってから、あるいはタクトが訓練されてからであっ

た。マンドは強化子を特定する言語行動であるので（Winok叫1976）、事物の名称を使っ

て要求を特定化するためには、事物の名称と事物との記号関係の学習が不可欠である。そ

のため、様々な種類の強化子を特定化するという本来の機能を持つマンドの発達は、記号
関係の学習を待たなければならないのではないかと思われる。

この言語学習スキル獲得プログラムでは実質的な訓練は、家庭で保護者によって行われ

た。訓練者は訓練課題の呈示とその方法のデモンストレーションを行ったにすぎない。そ

のため、商用パソコン通信上に開設された会議室（パティオ）は、同じような状態にある

他の子ども達の進行状況を知ることができ、言語獲得がうまく進行している子どもをモデ

ルケースとして目標とすることができた。会議室の発言の多くは子どもの療育報告であり、

他の子ども達の報告を知ることによって、日常の訓練が多いに活性化されたと思われる。

また、言語獲得のうまく進行してきた親達が、親の立場からアドバイスすることも頻繁に

見られるようになってきた。現在この会議室には行動分析の専門家が4名参加しており、

親から出される専門的な質問に答えている。パソコン通信やインターネットを用いたこの

ような会議室の開催は、ストレスになりがちな家庭での訓練を支える有効な手だてとなる
と考えられる。
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第3部総合考察とまとめ
第1部の理論編では、言語獲得理論について考察し、近年の行動分析理論からの言語獲得の

説明について触れた。行動分析理論では反応分化と刺激弁別が言語獲得の基礎過程であると考

えられ、これらの基礎過程がどのように関与して、前言語的な行動が音声言語行動へ発展して

いくかを障害児の言語指導で用いられてきた指導法と対比させながら理論的な立場から分析し
た。

また、第2部では障害児・者の言語指導の新しい試みを行った自験例を報告した。さらに、

理論的な分析と自験例の検討から、低年齢幼児を対象にした系統的な言語学習スキル獲得プロ

グラムを作成し、このプログラムを用いて3例の話し言葉の獲得の見られない幼児を対象に言

語指導を行った（第7章）。この3例では短期間の訓練でマンド、タクトなどの言語行動の自
発的な使用が見られ、また般化の困簸性や自発性の欠如などの問題も見られなかった。

この第3部では、これらの点を総合して行動分析理論からの言語獲得の問題と新しい言語

指導のあり方について考察をする。
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第8章総合考察

第1節　言語獲得が阻害されている子どもの行動
分析

第4章から第6章までの14症例の検討から、言語行動の獲得が遅れている、あるいはまった

く言語行動の見られない子どもであっても、言語獲得を阻害している要因は個々の子どもによ

って様々であることが指摘できる。言語指導の実践では、その要因を明確にしていくこと、す
なわち言語獲得に困難を示す子どもの行動分析がもっとも重要であり、その要因は言語獲得の

過程を実践的な立場から明確にするものであると考えられる。

第1項　人への接近要求行動と般性強化子

第4章で報告した症例はいずれもフリーオペラント法あるいはHIROCo法を用いた症例であ

る。フリーオペラント法やHIROCo法は人への過敏性を軽減させ、人への接近、要求行動を増

大させることを最初の指導のねらいとして設定している。これは言語行動が他者を弁別刺激と

して生じる行動であり、他者によって強化される行動（言語共同体の成員によって強化される）
であるという認識から、もっとも基礎的な行動として人へ働きかける行動に注目しているため

である。さらにこれらの技法では人が呈示する強化子としてだっこやくすぐりなどの般性強化

子の形成を試みるという視点を持っていた。

フリーオペラント法やHIROCo法のもっとも典型的な事例と考えられるのが症例U．Tであ

る。この症例では、対人回避行動の低減と接近・要求行動の形成を行い、その後適切な遊びに

対して訓練者のかかわり（誉め言葉や遊びに参加するなど）を使って分化強化を行うことで、

適切な遊び行動が増大した。自発的な発声に対してはその発声を忠実に反復することで発声頻

度が増大し、訓練者の発声を模倣する行動が見られ、訓練開始後15セッション目から有意味

で場面に適切な発語が見られ始めた。

これは人への接近・要求行動が増大し、人が呈示する様々な刺激（誉め言葉や遊びへの参加、

子どもの発声の反復など）が強化子として機能するようになると、適切なものの操作や物を使

っての遊び（事物に対する分化反応）が形成され（図4－7）、音声模倣が出現し、自発語が出

現するようになった（図4・8）と考えられる。
人への接近・要求行動が増大し、般性強化子が機能し始めるようになると日常場面での他者

とのかかわりの中で行動形成がスムーズに進行することが予想される。また、自己充足困難事
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態（藤凰1988）を設定することで人への接近・要求行動が自発されやすくなり、要求言語行動
の形成が可能になることが考えられる。

症例T．Aや症例R．Tでは、この自己充足困難事態を用いた訓練が行われた。自己充足困難事

態での訓練では、音声言語反応の反応分化と要求対象物と言語反応との物一記号関係の学習が

行われていると考えられる。つまり訓練者が呈示するモデル音声（あるいは動作モデル）と類

似した子どもの反応が分化強化されることで分化反応の形成が試みられ、さらに要求対象物を

弁別してそれに対応する反応を自発することが訓練される。

症例T．Aでは、T．Aのこだわり行動の対象となっていたペンを取れないようにすることで自

己充足困難事態（藤原，1988）を作り、訓練者の呈示する音声モデルを模倣させ要求発語を形

成した。この訓練によってT．Aは自発的な要求を事物の名称を使って行うようになり、日常の

生活場面から多くの言葉を学習し、さらにタクトと思われるような発語も観察されるようにな

った。この症例では、絵画語い発達検査で3才の言葉の理解能力を持ち、事物に対する適切な

操作スキルや言葉（記号）の理解スキルはすでに習得されていたと考えられ、さらに筆者の訓

練が始まるまで音声模倣訓練を中心とした訓練を受けており、ある程度の音声模倣スキルを獲

得しつつあった。そういった状態で訓練者のモデルに対する分化強化が行われることで、音声

模倣スキルが習熟し、事物に対する命名反応を要求の文脈で適切に使用する訓練が有効に作用

したと考えられる。

この症例では、訓練者は事物（ハサミやペン）の名称をモデルとして呈示し、T．A．はそれを

模倣することで、その事物の提供によって強化された。モデルは徐々にフェイドアウトされて、

自発的な要求発語が観察されるようになったが、重度の知的障害を持つ子どもの場合、このよ

うな事態で音声モデルを呈示しそれを模倣することができるようになっても、一定の発語を反

復するだけで事物の名称をマンドとして使用することができないことも多い。つまり、ハサミ

を要求する場面で「ハサミ」と自発的に要求できるようになると、すべての要求場面で「ハサ

ミ」が出現するようになり、事物と反応との記号的関係が学習できないことも多い。

このことは、サベージ・ランボウがチンパンジーの要求を形成しようとしてぶつかった困難

に良く似ている。ランボウ達のチンパンジーは、特定のキーを押すことでそれに対応する食べ

物を要求することができたが、給餌装置にバナナが入っているときにはバナナのキーを押すと
いう先行条件の事物とキーとの関係の学習が非常に困難であった。

言語反応だけでなく要求場面で、動作模倣を形成しようとしても同じ問題が生じることが

ある。例えば、頭に手を置くというモデルを訓練者が呈示し、そのモデルを模倣する反応に随

伴して子どもの要求を充足するという手続きを取ると、要求場面で必ず頭に手を置くことを繰

り返し、訓練者の提示するモデルに全く気づかないことも多い。

このように要求場面を用いた訓練は、先行刺激と反応との記号的関係の学習を保証するも

のではない。このことは、第7章の症例で見られたように事物の名称を用いてのマンドが獲得

されたのは、事物の選択にエコーイングの随伴が見られタクトの獲得が観察されるようになっ

てからであったことからも考えられる。

また、症例R．Tでは自己充足困難事態で非言語的な伝達行動から発声や発語などの言語的な

伝達行動へとタイム・ディレイ法を用いてシェイビングしていくことができた。藤原（1988）も

自己充足困難事態で子どもの非言語的な伝達行動に対する即時対応、音声言語という段階でシ

ェイビングしていくことを試みている。しかし、音声模倣スキルが十分に習得されていない症

例では非言語的な伝達行動から音声言語への移行は容易には起こらないだろう。

フリーオペラント法やHIROCo法を用いて、対人回避傾向の低減、対人接近行動の形成、社

会的強化子の発見と形成、自発的発声反応の増大、動作模倣・音声模倣の形成、要求場面での
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非言語的伝達行動の強化とマンドへのシェイビングという一連のステップでは、記号関係の学

習（物一記号の条件性弁別と記号一物の条件性弁別）と事物を弁別刺激とした音声分化反応の移

行への困難さの問題が残ると考えられる。

第2項　音声模倣スキルの形成の問題

音声模倣スキルの形成は言語獲得の下位スキルの中でもっとも重要なスキルであると考え

られる。音声模倣スキルはひとっにはいろいろな刺激に対する分化反応としての音声言語反応

を形成する手だてとなり、もう一つは聞き手行動から話し手行動への移行を促進すると考えら

れるためである（第3章参照）。また、自己充足困難事態での言語指導でも音声模倣スキルが

習得されていることが音声言語への発展のキーとなる。

第5章で報告した4症例の中で0．Mは数年間にわたるフリーオペラント法による指導を受け

ていた症例であるが、音声模倣スキルの習得は見られなかった。要求場面でもほとんど発声は

見られず叫び声に近い音が頻発するだけであった。この症例のようにフリーオペラント法や

HIROCo法による言語指導で音声模倣スキルの形成がうまくいかないことも多いので、音声模

倣スキルを積極的に訓練することが必要な症例がある。第5章で報告した4症例は音声模倣スキ

ルの獲得で自発的で機能的な音声言語の使用が見られた。このことから、この4症例で言語獲

得を困難にしていた要因は音声模倣スキルにあったと考えられる。

この4症例の共通していた特徴は聞き手行動が習得されていた点にある。また、0．Mを除く
他の3症例では文字やジェスチャーによる機能的コミュニケーションが形成されていた。この

3症例では少なくとも4才レベル以上の言語理解能力があると考えられ、マンド様、タクト様の

機能的な非言語的伝達行動が形成されていたと考えられるので、このような症例の場合には積

極的に音声模倣スキルを形成する事で、音声言語の獲得に至ると考えられる。

音声模倣スキルは聞き手行動と同時にエコーイックを生じさせ、それによって聞き手行動

から話し手行動への移行を促進すると考えられるので、聞き手行動や機能的な非言語的伝達行

動の形成されていない段階での音声模倣スキルの集中的な訓練（ロバースが行ったような）は、
機能的な音声言語行動の形成にはつながっていかないと考えられる。それだけでなく、集中的

な音声模倣スキル訓練は単調でストレスフルな訓練となりやすいので、対人回避傾向を強めて
しまうことがある（症例0．M）。

次に手続きの問題について考えてみると、第5章で用いた手続きは、従来の手続きと比べ

ると次のような点で特徴的である。

第1に、すでに獲得している音声反応から最も弁別素状の近い音へとシェイビングしてい

くというストラテジーを取っている点。

第2に、構音器官の運動が明確になるようなプロンプトを用いている点。

音声模倣スキルは音声反応の反応分化を作ることと他者の音声モデルを弁別して反応を制

御することから成り立っている。音声反応の反応分化を作るために、従来は訓練者がプロンプ

トしやすい音や視覚的に確認しやすいプロンプトを用いてきた。その結果形成される分化反応

は単純な反応から複雑な反応へというスモールステップ化されずに形成されることとなった。

構音スキルは、声帯の状態、軟口蓋の位置、調音の仕方、調音の位置という4つの状態の組み

合わせから成り立っている（柴谷ら，1981）。この4つの状態の組み合わせが学習できるように、
目標とする音素を決定していくことが音声反応の反応分化を進める上で効率的な手続きとな
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る。たとえば、［ta］と［da］の反応分化は声帯の振動の有無を学習させることになり、［da］と［ga］

の反応分化は軟口蓋の位置の学習訓練となる。

すでに子どもの反応レパートリーになっている音素からもっとも弁別素状の近い音素へシ

ェイビングしていくストラテジーは、構音スキルの4つの状態のどれかを訓練することになる

ため、第5章で報告した症例に見られるような急速な音声模倣スキルの獲得へとつながったと

考えられる。

症例T．0では［ma］を習得するとすぐさま［mi］，［mu］，［me］，［mo］が模倣可能となり、症例Y・Kで

も［ka］の模倣ができるようになると［ki］，［ku］，［ke］，［ko］，［ga］が模倣可能となった。このこと

は、鼻腔で反響させたり軟口蓋で調音するという構音スキルが学習されたと考えられる。症例
T．0、Y．K、K．Tの3症例は14セッションから約60セッションで単音素の音声模倣、絵カード

の命名を獲得した（図5－1，5・2ふ3ふ4）。訓練に要したセッション数は従来の伝統的指導法で
報告されている時間数と比べるとかなり短期間である。例えば小林・杉山（1984）は14音素

の模倣に27セッション（p．60）、小林ら（1971）はロバースのプログラムを用いてバス、あひ
る、ラッパ、でんしやの音声模倣を形成するのに123セッションを要している。

症例0．Mは他の3症例と異なってこの訓練手続きではうまく音声模倣スキルが学習できなか

った。音声模倣スキル訓練は0．Mにとっては嫌悪的な働きかけとなったと考えられ、訓練を嫌
がったり叫び声に近い発声が頻発することとなり訓練が続行できなくなった。他の3症例と0・M

が大きく異なる点は他の3症例が文字やジェスチャーなどの音声以外の伝達行動をある程度獲

得していたのに対して、0．Mはほとんど伝達的な行動を持っていなかった点である。実際、01M

にジェスチャーによる事物の命名を教えると急速に学習され、日常場面での機会利用型指導法

によってジェスチャーの機能的な使用が見られるようになっている。

症例0．Mでは指文字による音声の弁別訓練と文字の読み（指文字での）訓練が音声模倣ス

キルの形成に効果的であったと考えられる。0．Mは音声刺激で呈示された単語（例えば「コッ

プ」という音声刺激）とジェスチャーとの対応をほとんど1、2試行で学習することができたが、

単音（「あ」という音声刺激）とひらがなを対応させることができなかった。さらに、指文字

とひらがなの対応は急速に学習された（図5－6）が、音声刺激とひらがなとの対応はまったく成

立していなかった。つまり、指文字の視覚的な特性とひらがなとの対応関係が形成されていて、

同時呈示されていた音声刺激は指文字反応の弁別刺激として機能していなかった。そこで刺激

統制の移行訓練を行い音声刺激で指文字を作ることや音声刺激でひらがなを選択することがで

きるようになった。それに伴って、単音の音声模倣が出現するようになった（図5－7）。

単語の聴覚弁別は可能であるのに単音の聴覚弁別が困難であったのは、単語をその組成に
分解し、個々の音を取り出して、構音活動やひらがな文字と対応させる能力（音韻抽出能力）

の障害と関連していると考えられる。

指文字は1つの音に対して1つの反応が対応しているため、単語（例えば「さかな」）をそ

の組成の単音（「さ」「か」「な」）へ分解することを容易にしたのではないかと考えられる。

第3項　機能的等価性と概念学習

大小、長短、色やクラスなどのいわゆる概念は刺激と刺激の関係性や共通特性を弁別刺激

とした反応である。第6章では大小概念、色概念、数字の命名、疑問詞（どこ・だれ）に対す

る応答の問題を扱った6症例を報告した。
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これらの症例で共通して問題となっていたのは刺激統制の移行の困難性であった。大小概
念では症例T．Yが、色概念では症例M．A、疑問詞に対する応答では症例T．Ⅰが言語刺激を弁別刺

激とした反応に困難を示した。

伝統的指導法では記号の理解は、訓練者の呈示する音声刺激に対して対応する事物や絵カ

ードを選択することが行われてきた。音声刺激をサンプル刺激として事物や絵カードを比較刺

激とした条件性弁別手続きによって、記号と事物との刺激一刺激関係を形成しようと試みてい

た。この条件性弁別手続きを行うためには、訓練者の呈示する音声刺激に注目し、指さしや手

渡し等によって比較刺激を選択する行動が必要であるので、訓練者の言語指示（例えば、「こ

っちを見て」、「イスに座って」など）に従う行動や同一性マッチング訓練が行なわれた。同

一性マッチングは、いくつかの事物やカードを子どもの前に置き、訓練者の呈示する事物やカ

ードと同じ物を選択させる訓練である。この同一性マッチング訓練では通常その事物の名称が

訓練者によって同時呈示される。同一性マッチングが習得されると、時には訓練者の呈示した

事物の視覚的刺激だけでなく、同時呈示された音声刺激（事物の名称）も子どもの選択反応を

統制するようになることがある。訓練者が「ミカン」と言いながらミカンを見せ、子どもの正

しい選択を強化すると、時には「ミカン」という音声刺激だけでミカンを選択できるかもしれ
ない（言語理解）。

しかし、同一性マッチングから音声刺激を弁別刺激とした条件性弁別への移行がスムース

に進行しないことも多い。これは、同一性マッチングが視覚刺激同志の同一モダリティーのマ

ッチングであり、言語理解訓練の条件性弁別がクロスモーダルな刺激一刺激関係であることも

関係する。とりわけ自閉症児には聴覚一視覚のクロスモーダルな刺激一刺激の連合は、自閉症児

に全般に障害されているという報告もある（Brys叫C．Qリ1970；Tub幅Ⅴ．Kリ1966）が、ク
ロスモーダル障害の実験的研究の結果は一貫していない。

また、同一性マッチングを行うときに、多くの場合に対呈示される音声刺激に子どもが注

目していないために、音声刺激を弁別刺激とした選択を困難にしている場合がある。このよう

な複数の刺激が同時に呈示された時に、そのどちらか一方にしか反応しない傾向を刺激の過剰

選択性と呼んでいる（Lovaas，Schreibman，KoegelandRehm，1971）0この刺激の過剰選択
性は、最初自閉症児に持有の現象であると考えられ、自閉症の多くの行動障害や言語、認知の

障害を説明できるものと考えられた（Lovaas，1977）。しかし、その後の研究から刺激の過剰選

択性は自閉症に特有の現象ではなく知的な発達の程度と関係していることが示されてきたが、

刺激の過剰選択性は、自閉症に持有の現象でなくても言語獲得に大きな障壁となることは明ら
かである。

非言語的な刺激（S）によって形成された反応（R）を言語刺激（Sv）へ移行させていくに

は、いくつかの手続きが考えられる。1つは、すでに機能している非言語的な刺激（S）をプ

ロンプト刺激として使って、刺激制御を言語刺激へ移行させる手続き。2つ目は非言語的な刺

激と言語刺激とを条件性弁別手続きでマッチングさせて（S－Sv関係）、新しい刺激一刺激関

係を形成する手続き。3つ目は非言語的な刺激と言語刺激とに共通の反応を形成する事でこれ

らの刺激を機能的に等価なクラスとして形成する（機能的等価性）ことで、刺激一刺激関係を
形成する手続きである。

第6章で報告した6症例のうち、症例T．Ⅰは文字刺激を使って場所・人クラスの分類と場所・人

カードとどこ・だれカードのマッチングによって、どこ・だれカードに対して正しく場所・人カ
ードを選択できるようになった。これは、場所・人クラスの形成が形成され、それがどこ・だ

れカードによって統制されるようになったことを示している。しかし、言語刺激「どこ」・「だ

れ」に対しては正しく場所・人カードを選択できなかった。どこ・だれカードから言語刺激「ど
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こ」・「だれ」への刺激統制の移行はどこ・だれカードを使った遅延プロンプトによって成立
している。

症例T．Yでは、ジェスチャーによって形成された大小弁別を「大きい」・「小さい」という

言語刺激へと移行させる事が困難であった。この刺激移行は、言語刺激に対してジェスチャー

反応をすることで、自分自身のジェスチャーを弁別刺激として大小弁別を行わせることで、刺

激移行が成立した。この手続きは自分自身のジェスチャーを用いた遅延プロンプトとして機能
していると考えられる。

M．A．、Y．Ⅰ．では条件性弁別手続きでは形成困難であった刺激一刺激関係、刺激一反応関係

をイントラバーバルを使って形成しようと試みた症例である。刺激一刺激関係の形成が条件性

弁別手続きや遅延プロンプトによって形成困難な場合、新しい刺激一反応関係をすでに成立し

ている刺激に付け加えることで、困難であった刺激一刺激関係を形成する事が可能である。

症例M．A．では言語刺激に対する色の命名と選択が困難であった。M．A．は事物の命名や言語

刺激による選択が可能であったので、すでに成立している刺激一刺激関係に（例えば「りんご」
に対してリンゴのカードを選択することや赤色の色カードに対してリンゴを選択すること）、

新しくイントラバーバル反応を形成した（「りんご」に対して「あか」と言語反応する）。そ

の結果、言語刺激による色カードの選択や命名が可能となった。

すでに、「りんご」という言語刺激に対してリンゴのカードを選択することができていて、

さらにリンゴの絵カードと赤色の絵カードのマッチングが成立していたので、「りんご」とい

う言語刺激を弁別刺激とした「あか」という言語反応は、リンゴの絵カードや赤色の色カード

へも転移したと考えられる。また「あか」という言語刺激で色カードを選択することも可能と
なった。

また症例Y．Ⅰ．でも同様に、すでに成立している刺激一刺激関係に新しくイントラバーバル反

応を形成する事で数字の命名が可能となった。Y．Ⅰ．は数字カードと数タイルとのマッチングは

できていたが数字の命名や選択ができなかった。数タイルをY．Ⅰ．の命名可能な事物の絵に置き

換え（例えばボールを3個）、その数カードに「ボールは3」というタクトを形成し、それを

イントラバーバルと形成する事で（つまり、「ボール」という言語刺激に対して「サン」とイ

ントラバーバルする）、数字カードの命名が可能となった。
イントラバーバルは言語刺激を弁別刺激とした言語反応であるので（第2章参照）、すでに

成立している刺激一刺激、あるいは刺激一反応関係に新しくイントラバーバルを形成すること

で、これまで困難であった言語刺激を弁別刺激とした数や色の選択や命名が可能となった。

刺激一刺激関係の形成において、イントラバーバルなどの刺激一反応関係を形成することが

条件性弁別手続きで困難であった刺激一刺激関係の形成を促進することが考えられる。ホーン

とロウ（1996）はネーミングが刺激一刺激関係である刺激等価性の成立に重要な役割を果たし
ていると主張しているが、症例M．AやY．Ⅰでもイントラバーバルという刺激一反応関係の形成

によって色や数の刺激一刺激関係が成立することが見られた。

そこで、刺激等価性を含めて刺激一刺激関係は、条件性弁別手続きだけでなく2つの刺激に

対して共通の反応を形成することやイントラバーバルなどの刺激一反応関係を形成すること、

すなわち機能的等価性の形成によっても形成可能である。さらに、条件性弁別で形成困難であ

った刺激一刺激関係が機能的等価性の形成によって成立したことは、刺激一刺激関係の形成に

刺激一反応関係を導入することのほうが条件性弁別手続きよりも容易であると考えられる。

イントラバーバルを用いて条件性弁別手続きでは困難であった刺激一刺激関係の形成が可能

であったが、刺激一反応関係についてはいくつかの問題が考えられる。1つはイントラバーバ

ルが必ずしもタクトから訓練なしに出現するものではないという点である。リンゴのカードを
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弁別刺激としたタクト（「りんごはあか」）は、自発的に「りんごは」と尋ねられたときに「あ

か」とイントラバーバルするようにはならなかった（症例M．A．）。タクトとイントラバーバ

ルは別のオペラント行動であると考えられているので（BraamandPoling，1993；Luciano，
1986）、タクトをイントラバーバルへと変容させる訓練が必要な症例がある。症例Y．Ⅰ．では

このタクトからイントラバーバルへの変容は自発的に生じているが、元々のタクトを逆転させ

た逆行性のイントラバーバルはまったくできなかった。逆行性のイントラバーバルは、元々の

タクトと語順を逆にしたイントラバーバルで、「あか」という言語刺激に対して「りんご」と
イントラバーバルすることである。

2つめの問題としてこの逆行性のイントラバーバルの問題があげられる。「りんご」という
訓練者の言語刺激に対して「あか」とイントラバーバルすることができるようになると、言語

刺激「リンゴ」とマッチングの成立しているリンゴの絵カードや赤の色カードに対して「あか」

と命名することが容易になると考えられる。しかし、言語刺激「あか」に対して色カードを選

択するためには、「あか」という言語刺激に対して「リンゴ」とイントラバーバルすること（逆

行性のイントラバーバル）が必要になるので、症例M．A．ではタクトをプロンプトとして用い

た選択訓練の後で色カードの命名が可能となった（図6－4）。同様に症例Y．Ⅰ．では、「ボール」

という言語刺激に対して「サン」とイントラバーバルできるようになることで、直接の訓練な

しで数タイルや数字カードを「サン」と命名することができるようになった。しかし、「サン」

という言語刺激に対しては「ボール」と逆向性にイントラバーバルすることができなかったし、

数字カードや数タイルを選択することもできなかった。
これらのことから、あるタクトを順向性にも逆向性にもイントラバーバルできるようになる

と未知の刺激の命名や条件性弁別手続きでは困難であった刺激一刺激関係の成立を促進すると
考えられる。

刺激一刺激関係の学習に刺激一反応関係を利用することは知的障害を持つ子ども達にとっ

ては条件性弁別よりも容易なストラテジーであるのかもしれない。加えて、刺激一刺激関係、

あるいは刺激のまとまり（刺激クラス）を言語反応として命名することには（例えば、「おお

きい」や「どうぶつ」と発語する）、イントラバーバル反応の獲得が関わっていると思われる。
りんごに対して「りんご」とタクトでき、新たに「りんごはあかい」、あるいは「あかい

りんご」とタクトすることが形成され、そのタクト反応をイントラバーバル反応へと変化させ

ることができれば、「りんご」という音声刺激に対して「あかい」、あるいは「あかい」に対

して「りんご」とイントラバーバルできるようになる。このときりんごと赤い色カードのマッ

チングが成立していると、赤い色カードを「りんご」とタクトしたり、「あかい」とタクトす

ることができるようになる。このような事物の名称を物の属性として般化的に使用することは

（例えば、赤い車を「リンゴブッブ」と呼ぶなど）幼児期に良く観察される（Okamoto，1962）。
イントラバーバルはタクトとは別のオペラント行動として考えられている（Partingtonand

Bailey．，1993；BraamandPoling，1993；Luciano，1986）。症例M．Aで観察されたように、学
習されたタクトがイントラバーバルとして使われるためには、タクトをイントラバーバルに変

容させる訓練が必要であったが、このことは正常知能を持つ幼児でも実験的に示されている

（PartingtonandBailey，1993）。

この2人の症例で重要な点は、既知の事物の名称と未知の事物の名称を含むタクトがイント

ラバーバルに変化するのに伴って、未知の事物（色カードや数字カード）の名称をタクトでき

るようになったり、未知の事物の名称から未知の事物を選択できるようになった点である。

このようにイントラバーバルを用いて、新しい刺激】刺激関係や刺激一反応関係が成立す

ることは、既に指摘されてきているが（Skinner，1957；HorneandLowe，1996）、条件性弁別
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手続きで刺激一刺激関係の形成が困難であった知的な障害を人にとっては、イントラバーバル

や音声刺激によるジェスチャーやサインなどの刺激一反応関係を用いた学習が容易であるのか

もしれない。

概念、あるいは象徴的行動の基礎過程として刺激等価性の成立が重要であるとたびたび指

摘されてきている（Catania，1992；DugdaleandLowe，1990；Sidman，1992；Sidman，1986）。
刺激等価性の成立がシドマンの言うように生物学的に付与されたものであるのか、それともホ

ーンとロウの指摘するように、ネーミングによって成立するものであるのかという問題に対し

ては、様々な議論がある（Stemmer，N．，1996；Whitehurst，G．J．，1966；Harned，S．，1996）。し
かし、条件制弁別によって刺激一刺激関係の樹立が困難な知的障害児・者でも、刺激一反応関

係を用いることで刺激等価性の成立が可能であるかもしれないし、少なくともこの第6章で報

告した症例では、刺激一反応関係を用いた手続きが新しい刺激一刺激関係の樹立には効果的で
あった。

概念形成は複雑な刺激一刺激関係と刺激一反応関係が含まれている行動である。刺激一刺激

関係の形成手続きとして、従来から用いられていた条件性弁別手続きや遅延プロンプト以外に

第6章で報告したような刺激同士に共通の反応を形成する機能的等価性を用いた手続きが有効

であると考えられる。とりわけ言語刺激の含まれる刺激一刺激関係の形成にはイントラバーバ
ルを用いた手続きが有効であると考えられた。

第2節　言語学習スキル獲得プログラムについて
伝統的指導法では、動作やサインは音声言語の獲得が困難な場合の代替え的なコミュニケ

ーションシステム（Konstantareas，M．M．，0Xman，J．andWebster，C．D．1977；Benaroya，S・，

Wesley，S・，Ogilvie，H・，Klein，L．S．andMeaney，M．1977）、あるいは言語行動の発達を促進

するものとして考えられていた（FulwilerandFouts，1976；Casey，L．0．1978）。また、簡単な
指示に従うことや模倣スキルは言語学習の準備行動として考えられていて、言語学習スキルの
下位スキルを形成するという目的として実践されたのではない。そのため、動作模倣は音声模

倣のためのスモールステップであり、事物の命名と理解の訓練が中心となり、非言語的な伝達

的行動の形成はほとんど行われてこなかった。むしろ、事物の名称の理解と事物の命名ができ
れば自ずと事物の要求が出現するはずであるという楽観的な思い込みがあったように思われ

る。

第4章から第6章までの症例検討から言語獲得を促進するためのいくつかの下位スキルや前

提となる条件があると考えられる。それらを整理してみると、1．人への接近要求行動、2・般性

強化子の形成、3．事物に対する習慣的行動、4．音声模倣スキル、5．聞き手行動、6・聞き手行動
とエコーイックの同時使用、7．言語刺激への刺激移行などである。

これらの下位スキルの形成や条件を満たしていくような言語学習スキル獲得プログラムを

形成することを第7章で試み、その実践の経過を低年齢幼児の3症例で報告した。ここではこれ

までの症例検討を踏まえて、この言語学習スキル獲得プログラムについて触れる。

第1項　短期間での言語獲得

この3症例でもっとも特徴的であったのは無発語で言語理解もほとんど見られない状態から

4～8ケ月間という短期間でタクト、マンドの獲得が見られたことであった。この短期間での
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言語獲得には、ひとつには対象児が3歳以下の低年齢であったことと無関係ではない。言語獲

得が阻害されることで他者とのコミュニケーションがうまく取れなくなり多動やかんしゃくな

どの問題行動が出現しやすくなる。3歳以下の低年齢であることはこれらの問題行動が固定化

する前の段階にあると考えられるので、適切な行動の形成を進めやすい。実際、3症例ともに

CARSの得点から考えると自閉症と判定は困難であるが（表7－1）、視線が合わない、落ち着

きがない、爪先歩きが見られる、こだわり行動が見られるなどの自閉的な行動が観察され、訓

練開始当初の保護者の電子メールによる相談の多くは自閉症ではないかという内容のものであ

った。訓練が進み、言語獲得が順調に進むに連れてこれらの自閉的な行動はほとんど見られな
くなった。

さらに、短期間での言語獲得の要因として考えられるのは言語学習スキル獲得プログラム

が無発語で言語理解のほとんどない子どもを想定して、系統的に構成されていたためであると

考えられる。言語学習スキル獲得プログラムは行動分析の理論とこれまでの臨床報告の検討か

ら作成されたものであるが、発達的にも系統化されていたためであると思われる。

もうひとつの要因は家庭への介入の効果である。訓練者が行う子どもへの直接の訓練は週

に1，2時間のかぎられた時間でしかない。訓練者は当面の訓練課題とその手続きをデモンスト

レーションし、保護者が家庭で訓練を行うという方法を取った。そのため電子メールや電子会

議室（パティオ）を使った療育相談や保護者同士の情報交換は、家庭での保護者の療育を支え
てきたと考えられるた

これらの要因が無発語で言語理解をほとんど示さない子どもの早期の言語獲得を支えてい

第2項　家庭への介入と般化・維持の問題

第7章で報告した3症例ではほとんど般化の困熱性の問題は生じなかった。訓練場面で学習

した命名や要求は多くの場合に直接の訓練なしで家庭で観察されるようになった。
訓練者は一種のデモンストレーターとしての役割を果たし、訓練のほとんどは家庭での生

活の中でなされたと言ってよい。したがって家庭への訓練成果の般化の問題は生じなかった。
従来の伝統的指導法では訓練成果を家庭場面で生じさせようと試みてきたが、この訓練プログ

ラムでは家庭で訓練が行われ、訓練された行動が機能的に使用される場とされた。

確かに保護者が行動分析の理論を理解しその技法を適用するには十分な保護者への指導が

必要である（杉山1984）。この訓練プログラムでは、デモンストレーションとパティオ、電

子メールでの情報交換で保護者への働きかけが行われた。このような働きかけは、自分の子ど

もに対する固有の問題を扱うことができるという利点がある。小グループでの保護者への行動

分析の理論と技法のレクチャーも効果をあげる（免田ら，1995）が、自分の子どもの行動分析

を行い、目標行動の設定、技法の選択、指導の実行を行うには高度の理論と指導技術が求めら

れ、そのレベルまで到達するには長期のレクチャーと実習が必要となる。

そのため個々の子どもの行動分析と目標行動の設定、技法の選択と実行を専門家とともに
体験していくことが重要である。また、言語獲得へのある程度の道筋を示すことで、どうして

ことばが話せないのか、どうしたらことばが話せるようになるのかという疑問からくる不安を

やわらげことができる。図7－1のように言語学習スキル獲得プログラムを明示することは、

子どもが今現在どのステップにあり、次にどんな行動を教える必要があるのかを判断する資料
となる。
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症例T．Yでは当初2ケ月半の間、電子メールとパティオでの情報交換で指導を行ってきた

が、ほとんど効果は見られなかった（図7－6）。しかし、直接訓練者のデモンストレーション

を定期的に観察することで、顕著な効果が見られ始めた。このことは、訓練手続きの直接観察

が家庭への介入には重要であることを示唆している。

般化と維持の問題は日常生活場面での機能的な言葉の使用をどのようにして実現するかの

問題である。この問題を現実的に解決する一つの方法はこのプログラムで用いたようなここの

こどもとその保護者と専門家が指導に関わるすべての場面で共同して問題解決の手だてを探し
ていくことが重要な点である。

第3項　マンドとタクトの問題

マンドは摂取制限や嫌悪事態という動因下で自発され、その動因が低減することによって強

化される言語行動で、いわゆる要求言語がこれに相当する。言語学習スキル獲得プログラムを

適用した3症例ではマンドは音声刺激での事物の選択（言語理解）やタクトの獲得以前の比較

的早期に出現していた。「やって」や「ポーン」などのマンドは汎用的に使用され、要求充足

が困難な事態ではこれらのマンドが自発していた。しかし、事物の名称をマンドとして使用す

ること、例えばジュースが欲しいときに「ジュース」と要求し、おもちゃが欲しいときにその

おもちゃの名称を使って要求することができるようになるのは、音声刺激での事物の選択とタ

クトが獲得されるのと同時期になって初めて出現している。

「やって」や「ちょうだい」、「いや」などの汎用的に使用可能なマンドに比べて事物の名称

を使ったマンドは、より高次なオペラント行動ではないかと思われる。マンドは強化子を指定

すると言われるが、「やって」や「ちょうだい」などのマンドでは、強化子はあいまいにしか
聞き手に指定されない。一方、事物の名称を使ったマンドは明確に強化子を聞き手に指定して

いて、そこには事物一記号という記号関係（条件性弁別）の成立が不可欠である。
それゆえ、事物の名称を使ったマンドは聞き手行動やタクトの獲得と同時期、あるいはその

後になって出現してきたと思われる。第4章で報告した症例でもマンド訓練で速やかな言語発
達が見られたのは聞き手行動という記号一物関係が成立していたためであると考えられた。

症例0．T．やN．R．では聞き手行動にエコーイックが伴うようになるだけではタクトや事物の

名称を使ったマンドは出現しなかった。いくつかの事物についてタクト訓練や機会利用型での

事物の名称を使ったマンドの訓練が行われ、その後聞き手行動とタクトとの相互的関係が確立

し、タクトとして命名できる事物はマンド事態でも自発するようになった。

言語指導を要求文脈に従って行うことは、子どもを強制的に注目させたり着席させたりする

ような嫌悪的対応を少なくすることができる。また、動作模倣スキルや音声模倣スキルを要求

場面で訓練することも可能であるが、物と記号との刺激一刺激、刺激一反応関係の形成には聞

き手行動の訓練と聞き手行動にエコーイックを伴わせる訓練、あるいはタクト訓練が必要なよ

うに思われる。

第3節　障害児の言語指導の新たな方向性
障害児の言語指導にあたってこれまでの考察を下に新たな方向性を検討する。障害児の言語

指導をどんな時期に、どんな行動を、どのように行うかという点から整理してみる。
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第1項　言語指導をどんな時期に行うか

第7章で報告したように3歳以下の低年齢幼児の言語指導は目覚しい効果があったといえ

る。低年齢幼児の保護者達の多くは1才半検診等の公的な検診ですでに言葉のおくれや自閉的

傾向を指摘されながらも、しばらく様子を見ましょうという経過観察のまま、具体的な家庭で

の働きかけの指示がないまま、「自閉症ではないか」という不安に駆られていった。訓練開始

時点でのパティオや電子メールでの保護者とのやり取りの多くは「自閉症ではないか」という
不安と疑問に対するものであった。

既に述べたように低年齢であることは言葉の発達が遅れていることからくるかんしゃくや奇

異な行動、また対人回避行動がまだ定着していないので、適切な行動を形成しやすいと考えら

れる。奇声やかんしゃく、対人回避行動が固定化するまでの幼児期に適切な行動の形成を行う

ことは、それらの問題行動が固定化してしまってからよりも遥かに効率的である。問題行動が

固定化する以前であれば家庭への積極的な介入によって、家庭での療育、ケーゲル（1995）
が指摘しているようなNLP条件での療育が可能であると考える。

障害幼児の早期発見という点ではすでに2才前の時点で第7章で報告した3症例は早期発見

されている。問題はその後どのような指導を行うかという点にある。言葉の理解もほとんどな

く自己刺激的な行動を示す子どもに適用可能な訓練プログラムは行動分析のプログラムがもっ
とも有効である。

しかし、実際には行動分析による指導を受けられるのは大学等の研究機関がほとんどで、公

的な機関（児童相談所、教育研究所、通園施設など）では行動分析による指導はほとんど行わ

れていない。言葉の発達に障害を持っ子ども達とその保護者のニーズ（まさにそれは言葉を獲

得することである）に合わせた実践的な公的訓練機関がぜひとも必要である。でなければ、早

期に発見した言葉の発達に障害を示すであろう子ども達を経過観察という名目で放置し、様々

な問題行動が固定化してしまってから、特殊な環境で専門家による指導でなければ行動の修正

が困舅酎こなるような状況に追いやってしまうことになる。

家庭での療育を可能にするため、公的機関は、少なくとも言語指導の行動分析による指導

を含めたオプションを用意するべきである。現在、障害児一般に適用可能な言語指導プログラ

ムはない。しかし、少なくとも何らかの効果を上げている指導プログラムは数多く報告されて

いる。例えば、動作法（成瀬，1985）やインリアル・アプローチ（竹田・里見，1994）、TEACCH

プログラム（佐々木，1994）などがあり、それらについての正確な情報を保護者に提供するこ

とが求められる。遊戯療法やインリアル、だっこ法などの有効な点と問題点を整理し、保護者

がそれらの中から我が子の指導を選択できるような態勢作りがぜひとも望まれる。

第2項　何を指導するか

これまで報告してきたように言葉の発達を阻害している要因は様々であった。第7章で報告

したような言語獲得の下位スキルと考えられるスキルのどのスキルが未発達であるのかを分析

に、目標行動を設定することが重要である。言葉の表出だけでなく言葉の理解もほとんど見ら

れない子どもの場合には、図7－1に示したようなスキルを系統的に指導していくことが効果的
である。
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行動分析の立場から言語獲得を考えると、言語獲得は単一のスキルによって成立しているの

ではなく、いくつかの反応分化と刺激選択が系統的に積み重ねられて成立していると考えられ

る。表8・1は表7・1のスキルを反応分化と刺激選択に分けて整理したものである。

表8－1言語獲得における反応分化と刺激選択

反応分化

動作模倣

エコーイング

道具を使った動作模倣

事物の動作表現、動作による事物の要求

タク ト、マン ド

イン トラバーバル

刺激選択

マッチング

音声による事物の選択

分類学習、

これらの反応分化と刺激選択はお互いに関連しあっているので、時には直接の訓練なしで形

成されることがある。例えば、症例T．Yでは動作模倣訓練やマッチング訓練によって、音声刺

激による動作模倣や音声刺激による事物の選択ができた。また、既に獲得された反応分化や刺

激選択を使ってより高次な反応分化や刺激選択を指導することができる。例えば、マッチング

スキルを獲得していると、音声による事物の選択訓練を行うとき遅延プロンプトとして事物を

呈示することで音声刺激による刺激選択を行うことができる。さらに、複数の刺激に対して共

通の分化反応を形成することで（機能的等価性）、新しい刺激選択を形成することも可能であ
る（第6章症例M．A．、YI．）。

子どもに言語指導を行おうとする指導者や保護者は、子どもにどんなスキルが欠如している

のか、現在子どもはどんな刺激に対してどんな反応をしているかを分析することから始めなけ

ればならない。こういった行動分析を行う際に、表7－1は有効な手助けとなるだろう。

音声言語行動の形成にあたって、それ以前の下位スキルを形成していくことが効率的な指導
ストラテジーであると考えるっ

第3項　どのように指導するか

実際の指導にあたっては、これまでの応用行動分析の臨床研究の中で報告されたきた技法や
第4章から第7章までに報告した技法を、個々の子どもの状態やその時の状況によって臨機応

変に使い分けていくことが重要である。

行動分析による指導の第1歩は、強化子の選定と形成である。とりわけ般性強化子の形成に
重点を置く必要がある。だっこやくすぐり、子どもの発声の忠実な反復などの対応は般性強化

子の形成への手だてとしても用いることができる。また食べ物や飲み物を使用する場合には（保
護者の承諾の下）、誉め言葉や拍手、握手などの対応を先行させてから食餌性の強化子を随伴
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することによって、これらの対応を般性強化子として条件付ける試みは欠かすことができな
い。

だっこやタカイタカイなどの遊びの要求行動場面や自己充足困難場面を設定することで動作

模倣や音声模倣スキルの形成を試みることができる。また、食べ物や飲み物の要求が見られた

ときには、着席してマッチングや事物の選択訓練を行うことができる。個々の子どもの状態や

その時の状況と子どもの自発的行動に合わせて、臨機応変に目標とするスキルの行動形成を行

うことがもっとも重要な点である。

従来伝統的指導法では訓練者と子どもが対面して着席したセッティングで訓練が行われてき

た。第2章で概観したように、近年の行動分析の指導は着席したセッティングでの訓練から子

どもが自発的に行動のできるセッティングでの訓練へと変化してきている。それは不必要な刺

激統制を避けることが伝統的指導法の大きな問題であった般化の困薫酎生と自発性の低下を改善

することになるという認識からである。また、伝統的な指導法は訓練者が子どもに指示を出す

という形で働きかけ、子どもはそれに応じるという訓練者主導で行われてきた。伝達的行動は

話し手と聞き手の相互的な（reciprocal）やり取りであるので、伝統的指導法では子どもが訓

練者に働きかけて訓練者がそれに応じるというやり取りがほとんど生じない。

ほとんど話し言葉がなく、言葉の理解も限られているような言語獲得の下位スキルがほとん

ど未形成の子どもの場合には、訓練者と子どもが相互に働きかけあうような関係を子どもが自

由に訓練者に働きかけられるフリーなセッティングを使って、子どもの目標行動を形成してい

く指導が望ましい。一方、マッチング訓練や弁別訓練などの刺激選択訓練は、着席したセッテ

ィングでの訓練の方が指導しやすく、訓練の試行回数も重ねることができる。第5章で報告し

たような音声模倣スキルが欠如しているために音声言語の獲得が困難になっていると考えられ

る症例では、集中的な音声模倣訓練を行うことが必要であり、そういった場合には着席したセ

ッティングでの訓練が適している。

着席したセッティングとフリーなセッティングとは二者択一的に選択されるのではなく、

個々の子どもの言語獲得に欠けている下位スキルの行動分析の結果から選択されることが必要
である。

第7章の症例では家庭場面での保護者による指導を中心に、指導者はデモンストレーターと

しての役割を行った。週に1，2回専門家の下へ訓練に訪れるという我が国の療育体制の中で

は、訓練場面で指導者に聞けなかったことが次の週まで持ち越されてしまったり、療育場面で

保護者に示したアドバイスのフィードバックが1週間後にしか得られないという問題を改善す

る方法としても、パソコン通信やインターネットの活用は重要である。訓練者は、訓練方法を

デモンストレーションするが家庭ではうまく行かないこともたびたびあったので、パソコン通

信上でその度に手続きの変更を行うことができた。

家庭へのこのような積極的な介入は、一人の障害児にかかる多くのコストを節約することが

できる。保護者が負担する療育にかかる費用は、訓練に通う交通費を含めると多大な金額にな

る。とりわけ、伝統的指導法のように週に数十時間もの訓練を行わなければ言語獲得に至らな

いとするなら、そのコストは膨大なものとなり現実的に実行不可能な指導法となってしまう。

保護者側のコストだけでなく、言語指導を行う訓練者の数は言語指導を求めている子ども達

に対してあまりに少なすぎるので、一人の訓練者の担当できる子どもの数は限られてくる。そ

ういった我が国の現状の中では、ここで呈示した言語学習プログラムとパソコン通信やインタ

ーネットを使った家庭への積極的な介入は、保護者にとっても訓練者にとっても効率の良いも

のとなるので、これらのメディアを使った援助体制を早急に整備することが求められる。
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第4項　心の理論

1978年にプレマックとガイ・ウッドラッフが発表した論文が契機となって「心の理論」に関

する研究は発達心理学や自閉症研究の中で盛んに取り扱われるようになってきた（Premack，D・

andWoodrufEG．1978；Bretherton，Ⅰ．AndBeeghlylM・1982；Wimmer，H・andPernerJ

1983）。「心の理論」は他者の心の理解であり、松沢（1996）は、認識の発達の観点から、他者

が事物をどのように理解しているかを認識する能力であるとしている。認識の発達を自己と他

者と物との三項から考えると、自己が物とどのように関わるかという「自己と物」関係があり、

自己が他者とどう関わるかという社会的な「自己と他者」関係がある。そして「心の理論」は他

者が物とどう関わるかをどのように自己が認識するかという「他者と物」関係の理解である0

バロン・コーヘン（1986，1989）は自閉症ではこの心の理論の発達が障害されているので

相手の心の状態を理解できないとし、そのために対人関係が障害されると主張した。自閉症で
誤信念課題ができないという報告が数多く提出され（LeslieandFrith，1988；Leekmanand

Perner．J．，1991；Prior，DahlstromandSquires，T．1990）、自閉症の基本障害ではないかと考え

られるようになってきた（Baron－Cohen．，LeslieandFrith，U．1986；Baron・Cohen，1989）。

このように自閉症で心の理論の障害が見られることは確かなようであり、松沢（1996）が

指摘しているように物と自己と他者との関係で認識の発達を考えてみると、他者と物との関係

を認識する能力の問題についてこれまで十分な研究が行われてこなかった。本論文でも、自己

と物関係や物と物との記号的関係、自己と他者との関係についての分析と指導がほとんどであ

る。心の理論はまだ理論レベルの問題であり自閉症の療育や言語指導の方法を示しているわけ

ではない（石乳1996）が、心の理論は言語発達の問題と深く関係していると考えられ

（Happ6，F．1995；Sparrevolm，R．andHowie，PH．1995）、言語学習スキル獲得プログラムの中
に心の理論からの視点を取り入れることが必要になると思われる。
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第9章まとめ

本論文では言語獲得に困難を示す障害児への効果的な援助方法を提案するという目的の

ため、応用行動分析の立場から理論的、実践的な検討を行ってきた。第1部では、理論的

な面から言語獲得理論と近年の行動分析理論からの言語行動の分析を行い、これまで実践

されてきた障害児の言語指導について検討を加えた。第2部では実践的な面からの新しい
言語指導の試みについて自験例14例を報告した。さらに、第1部で行った理論的分析と

これまでの言語指導の検討、および自験例の分析から言語獲得援助プログラムを作成し、

3例の低年齢幼児にこのプログラムを適用した（第7章）。この3症例では急速な言語獲得

が観察された。第8章では、理論的な分析と実践的な分析の両面から言語獲得の効果的な
援助について考察した。

言語獲得は、単一のスキルによって成し遂げられるような単純なものではない。いくつ

かの基礎的なスキルや条件が積み重なって言語獲得が達成される。言語獲得に困難を示す

障害児はそのプロセスのどこかで未形成のスキルがあると考えられる。障害児の言語指導

の臨床研究には、1つには障害児のQOLの向上を目指す療育上の目的があり、もう1つ
は言語獲得に必要なスキルや条件を明らかにしていくという目的がある。

それゆえ、個々の子どもについての行動分析を正確に行い、言語獲得に必要などんなス
キルが未形成であるのかを発見することから始めなければならない。これまでの障害児の

言語指導は個々の子どもの言語獲得に関する行動分析があまりにおろそかにされていたよ

うに思われる。また、音声言語行動の獲得にはそれ以前に獲得される必要のあるいくつか

の行動があると考えられ、それらの行動の形成が不十分なまま音声言語の形成が試みられ

たため、これまでの指導では多大な訓練時間と労力が必要となった。

個々の子どもの行動分析から未形成のスキルを発見し、それらを適切な環境で形成する

ことで言語獲得を効果的に援助していくことができる。

言語獲得を効果的、効率的に援助していくためには家庭への積極的な介入が必要にな

る。これは、言語行動が対人間の行動を調節する行動として機能的に使用される場は家庭
環境であり、家庭での療育訓練は般化や維持の問題を解決する有効な手段となる。さらに

訓練にかかる費用が公的に補助されない現状や訓練を実施できる訓練者が不足していると

いう現状の中では、家庭での療育を可能にする条件を整備していく必要がある。

3才以前の低年齢ですでに公的な機関から発達の遅れを指摘されていても、行動分析や

その他の有効であると考えられる指導方法を保護者が選択し、そのサービスを受ける体制

は整備されていない。今必要なのは、言語獲得に困難を示している子ども達の早期発見か

ら、その子ども達とその家族を積極的に援助していく公的なサービスである。

第7章で報告した3症例では、パソコン通信での電子会議や電子メールを使った保護者

への援助が効果的であった。電子会議では言語獲得に困難を示す子どもを持つ保護者同士

が情報を交換し合い、励ましあって家庭での療育を続けていくことができた。このような
ネットワークを早急に確立し、専門家の中にとどまっている様々な情報を開示することが
必要である。

少なくとも行動分析の分野では、障害児の言語指導が行われているのはほとんどが大学

の研究機関であり、学生指導と研究という目的が優先され、保護者のニーズに合わせた指
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導は実施されていない。保護者のニーズに合わせたサービスが受けられるような環境の整
備が求められている。

障害児の臨床指導に関して高度な知識と技術を持つ大学等の公的機関は、学生指導と研

究という分野からさらに臨床的効果をあげるという目的を掲げた部門（大学病院の外来の

ような）を早急に設立することを提言する。あるいは、民間の指導機関が有効な指導を行

った場合に、保護者にその費用を補助するようなシステムを作ることが求められる。
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